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第 1編 P. 1

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．２

Ｐ．３

第 1編 総則・防災組織
第 1章 総則

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項

（略）

３ 災害発生時は市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、「自らの命

は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の

理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、災害教訓の伝

承や防災教育の推進、住民主体の取組の支援・強化により、社会全体としての防災意識の向上を

図らなければならない。

（略）

５ 令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑

制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図らなければならない。

第４節 用語
この計画において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

（略）

避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに特に支援を要する者

第 1編 総則・防災組織
第 1章 総則

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項

（略）

３ 災害時は市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、「自らの命は自

らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解

を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、災害教訓の伝承や

防災教育の推進、住民主体の取組の支援・強化により、社会全体としての防災意識の向上を図ら

なければならない。

（略）

５ 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、

避難所における避難者の過密抑制など新型コロナ感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた

防災対策の推進を図らなければならない。

第４節 用語
この計画において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

（略）

避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）に自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

北海道地域防災計画改定に基

づく変更
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．３

Ｐ．４

第６節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
市防災会議の構成機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者の防災上処理すべき

事務又は業務の大綱は、概ね次のとおりとする。

なお、関係機関の連絡先を資料編に掲載する。

（１） 指定地方行政機関

（略）

（３） 北海道

（略）

第６節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
市防災会議の構成機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者の防災上処理すべき

事務又は業務の大綱は、概ね次のとおりとする。

なお、関係機関の連絡先を資料編に掲載する。

（１） 指定地方行政機関

（略）

（３） 北海道

（略）

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

機構改革による組織名変更

関係機関名 事務又は業務の大綱

北海道開発局

室蘭開発建設部

① （略）

② （略）

③ （略）

④ 災害発生時の地域防災支援に関すること。

室蘭海上保安部 ① 港内及び沿岸の船舶に対する情報等の伝達に関すること。

② 被災状況の調査に関すること。

③ 海上災害の防止活動及び同災害の対応に関すること。

④ 船舶交通の安全確保に関すること。
⑤ 要請に基づき、または独自の判断による人員及び物資の輸送
に関すること。

⑥ （新設）

北海道運輸局

室蘭運輸支局

① （略）
② 災害時における陸上輸送及び海上輸送並びに倉庫施設利用の連
絡調整を図ること。

③ 災害時における港湾諸作業の調整を図ること。

④ （略）

室蘭地方気象台 ① 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行う
こと。

② 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動
に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説を
行うこと。

③ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努めること。
④ 室蘭市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行うこと。

⑤ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努めること。

室蘭労働基準監

督署
（略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

胆振総合振興局

地域創生部地域政策課

（略）

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

（略）

胆振総合振興局

保健環境部保健行政室

（略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

北海道開発局

室蘭開発建設部

① 国道の整備、管理及び防災工事等の実施並びに災害復旧に関

すること。

② その所管に係る港湾、漁港施設の整備、防災工事等の実施並び

に災害復旧に関すること。

③ 災害情報の収集・伝達、防災・減災の取組に対する支援に関す

ること。

④ 災害時の地域防災支援に関すること。

室蘭海上保安部 ① 気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等の船舶へ
の周知及び災害情報の収集に関すること。

② 災害時における船舶の避難誘導及び救助並びに線路障害物の除
去に関すること。

③ 災害時における傷病者、医師、避難者又は救援物資等の緊急輸
送に関すること。

④ 海上における人命救助に関すること。
⑤ 海上交通の安全確保に関すること。

⑥ 海上における犯罪の予防及び治安の維持に関すること。

北海道運輸局

室蘭運輸支局

① （略）
② 災害時における海上輸送及び陸上輸送の連絡調整に関するこ
と。

③ 災害時における港湾諸作業の調整及び施設利用の斡旋に関す
ること。

④ （略）

室蘭地方気象台 ① 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関す
ること。

② 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動
に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に
関すること。
③ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。
④ 室蘭市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関するこ
と。

⑤ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。

室蘭労働基準監

督署
（略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

胆振総合振興局

地域創生部危機対策室

（略）

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

（略）

胆振総合振興局

保健環境部保健行政室

（略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．５

Ｐ．６

（５） 室蘭市

（６） 指定公共機関

（５） 室蘭市

（６） 指定公共機関

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

関係機関名 事務又は業務の大綱

室蘭市 ①～② （略）

③ 防災に関する組織の整備、資材、物資の備蓄等、そ

の他災害予防応急対策の総合調整に関すること。

④～⑥ （略）

⑦ 市の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧

対策の実施に関すること。

室蘭市教育委員会 ①～② （略）

③ 文教施設及び文化財の保全対策に関すること。

④ （略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

日本郵便㈱

室蘭郵便局
① （略）

② 災害時における郵便輸送の確保と郵便業務運営の確保

に関すること。

③ 郵便の非常取り扱いに関すること。

日本赤十字社北海道支部

室蘭市地区
① （略）

② 防災ボランティア（民間団体及び個人）が行う救助

活動の連絡調整に関すること。

③ （略）

④ （略）

北海道旅客鉄道㈱

東室蘭駅

日本貨物鉄道㈱北海道支

社室蘭総合鉄道部

① 災害時における鉄道及びバスの輸送の確保に関するこ

と。

② 災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送

に係る関係機関への支援に関すること。

東日本電信電話㈱

北海道南支店

苫小牧営業支店

① 非常及び緊急通信の取扱いに関すること。

② （略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

日本放送協会

室蘭放送局

① 予報（注意報を含む）、特別警報、警報並びに情報等の

報道に関すること。

② 災害時における地域住民への被害情報及び安否情報

等の放送に関すること。

日本通運㈱

道南支店

① 災害時における救援物資の緊急輸送に係る関係機関へ

の支援に関すること。

北海道電力ネットワーク

㈱ 室蘭支店

① 変電施設、送配電線等の保守、保安に関すること。

② 災害時における電力供給の確保に関すること。

関係機関名 事務又は業務の大綱

室蘭市 ①～② （略）

③ 防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材の備

蓄等、地域内の災害予防応急対策の総合調整を講ずる

こと。

④～⑥ （略）

⑦ 市の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧

を行うこと。

室蘭市教育委員会 ①～② （略）

③ 文教施設及び文化財の保全対策の実施に関すること。

④ （略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

日本郵便㈱

室蘭郵便局
① （略）

② 災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確

保を図ること。

③ 郵便の非常取扱いを行うこと。

日本赤十字社北海道支部

室蘭市地区
① （略）

② 防災ボランティア（民間団体及び個人）の行う救助

活動連絡調整を行うこと。

③ （略）

④ （略）

北海道旅客鉄道㈱

東室蘭駅

日本貨物鉄道㈱北海道支

社室蘭総合鉄道部

① 災害時における鉄道輸送の確保を行うこと。

② 災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送

に係る関係機関の支援を行うこと。

東日本電信電話㈱

北海道南支店

苫小牧営業支店

① 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電

報電話の利用制限を実施し、重要通信の確保を図ること。

② （略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

日本放送協会

室蘭放送局

① 予報（注意報を含む）、特別警報・警報、並びに情報等

及び被害状況等に関する報道を実施し、防災広報に関する

業務を行うこと。

日本通運㈱

道南支店

① 災害時における救援物資の緊急輸送について関係機関

の支援を行うこと。

北海道電力ネットワーク

㈱ 室蘭支店

① 変電施設、送配電線等の保守、保安に関すること。

② 災害時における電力の円滑な供給を行うよう努めるこ

と。
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．７

Ｐ．８

（７） 指定地方公共機関

（８）公共的団体、防災上重要な施設の管理者

第７節 市民及び事業者の基本的責務等
１ 市民の責務

（略）

（１） 平常時の備え

① 家庭において

（略）

ウ 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレット

ペーパー、ポータブルストーブ等の備蓄と救急用品、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、携

帯電話充電器等の非常持出用品の準備、自動車へのこまめな満タン給油及び自宅等の暖

房・給湯用燃料の確保をする。

（略）

（７） 指定地方公共機関

（８）公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

第７節 市民及び事業者の基本的責務等
１ 市民の責務

（略）

（１） 平常時の備え

① 家庭において

（略）

ウ 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレット

ペーパー、女性用品、ポータブルストーブ等の備蓄と救急用品、携帯ラジオ、懐中電灯、

乾電池、携帯電話充電器等の非常持出用品の準備、自動車へのこまめな満タン給油及び自

宅等の暖房・給湯用燃料の確保をする。

（略）

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

関係機関名 事務又は業務の大綱

室蘭ガス㈱ ① ガス供給施設の防災対策に関すること。

② 災害時におけるガス供給の確保に関すること。

公益社団法人

室蘭市医師会

① 災害時における救急医療に関すること。

一般社団法人

室蘭歯科医師会

① 災害時における歯科救急医療に関すること。

一般社団法人室蘭地区ト

ラック協会

室蘭地区バス協会

① 災害時における人員、緊急物資及び災害対策用資機

材等の緊急輸送に係る関係機関への支援に関するこ

と。

一般社団法人

北海道薬剤師会室蘭支部

① 災害時における調剤、医薬品の供給に関すること。

公益社団法人北海道獣医

師会胆振支部

① 災害時における家庭動物等の対応に関すること

一般社団法人北海道警備

業協会室蘭支部

① 災害時における交通誘導業務及び避難場所の警備に

ついて関係機関の支援に関すること。

社会福祉法人室蘭市社会

福祉協議会

（略）

室蘭市建設業協会 ① 災害時における応急対応業務に関すること

室蘭まちづくり放送

(株)(一般社団法人日本コミュニ
ティ放送協会北海道地区協議会)

（略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

危険物関係施設の管理者
① 災害時における危険物の保守及び保安に関すること。

港湾関係施設の管理者
（略）

室蘭地区排出油等災害対策協議会
（略）

日本水難救済会室蘭救難所
（略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

室蘭ガス㈱ ① ガス供給施設の防災対策を行うこと。

② 災害時におけるガスの円滑な供給を行うよう努めるこ

と。

公益社団法人

室蘭市医師会

① 災害時における救急医療を行うこと。

一般社団法人

室蘭歯科医師会

① 災害時における歯科救急医療を行うこと。

一般社団法人室蘭地区ﾄﾗ

ｯｸ協会

室蘭地区バス協会

① 災害時における人員、緊急物資及び災害対策用資機

材等の緊急輸送について関係機関の支援を行うこと。

一般社団法人

北海道薬剤師会室蘭支部

① 災害時における調剤、医薬品の供給を行うこと。

公益社団法人北海道獣医

師会胆振支部

① 災害時における家庭動物等の対応を行うこと。

一般社団法人北海道警備

業協会室蘭支部

① 災害時における交通誘導業務及び避難場所の警備に

ついて関係機関の支援を行うこと。

社会福祉法人室蘭市社会

福祉協議会

（略）

室蘭市建設業協会 ① 災害時における応急対応業務を行うこと。

室蘭まちづくり放送

(株)(一般社団法人日本コミュニ
ティ放送協会北海道地区協議会)

（略）

関係機関名 事務又は業務の大綱

危険物関係施設の管理者 ① 災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと。

港湾関係施設の管理者 （略）

室蘭地区排出油等災害対策協議会 （略）

日本水難救済会室蘭救難所 （略）
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Ｐ．９

Ｐ．１０

② 地域（町内会・自治会）において

（略）

イ 自主防災組織を結成し又は町内会・自治会において、次の活動を行う。

ａ ハザードマップを活用した防災訓練・防災学習会などの企画・実施。

ｂ 崖崩れ危険区域、ブロック塀等、地域の災害要因の把握。

ｃ 避難行動要支援者の把握と支援体制づくり。

ｄ 計画的な備蓄の実施。

（略）

２ 事業者の責務

災害応急対策や災害復旧に必要となる、食料、飲料水、生活必需品等の物資又は役務の供給・

提供に関する者をはじめとする各事業者は、日常的に災害の発生に備える意識を高め、自ら防災

対策を実施するとともに、道、市町村、防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災対策に協力

しなければならない。

このため、従業員や来客・施設利用者の安全確保、経済活動の維持、地域社会への貢献など、

事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、各事業者において災害時に業務を継続するための

事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、防災体制の整備や防災訓練の実施、取引先とのサ

プライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの取組を通じて、防災活動

の推進に努めるものとする。

（１） 平常時の備え
① 災害時の行動マニュアル及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用

（略）

（２） 災害時の対応

（略）

３ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進

（略）

（新設）

（４） 市は、自主防災組織の育成、強化を図るとともに、住民一人一人が自ら行う防災活動の促

進により、室蘭市における地域社会の防災体制の充実を図るものとする。

② 地域（町内会・自治会）において

（略）

イ 自主防災組織を結成し又は町内会・自治会において、次の活動を行う。

（ア） ハザードマップを活用した防災訓練・防災学習会などの企画・実施。

（イ） 崖崩れ危険区域、ブロック塀等、地域の災害要因の把握。

（ウ） 避難行動要支援者の把握と支援体制づくり。

（エ） 計画的な備蓄の実施。

（略）

２ 事業者の責務

災害応急対策や災害復旧に必要となる、食料、飲料水、生活必需品等の物資又は役務の供給・
提供に関する者をはじめとする各事業者は、日常的に災害の発生に備える意識を高め、自ら防災
対策を実施するとともに、道、市町村、防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災対策に協力
しなければならない。
このため、従業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・地域
との共生等、災害時に果たす役割を十分に認識し、各事業者において災害時に業務を継続するため
の事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、防災体制の整備や防災訓練の実施、取引先とのサ
プライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの取組を通じて、防災活動の
推進に努めるものとする。
（１） 平常時の備え

① 災害時行動マニュアル及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用

（略）

（２） 災害時の対策

（略）

３ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進

（略）

（４） 市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防

災計画を定める場合は、地域全体で避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた

内容を前提とした避難支援の役割分担表及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよ

う努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努めるも

のとする。

（５） 市は、自主防災組織の育成、強化を図るとともに、住民一人一人が自ら行う防災活動の促

進により、室蘭市における地域社会の防災体制の充実を図るものとする。

（６） 市は、災害予防の観点から、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづく

りの推進にあたり、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定

するとともに、市民の防災意識の向上やまちづくり観点で防災の取り組みを整理し直すこと

を目的に、同計画に防災指針を位置づける。

符号の修正

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

番号の繰り下げ

室蘭市立地適正化計画の改定に

伴う位置づけ
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Ｐ．１２

第２章 室蘭市の概況

（略）

第４節 気象

（略）

室蘭市の気象の月別平年値

注:データは 1981 年～2010 年の 30 年間、最多風向データは 1990 年～2010 年の 21 年間

※詳細な気象データは資料編に掲載

第２章 室蘭市の概況

（略）

第４節 気象

（略）

室蘭市の気象の月別平年値

注:データは 1991 年～2020 年の 30 年間である。なお、大気現象欄中の数値は、一部参考値も含ま

れる。

※詳細な気象データは資料編に掲載

気象庁公表の最新データへ変

更

要素

気圧 降水量 気温 風向・風速 日照

時間
大気現象

(hpa) (mm) (℃) (m/s)

平均 合計 平均 最高 最低 平均
最多

風向

各階級の日数

合計
雪

日数

霧

日数

雷

日数
≧

10.0
m/s

≧

15.0
m/s

≧

20.0
m/s

資料

年数
30 30 30 30 30 30 21 30 30 30 30 30 30 30

1月 1007.1 54.9 -2.0 0.3 -4.2 5.8 北西 13.2 2.2 0.1 89.7 28.7 0.0 0.2

2月 1007.5 43.0 -1.9 0.5 -4.1 5.2 西北西 9.5 0.9 0.0 121.9 25.7 0.4 0.1

3月 1007.8 48.2 0.9 3.9 -1.5 4.9 西北西 8.9 1.4 0.1 181.6 22.1 0.8 0.1

4月 1007.2 75.1 5.8 9.5 2.9 4.5 西北西 6.8 0.4 0.0 194.2 6.8 4.1 0.2

5月 1005.4 101.3 10.2 14.3 7.2 4.2 東北東 5.1 0.1 0.0 194.1 0.1 7.2 0.6

6月 1004.1 107.5 14.0 17.5 11.5 3.7 東北東 1.7 0.0 0.0 156.5 0.0 9.8 0.8

7月 1003.3 165.1 17.9 20.9 15.8 3.7 東北東 1.6 0.1 0.0 128.0 0.0 9.9 1.0

8月 1004.7 192.8 20.5 23.4 18.5 3.5 東北東 1.5 0.1 0.0 143.0 0.0 6.5 1.5

9月 1007.6 164.4 18.0 21.1 15.4 4.0 北西 4.0 0.5 0.1 167.8 0.0 1.0 1.0

10月 1009.7 93.0 12.6 15.7 9.6 4.7 北西 8.5 1.1 0.1 170.2 1.5 0.1 1.9

11月 1009.9 75.2 6.1 8.9 3.3 5.7 西北西 13.6 2.7 0.3 105.0 12.9 0.1 1.0

12月 1008.2 64.4 0.5 2.9 -1.8 6.0 西北西 15.4 2.9 0.1 74.4 25.9 0.0 0.2

年 1006.9 1184.8 8.6 11.6 6.0 4.7 西北西 89.9 12.3 0.9 1725.2 123.6 39.9 8.4

要素

気圧 降水量 気温 風向・風速 日照

時間
大気現象

(hpa) (mm) (℃) (m/s)

平均 合計 平均 最高 最低 平均
最多

風向

各階級の日数

合計
雪

日数

霧

日数

雷

日数
≧

10.0
m/s

≧

15.0
m/s

≧

20.0
m/s

資料

年数
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1月 1007.0 53.6 -1.8 0.6 -4.0 5.7 北西 14.7 2.3 0.1 88.3 28.6 0.0 0.1

2月 1007.7 44.3 -1.6 1.0 -4.0 5.2 北西 11.5 0.8 0.0 123.6 25.1 0.4 0.0

3月 1007.3 49.9 1.4 4.6 -1.3 4.9 北西 10.1 1.7 0.2 183.7 21.4 0.7 0.1

4月 1006.5 70.0 6.1 10.1 3.0 4.4 北西 7.4 0.4 0.0 198.9 6.8 3.2 0.3

5月 1005.2 108.3 10.7 14.9 7.6 4.1 東北東 5.3 0.1 0.1 194.9 0.1 6.9 0.6

6月 1003.7 109.1 14.4 18.0 11.9 3.7 東北東 1.6 0.0 0.0 155.8 0.0 9.7 0.9

7月 1003.1 159.2 18.5 21.6 16.4 3.6 東北東 1.3 0.0 0.0 133.2 0.0 9.3 0.8

8月 1004.6 187.3 20.6 23.6 18.6 3.5 東北東 2.0 0.2 0.1 144.9 0.0 5.0 1.3

9月 1007.6 156.6 18.4 21.5 15.7 3.9 北西 3.9 0.5 0.1 166.5 0.0 1.2 1.2

10月 1010.0 101.8 12.9 16.1 9.8 4.7 北西 10.1 1.3 0.1 165.2 1.3 0.1 1.7

11月 1010.0 83.2 6.4 9.3 3.5 5.6 北西 14.5 2.8 0.3 102.7 12.6 0.1 1.0

12月 1008.1 68.8 0.5 2.9 -1.8 6.1 北西 16.8 3.4 0.2 71.1 26.8 0.0 0.3

年 1006.7 1188.9 8.9 12.0 6.3 4.6 北西 99.3 13.7 1.2 1728.1 122.1 36.7 8.4
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Ｐ．１３ 第５節 社会的現況

（略）

１ 人 ロ
本市の人口は、昭和４５年をピークに減少を続け、平成１７年の国勢調査では１０万人を割った。

しかし６５歳以上の人口は増加傾向にあり、総人口に占める高齢化率は約３４％と、高齢化が急速

に進展している。

地域別では、蘭西で約２３千人、蘭東約４８千人、蘭北約１８千人と蘭東周辺に約半数の人口が

集中している。

（略）

２ 生活環境の変化
（略）

表１ 室蘭市の社会的情勢の推移

（注）総人口、世帯数、人口集中地区面積及び人口は、国勢調査（１０月１日）の数値であり、

その他は各年度末の数値である。

第５節 社会的現況

（略）

１ 人 ロ
本市の人口は、昭和４５年をピークに減少を続け、平成１７年の国勢調査では１０万人を割った。

しかし６５歳以上の人口は増加傾向にあり、総人口に占める高齢化率は約３７％と、高齢化が急速

に進展している。

地域別では、蘭西で約１３千人、蘭中で約１０千人、蘭東で約４４千人、蘭北で約１５千人と蘭

東周辺に約半数の人口が集中している。

（略）

２ 生活環境の変化
（略）

表１ 室蘭市の社会的情勢の推移

（注） 総人口、６５歳以上人口（内数）、世帯数、人口集中地区面積及び人口集中地区人口は、

国勢調査（１０月１日）の数値であり、その他は室蘭市統計書に記載された直近年度の数値である。

数値の変更

最新の国勢調査結果を反映し

た変更
区 分 単位

H7年
（1995）

H12年
（2000）

H17年
（2005）

H22年
（2010）

H27年
（2015）

総 人 口 人 109,766 103,278 98,372 94,535 88,564

65 才以上人口（内数） 人 18,475 22,088 25,272 27,699 30,118

構 成 率 ％ 16.8 21.3 25.7 29.3 34.1

世 帯 数 世帯 45,999 45,759 45,266 45,029 43,616

市 街 化 区 域 面 積 km２ 35.88 35.95 35.95 35.95 35.96

人 口 集 中 地 区 面 積 km２ 28.4 27.9 28.0 27.9 26.7

人口集中地区内人口 人 93,720 85,251 80,623 77,222 69,665

給 水 人 口 人 109,109 103,191 98,724 94,388 87,784

水 洗 化 世 帯 数 世帯 32,997 36,714 42,166 44,477 43,980

都市ガス需要家戸数 戸 38,41 39,926 38,551 36,212 34,584

区 分 単位
H12年
（2000）

H17年
（2005）

H22年
（2010）

H27年
（2015）

Ｒ2年
(2020)

総 人 口 人 103,278 98,372 94,535 88,564 82,383
65 才以上人口（内数） 人 22,088 25,272 27,699 30,118 30,330
構 成 率 ％ 21.3 25.7 29.3 34.1 36.8
世 帯 数 世帯 45,759 45,266 45,029 43,616 41,766
市 街 化 区 域 面 積 km２ 35.95 35.95 35.95 35.96 35.96
人 口 集 中 地 区 面 積 km２ 27.9 28.0 27.9 26.7 27.5
人口集中地区内人口 人 85,251 80,623 77,222 69,665 68,514
給 水 人 口 人 103,191 98,724 94,388 87,784 82,097
水 洗 化 世 帯 数 世帯 36,714 42,166 44,477 43,980 42,858
都市ガス需要家戸数 戸 39,926 38,551 36,212 34,584 33,363
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Ｐ．１４ 第３章 防災組織
第１節 市防災会議

（略）

１ 市防災会議の組織

２ 市防災会議の運営

市防災会議の運営については、室蘭市防災会議条例及び室蘭市防災会議運営規程（昭和３８年７

月４日防災会議規程第１号）に定めるところによる。

室蘭市防災会議委員名簿、防災会議条例及び防災会議運営規程を資料編に掲載。

第３章 防災組織
第１節 市防災会議

（略）

１ 市防災会議の組織

２ 市防災会議の運営

市防災会議の運営については室蘭市防災会議条例及び室蘭市防災会議運営規程（昭和３８年７月

４日防災会議規程第１号）に定めるところによる。

※ 室蘭市防災会議委員名簿、室蘭市防災会議条例及び室蘭市防災会議運営規程を資料編に掲載。

名称、役職の変更

記号の追加、名称の修正

第７師団第７１戦車連隊長

胆振総合振興局地域創生部長

胆振総合振興局保健行政室長

胆振総合振興局室蘭建設管理部登別出張所長

室蘭警察署長

副市長

公営企業管理者

教育長

消防長

消防団長

指定地方行政機関

市長が特に必要と認める団体

市長の部内

北海道警察

陸上自衛隊

会

長(

市

長)

日本郵便㈱室蘭郵便局長

日本赤十字社北海道支部室蘭市地区事務局
東日本電信電話㈱北海道南支店苫小牧営業支店長

日本放送協会室蘭放送局長

北海道旅客鉄道㈱東室蘭駅長

日本通運㈱道南支店長

北海道電力ネットワーク㈱室蘭支店長

指定地方公共機関

指定公共機関

室蘭ガス㈱工務部長

室蘭地区バス協会事務局

一般社団法人北海道薬剤師会室蘭支部理事

公益社団法人北海道獣医師会胆振支部会長

公益社団法人室蘭市医師会副会長

一般社団法人室蘭歯科医師会学術担当理事

一般社団法人室蘭地区トラック協会専務理事

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会長

一般社団法人北海道警備業協会室蘭支部

室蘭市建設業協会

室蘭まちづくり放送(株)(一般社団法人日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会)

室蘭商工会議所専務理事

室蘭市町内会連合会長

室蘭市女性団体連絡協議会会長

北海道開発局室蘭開発建設部次長

北海道運輸局室蘭運輸支局長

室蘭海上保安部長

室蘭地方気象台長

室蘭労働基準監督署長

指定地方行政機関

陸上自衛隊 第７師団第７１戦車連隊長

胆振総合振興局地域創生部長

胆振総合振興局保健行政室長

胆振総合振興局室蘭建設管理部登別出張所長

北海道警察 室蘭警察署長

市長の部内
副市長

公営企業管理者

教育長

消防長

消防団長

市長が特に必要と認める団体

会

長(

市

長)

日本郵便㈱室蘭郵便局長

日本赤十字社北海道支部室蘭市地区事務局
東日本電信電話㈱北海道南支店苫小牧営業支店長

日本放送協会室蘭放送局長

北海道旅客鉄道㈱東室蘭駅長

日本通運㈱道南支店長

北海道電力ネットワーク㈱室蘭支店長

指定公共機関

指定地方公共機関

北海道開発局室蘭開発建設部次長

北海道運輸局室蘭運輸支局長

室蘭海上保安部長

室蘭地方気象台長

室蘭労働基準監督署長

室蘭ガス㈱常務取締役

一般社団法人北海道バス協会室蘭地区バス協会会長

一般社団法人北海道薬剤師会室蘭支部副支部長

公益社団法人北海道獣医師会胆振支部室蘭獣医師会長

公益社団法人室蘭市医師会理事

一般社団法人室蘭歯科医師会学術担当理事

一般社団法人室蘭地区トラック協会専務理事

社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会長

一般社団法人北海道警備業協会室蘭支部長

室蘭市建設業協会長

室蘭まちづくり放送(株)(一般社団法人日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会)

室蘭商工会議所専務理事

室蘭市町内会連合会長

室蘭市女性団体連絡協議会会長
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．１５ 第２節 災害対策本部
１ 組織及び業務分担

（略）

組織の主な業務分担

第２節 災害対策本部
１ 組織及び業務分担

（略）

組織の主な業務分担

表現の修正

組織名 主な業務

共通事項 （略）

総務部

災害対策本部の設置及び運営

避難所開設及び運営状況の全体取りまとめ

市民・報道機関への広報

資機材・燃料及び物資の調達

罹災証明・被災確認証明の発行

企画財政部 （略）

生活環境部

避難所開設の調整及び運営

町内会・自治会への連絡

災害による廃棄物・清掃処理及び消毒

保健福祉部 （略）

経済部 （略）

都市建設部 （略）

港湾部 （略）

水道部 （略）

教育部 （略）

消防本部 （略）

市議会事務局 （略）

市立室蘭総合

病院
（略）

組織名 主な業務

共通事項 （略）

総務部

災害対策本部の設置及び運営

避難所開設及び運営状況の全体取りまとめ

市民・報道機関への広報

資機材・燃料及び物資の調達

り災（被災確認）証明書の発行

企画財政部 （略）

生活環境部

避難所開設の調整及び運営

町内会・自治会への連絡

災害による廃棄物処理及び清掃・消毒

保健福祉部 （略）

経済部 （略）

都市建設部 （略）

港湾部 （略）

水道部 （略）

教育部 （略）

消防本部 （略）

市議会事務局 （略）

市立室蘭総合

病院
（略）



第 1編 P. 10

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．１６

Ｐ．１７

２ 市災害対策本部の設置
（１） 設置基準

（略）

室蘭市災害対策本部設置基準

（２） 協議事項

（略）

② 避難所開設・避難勧告・避難指示（緊急）及びそれに関わる体制確保に関すること

（略）

※ 避難所開設に向けた流れ

防災対策課⇒災害対策本部（警戒本部）の設置及び開催⇒避難所（地区の学校施設か町内

会館等を指定）の開設指示⇒各所管部署による開設準備⇒市民周知及び必要備品搬入並びに

運営職員の配置⇒必要に応じて各部から避難所運営職員応援（災害対策本部からの指示）⇒

避難所の開設状況等を把握（防災対策課）⇒災害対策本部から避難所閉鎖指示⇒市民周知及

び閉鎖準備⇒避難所閉鎖及び搬入備品並びに職員撤収。（避難所の運営については、第２編

風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第４節 避難対策計画（P91））

（３） 設置場所

市本部は、室蘭市役所内（２階大会議室）に置く。ただし、災害の状況等から判断し応急対

策を実施するうえで有効と認められる場合は、防災センター内（指揮本部室）又は、他の場所

に置くことができる。

（略）

（６） 市本部長の代理

市災害対策本部条例第 2条第 2項に基づき、市本部長に事故あるとき、副本部長（副市長）
がその職務を代理する。

２ 市災害対策本部の設置
（１） 設置基準

（略）

室蘭市災害対策本部設置基準

（２） 協議事項

（略）

② 避難所開設・避難指示・緊急安全確保の発令及びそれに関わる体制確保に関すること

（略）

※ 避難所開設から閉鎖までの流れ

防災対策課⇒災害対策本部（警戒本部）の設置及び開催⇒避難所（地区の学校施設か町内

会館等を指定）の開設指示⇒各所管部署による開設準備⇒市民周知及び必要備品搬入並びに

運営職員の配置⇒必要に応じて各部から避難所運営職員応援（災害対策本部からの指示）⇒

避難所の開設状況等を把握（防災対策課）⇒災害対策本部から避難所閉鎖指示⇒市民周知及

び閉鎖準備⇒避難所閉鎖及び搬入備品並びに職員撤収。（避難所の運営については、第２編

第４章第４節避難対策計画（P98））

（３） 設置場所

市本部は、室蘭市役所内（２階大会議室）に置く。ただし、災害の状況等から判断し応急対

策を実施するうえで有効と認められる場合は、防災センター内（視聴覚研修室）又は、他の場

所に置くことができる。

（略）

（６） 市本部長の代理

市災害対策本部条例第 2条第 2項に基づき、市本部長に事故あるときは、副本部長（副市
長）がその職務を代理する。

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

表現の修正

ページ数の修正

名称の修正

表現の修正

災害種別 災害対策本部設置基準

風水害

① （略）

② 多くの住家や人的被害が発生し、被害の拡大が予想されるとき

③ 多くの地域で避難勧告等の応急対策が必要なとき

④ 多くの交通機関の障害生活基盤の被害が発生し、応急対策が必

要なとき

⑤ （略）

地震・津波 （略）

大事故災害

（大規模火災、海

上、道路災害等）

（略）

災害種別 災害対策本部設置基準

風水害

① （略）

② 多くの住家又は人的被害が発生し、又は発生するおそれがあり、

被害の拡大が予想されるとき

③ 多くの地域で避難指示等の応急対策が必要なとき

④ 多くの交通機関の障害又は生活基盤の被害が発生し、応急対策

が必要なとき

⑤ （略）

地震・津波 （略）

大規模な事故災害

（大規模火災、海

上、道路災害等）

（略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．１７

Ｐ．１８

（７） 市本部の廃止

市本部長は、災害の発生するおそれが解消したと認めた場合、又は災害対策活動が完了した

ときは、市本部を廃止する。廃止の周知は、設置の場合に準じて行うものとする。

（８） 災害対応執務室の設置

（略）

① 設置場所 ２階３号会議室

（ただし、災害の状況等から判断し他の場所に設置することもある）

（略）

３ 警戒本部の設置基準

（略）

室蘭市警戒本部設置基準

４ 非常配備体制
災害が発生し、又は発生するおそれがあり、次の基準の一に該当する場合、市本部の設置の有

無にかかわらず、関係各班は非常配備体制をとる。

室蘭市非常配備体制基準

（７） 市本部の廃止

市本部長は、災害の発生するおそれがなくなったとき、若しくは災害応急対策がおおむね完

了したときは、市本部を廃止する。なお、廃止の周知は、設置の場合に準じて行うものとする。

（８） 災害対応執務室の設置

（略）

① 設置場所 ２階３号会議室

（ただし、災害の状況等から判断し、他の場所に設置することができる）

（略）

３ 警戒本部の設置基準

（略）

室蘭市警戒本部設置基準

４ 非常配備体制
災害時、次の基準の一に該当する場合、市本部の設置の有無にかかわらず、関係各班は非常配

備体制をとる。

室蘭市非常配備体制基準

北海道地域防災計画との整合

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

表現の修正

災害種別 警戒本部設置基準

風水害

① 大型の台風の接近等で被害の発生が予想されるとき

② 住家の床上浸水や全半壊等の被害、人的被害が発生し、さらに

被害の拡大が予想されるとき

③ 避難勧告等の応急対策が必要なとき

④ （略）

⑤ 交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し応急対策が必要なとき

地震・津波 （略）

大事故災害

（大規模火災、

海上、道路災害

等）

（略）

災害種別 非常配備体制基準

風水害
① 防災気象情報が発表され、住家や人的被害等の災害が発生又

は発生のおそれがあるとき

地震・津波 （略）

大事故災害
（大規模火災、海上、

道路災害等）

（略）

災害種別 警戒本部設置基準

風水害

① 大型台風の接近等で被害の発生が予想されるとき

② 住家の床上浸水や全半壊等の被害、人的被害が発生し、又は発

生するおそれがあり、被害の拡大が予想されるとき

③ 避難指示等の応急対策が必要なとき

④ （略）

⑤ 交通機関の障害又は生活基盤の被害が発生し応急対策が必要なと

き

地震・津波 （略）

大規模な事故

災害（大規模火
災、海上、道路災

害等）

（略）

災害種別 非常配備体制基準

風水害
① 防災気象情報が発表され、住家又は人的被害等の災害が発生

し、又は発生のおそれがあるとき

地震・津波 （略）

大規模な事故災害

（大規模火災、海上、

道路災害等）

（略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．１９
機構改革による変更
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．２０

Ｐ．２１

別表２ 市本部業務分担表

※ 各班は、災害規模・対応過程において必要に応じ部内各班及び各部の応援を行う。

総務部

企画財政部

（略）

別表２ 市本部業務分担表

※ 各班は、災害規模・対応過程において必要に応じ部内各班及び各部の応援を行う。

総務部

企画財政部

（略）

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

機構改革による変更

体裁の修正

班 名 業 務 分 担

事務局・総括班

（防災対策課）

（総務課）

1～7 （略）

8 避難のための勧告又は指示の統制に関すること

9～18 （略）
秘書班

（秘書課）
（略）

広報班

（広報課）
（略）

職員班

（職員課）
（略）

物資調達班

（総務課）
（略）

班 名 業 務 分 担

渉外班

（企画課）

（東京事務所）

（略）

システム管理班

（ＩＣＴ推進課）
（略）

ＧＩＳ班

（ＩＣＴ推進課）
（略）

財政班

（財政課）
（略）

管財班

（管財課）
（略）

第１調査班

（市税課）
（略）

第２調査班

（市税課）

物資運搬班

（市税課）
（略）

会計班（会計課） （略）

班 名 業 務 分 担

事務局・総括班

（防災対策課）

（総務課）

1～7 （略）

8 避難指示の統制に関すること

9～18 （略）
秘書班

（秘書課）
（略）

広報班

（広報課）
（略）

職員班

（職員課）
（略）

物資調達班

（総務課）
（略）

班 名 業 務 分 担

渉外班

（企画課）

（削除）

（略）

システム管理班

（ＩＣＴ推進課）
（略）

ＧＩＳ班

（ＩＣＴ推進課）
（略）

財政班

（財政課）
（略）

管財班

（管財課）
（略）

第１調査班

（市税課）
（略）

第２調査班

（市税課）

物資運搬班

（市税課）
（略）

会計班

（会計課）
（略）
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Ｐ．２４

Ｐ．２５

Ｐ．２８

都市建設部

港湾部

（略）

市立室蘭総合病院

（略）

都市建設部

港湾部

（略）

市立室蘭総合病院

（略）

定義付けによる修正

機構改革による変更

機構改革による変更

班 名 業 務 分 担

土木班

（土木課）
（略）

建築班

（建築管理課）

1～3 （略）

4 災害救助法に基づく被災住宅の応急修理に関すること

市営住宅班

（市営住宅課）
（略）

指導班

（建築指導課） （略）

復旧計画班

（都市政策推進課）
（略）

班 名 業 務 分 担

庶務班

（総務課）
（略）

施設班

（総務課）
（略）

復旧計画班

（港湾政策課）
（略）

班 名 業 務 分 担

庶務班

（総務課）

（医事課）

（経営企画室）

（略）

医療班

（医局）

（看護局）

（薬局）

（略）

班 名 業 務 分 担

土木班

（土木課）
（略）

建築班

（建築管理課）

1～3 （略）

4 救助法に基づく被災住宅の応急修理に関すること

市営住宅班

（市営住宅課）
（略）

指導班

（建築指導課） （略）

復旧計画班

（都市政策推進課）
（略）

班 名 業 務 分 担

庶務班

（港湾管理課）
（略）

施設班

（港湾管理課）
（略）

復旧計画班

（港湾政策課）
（略）

班 名 業 務 分 担

庶務班

（総務課）

（医事課）

（経営管理課）

（略）

医療班

（医局）

（看護局）

（薬局）

（略）
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Ｐ．３０
機構改革による変更
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ３６

第２編 風水害防災計画
第１章 風水害の想定

第２節 計画で想定する風水害
１ 気象警報の種類別件数及び発表率

胆振地方における１９４７年（昭和２２年）から２０１９年（令和元年）までの７２年間に

おける、気象警報総数４１０回の種類別発表率は次のとおりである。

（１） 気象警報発表件数 （２） 発表率

※大雨、暴風が全体の約７１％を占める。

２ 風水害の想定
過去の観測値

室蘭地方気象台における、室蘭市の降水量及び風速の観測値の極値・順位は次のとおりである。

降水量及び風速の観測値の極値・順位

（注）風速の、１９５４年（昭和２９年）９月２６日の記録は、台風第１５号（洞爺丸台風）で観

測している

第２編 風水害防災計画
第１章 風水害の想定

第２節 計画で想定する風水害
１ 気象警報の発表割合

胆振地方における１９４７年（昭和２２年）以降の気象警報の発表割合としては、大雨、暴

風が全体の約７割を占め、内訳はそれぞれ５割程度となっている。

（削除）

２ 風水害の想定
過去の観測値

室蘭地方気象台における、室蘭市の降水量及び風速の観測値の極値・順位は次のとおりである。

降水量及び風速の観測値の極値・順位

（注）風速の、１９５４年（昭和２９年）９月２６日の記録は、台風第１５号（洞爺丸台風）で観

測している

表現の変更

室蘭地方気象台による意見の反

映

災害種類 発表件数

大 雨 １５４

暴 風 １３６

大 雪 １６

波 浪 ５１

高 潮 ２

洪 水 ５１

計 ４１０

要素名 第１位 第２位 第３位 統計期間

日最大

1時間降水量
51.3㎜

1949.9.23
50.0㎜

1961.9.4
49.0㎜

1943.7.30
1940/1
～2020/4

日降水量
170.0㎜

1975.11.7
141.0㎜

1998.8.16
140.5㎜

1981.8.23
1923/1
～2020/4

月最大

24時間降水量
182.5㎜

2010.8.12
178.5㎜

1975.11.7
169.0㎜

1981.8.23
1963/1
～2020/4

日最大風速
南 37.2m/s
1954.9.26

西南西 30.0m/s
1958.1.2

西 29.9m/s
2012.11.27

1923/1
～2020/4

日最大瞬間風速
南 55.0m/s
1954.9.26

南南西 45.7m/s
2004.9.8

西 39.7m/s
2012.11.27

1952/1
～2020/4

要素名 第１位 第２位 第３位 統計期間

日最大

1時間降水量
51.3㎜

1949.9.23
50.0㎜

1961.9.4
49.0㎜

1943.7.30
1940/1
～2023/10

日降水量
170.0㎜

1975.11.7
141.5㎜

2021.8.10
141.0㎜

1998.8.16
1923/1
～2023/10

月最大

24時間降水量
182.5㎜

2010.8.12
178.5㎜

1975.11.7
170.0㎜

2021.8.10
1963/1
～2023/10

日最大風速
南 37.2m/s
1954.9.26

西南西 30.0m/s
1958.1.2

西 29.9m/s
2012.11.27

1923/1
～2023/10

日最大瞬間風速
南 55.0m/s
1954.9.26

南南西 45.7m/s
2004.9.8

西 39.7m/s
2012.11.27

1952/1
～2023/10

大雨
38%

暴風
33%

大雪
4%

波浪
12%

高潮
1%

洪水
12%
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ３７

Ｐ３８

Ｐ３９

Ｐ４０

第２章 災害通信計画
第１節 気象業務に関する計画
１ 気象等の予報区と担当官署

（略）

（１） 予報区

予報及び注意報・警報・特別警報の対象となる区域は、全国予報区、地方予報区及び府県予

報区があり、全国予報区は気象庁本庁が担当する。北海道においては、北海道地方予報区とし

て札幌管区気象台が担当する。北海道地方予報区は７つの府県予報区に分かれており、室蘭市

は胆振・日高地方府県予報区に属し、室蘭地方気象台が担当する。府県予報区は、気象特性及

び地理的特性により一次細分区域に分割され、それをさらに細分した市町村等をまとめた地域

と二次細分区域（市町村等）がある。

（略）

２） 地方・府県予報区担当官署の予報等の発表回数及び時刻

気象官署別の予報（注意報を含む）、特別警報、警報並びに気象情報（潮位情報や天候情

報を含む）等の種類と発表回数及び時刻は次のとおりである。

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達方法

気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに火災気象通報の発表、伝達等は、気象業務法（昭

和２７年法律第１６５号）、水防法（昭和２４年法律第１９３号）及び消防法（昭和２３年法律

第１８６号）の規定に基づき行うもので、特別警報・警報・注意報の種類、発表基準、発表方法

及び伝達方法等は次のとおりである。

（１） 気象等に関する特別警報・警報・注意報

① 特別警報・警報・注意報の種類及び発表基準

室蘭地方気象台が発表する室蘭市に関係する基準は次のとおりである。（基準値はいずれも

予想値）

ア 特別警報（令和２年８月６日現在）

警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著

しく大きい場合、その旨を警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される。

第２章 災害通信計画
第１節 気象業務に関する計画
１ 気象等の予報区と担当官署

（略）

（１） 予報区

予報区は、予報及び警報・注意報の対象とする区であり、我が国全域を対象とする全国予報

区（気象庁本庁担当）と全国予報区を１１に分割した地方予報区、地方予報区を更に５６に分

割した府県予報区からなっている。北海道においては全域を対象とする北海道地方予報区（札

幌管区気象台担当）と７つの府県予報区に分かれている。室蘭市は胆振・日高地方府県予報区

に属し、室蘭地方気象台が担当する。府県予報区は、気象特性及び地理的特性により一次細分

区域に分割され、それをさらに細分した市町村等をまとめた地域と二次細分区域（市町村等）

がある。

（略）

（２） 地方・府県予報区担当官署の予報等の発表回数及び時刻

気象官署別の予報（注意報を含む）、特別警報、警報並びに気象情報（潮位情報や天候情

報を含む）等の種類と発表回数及び時刻は次のとおりである。

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報

及び火災気象通報

気象等に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報並びに火災気

象通報の発表、伝達等は、気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）、水防法（昭和２４年法律

第１９３号）、消防法（昭和２３年日法律第１８６号）及び土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策に関する法律（平成１２年法律第５７号）の規定に基づき行うもので、特別警報・警

報・注意報等の種類、発表基準、発表方法及び伝達方法等は次のとおりである。

（１） 気象等に関する特別警報・警報・注意報

① 特別警報・警報・注意報の種類及び発表基準

室蘭地方気象台が発表する室蘭市に関係する基準は次のとおりである。（基準値はいずれも

予想値）

ア 気象等に関する特別警報

予想される現象が特に異常であるため重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、そ

の旨を警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される。

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

室蘭地方気象台による意見の

反映

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

時点の削除

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

担 当 官 署 予報・警報等の種類 回 数

札幌管区気象台

（地方予報区担当官署）

地方天気予報

（地方天気分布予報）

地方週間天気予報

地方季節予報

異常天候早期警戒情報

１か月予報

３か月予報

暖候期予報

寒候期予報

地方気象情報

毎日３回（０５．１１．１７時）

毎日２回（１１．１７時）

原則毎週２回（月・木）

毎週１回（木）

毎月１回

毎年１回（２月）

毎年１回（９月）

随時

室蘭地方気象台

他６官署

（府県予報区担当官署）

（略） （略）

担 当 官 署 予報・警報等の種類 回 数

札幌管区気象台

（地方予報区担当官署）

地方天気予報

（地方天気分布予報）

地方週間天気予報

地方季節予報

２週間気温予報

異常天候早期警戒情報

１か月予報

３か月予報

暖候期予報

寒候期予報

地方気象情報

毎日３回（０５．１１．１７時）

毎日２回（１１．１７時）

毎日１回（１４時３０分）

原則毎週２回（月・木）

毎週１回（木）

毎月１回

毎年１回（２月）

毎年１回（９月）

随時

室蘭地方気象台

他６官署

（府県予報区担当官署）

（略） （略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．４０

Ｐ．４１

警 報（令和２年８月６日現在）

（略）

イ 気象等に関する警報・注意報

（ア） 気象警報

警 報

（略）

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

時点の削除

表現の修正

室蘭地方気象台による意見の反

映

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

室蘭地方気象台による意見の反

映

現象の種類 発 表 想 定

大 雨

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合

洪 水

（流域雨量指

数）

洪水によって重大な災害が起るおそれがあると予想される場合

（流域雨量指数） 鷲別川流域１２．１以上、知利別川流域９．７以上、

本輪西川流域９．５以上、ポロペケレオタ川流域７以上

チマイベツ川流域１２以上、ペトトル川流域７．８以上

コイカクシ川流域６．４以上

暴 風

数十年に一度の強度の台風や同

程度の温帯低気圧により

暴風が吹くと予想される場合

高 潮

高潮になると予想される場合

波 浪
高波になると予想される場合

大 雪
数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

暴 風 雪

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により、雪を伴う暴風が吹

くと予想される場合

種 類 発 表 基 準

暴 風

（平均風速）
（略）

暴 風 雪

（平均風速）
（略）

波 浪

（有義波高）
（略）

高 潮

（潮位Ｔ・Ｐ上）

台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起るおそれが

あると予想される場合。 １.３m以上

大 雨

大雨によって重大な災害が起るおそれがあると予想される場合

（浸 水 害）表面雨量指数基準１５以上

（土砂災害）土壌雨量指数基準１３７以上

洪 水

（流域雨量

指数）

洪水によって重大な災害が起るおそれがあると予想される場合

（流域雨量指数） 鷲別川流域８．９以上、知利別川流域８．１以上、

本輪西川流域７.９以上、ポロペケレオタ川流域５．８以上
チマイベツ川流域１０以上、ペトトル川流域６.５以上
コイカクシ川流域５.３以上

大 雪 （略）

種類 発 表 想 定

大 雨

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大

雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特

に注意すべき事項が記載される。災害が発生又は切迫している状況であ

り、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があること

を示す警戒レベル５に相当。

（削除）

（削除）

暴 風
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。

高 潮

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいときに発表される。危険な場所からの避難

が必要とされる警戒レベル４に相当。

波 浪
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいときに発表される。

大 雪
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。

暴 風 雪

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」」に加えて「雪を

伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を

呼びかけられる。

種 類 発 表 基 準

暴 風

（平均風速）
（略）

暴 風 雪

（平均風速）
（略）

波 浪

（有義波高）
（略）

高 潮

（潮位Ｔ・Ｐ上）

台風等による海面の異常な上昇によって重大な災害が起るおそれが

あると予想される場合。 １.３m以上

大 雨

大雨によって重大な災害が起るおそれがあると予想される場合

（浸 水 害）表面雨量指数基準１５以上

（土砂災害）土壌雨量指数基準１４７以上

（土砂災害、浸水害） 両基準に到達すると予想される場合

洪 水

（流域雨量

指数）

洪水により重大な災害が起るおそれがあると予想される場合

（流域雨量指数） 鷲別川流域９．９以上、知利別川流域７．９以上、

本輪西川流域７.７以上、ポロペケレオタ川流域５．８以上
チマイベツ川流域１０以上、ペトトル川流域６.５以上
コイカクシ川流域５以上

大 雪 （略）
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Ｐ．４１

Ｐ．４２

注意報（令和２年８月６日現在）

注意報（令和２年４月１日現在）

（略）

＊３ （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。

（イ） 気象注意報

注意報

注意報

（略）

＊３ （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

時点の削除

時点の削除

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

室蘭地方気象台による意見の反

映

種 類 発 表 基 準

強 風

（平均風速）
（略）

風 雪

（平均風速）
（略）

波 浪

（有義波高）
（略）

種 類 発 表 基 準

高 潮
(潮位Ｔ・Ｐ上)

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生する

おそれがあると予想される場合 １．０ｍ以上

大 雨
大雨による災害が発生するおそれがあると予想される場合。

表面雨量指数基準１０以上 土壌雨量指数基準６９以上

洪 水

（流域雨量

指数、複合基

準）

水によって災害が発生するおそれがあると予想される場合

流域雨量指数基準 鷲別川流域７.１以上、知利別川流域６.４以上
本輪西川流域６.３以上、ポロペケレオタ川流域４.６以上
チマイベツ川流域８以上、ペトトル川流域５.２以上
コイカクシ川流域４.２以上

複 合 基 準 コイカクシ川流域（８，３.４）＊

大 雪 （略）

雷 （略）

乾 燥 （略）

濃 霧

（視 程）
（略）

霜

（最低気温）
（略）

な だ れ （略）

低 温

（通 年）
（略）

着 雪 （略）

着 氷

（船 体）
（略）

融 雪
(融雪量・雨量) （略）

種 類 発 表 基 準

強 風

（平均風速）
（略）

風 雪

（平均風速）
（略）

波 浪

（有義波高）
（略）

種 類 発 表 基 準

高 潮
(潮位Ｔ・Ｐ上)

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生する

おそれがあると予想される場合 １．０ｍ以上

大 雨
大雨により災害が発生するおそれがあると予想される場合。

表面雨量指数基準１０以上 土壌雨量指数基準７９以上

洪 水

（流域雨量

指数、複合基

準）

水によって災害が発生するおそれがあると予想される場合

流域雨量指数基準 鷲別川流域７.９以上、知利別川流域６.３以上
本輪西川流域６.１以上、ポロペケレオタ川流域４.６以上
チマイベツ川流域８以上、ペトトル川流域５.２以上
コイカクシ川流域４以上

複 合 基 準 コイカクシ川流域（８，３.２）＊３

大 雪 （略）

雷 （略）

乾 燥 （略）

濃 霧

（視 程）
（略）

霜

（最低気温）
（略）

な だ れ （略）

低 温

（通 年）
（略）

着 雪 （略）

着 氷

（船 体）
（略）

融 雪
(融雪量・雨量) （略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．４３

Ｐ．４４

（新設） （ウ） キキクル（大雨警報・洪水警報）の危険度分布等 北海道地域防災計画の改定に基

づく変更

種類 概要

土砂キキクル

（大雨警報（土砂

災害）の危険度分

布）※

大雨による土砂災害の危険度の高まりの予測を、地図上で１ｋｍ四方の

領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先まで雨量分布及び土壌

雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新しており、大雨警報（土砂

災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高まっている

場所を面的に確認することができる。

・ 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警

戒レベル５に相当。

・ 「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に

相当

・ 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒

レベル３に相当

・ 「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に

備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当

浸水キキクル

（大雨警報（浸水

害）の危険度分布）

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１ｋ

ｍ四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨

量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）

等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認すること

ができる。

・ 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警

戒レベル５に相当。

洪水キキクル

（洪水警報の危険

度分布）

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその

他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川経路を概

ね１ｋｍごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指

数の予測を用いて常時１０分ごとに更新しており、洪水警報等が発表され

たときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。

・ 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警

戒レベル５に相当。

・ 「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に

相当

・ 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒

レベル３に相当

・ 「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に

備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当

流域雨量指数の

予測値

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその

他河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高ま

りの予測を、洪水警報等の基準へ到達状況に応じて危険度を色分けした時

系列で示す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を

用いて常時１０分ごとに更新している。
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．４４

Ｐ．４５

（新設）

○ 土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害が発生する危険性が高まった時に、市長

が防災活動・避難勧告等の判断や住民の自主避難の判断の参考となるよう、胆振総合振興局と室

蘭地方気象台が共同で作成し発表する。

なお、これを補足する情報である気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ情報

(https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/)で実際に危険度が高まっている場所を確認することが
できる。

○ 記録的短時間大雨情報

数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)
又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、胆振・日高地方気象情
報の一種として発表する。室蘭市を含む胆振地方の基準は、１時間雨量１００ｍｍ以上である。

この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害

発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に再発生の危険度が高まってい

る場所については、警報の「危険度分布」で確認することができる。

※大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）：

https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/index.html
※大雨警報（浸水害）の危険度分布：

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html
※洪水警報の危険度分布：

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html

○ 竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び掛ける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まっ

た時に発表する情報。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャ

ストで確認することができる。情報の有効時間は、発表から約１時間である。

※高解像度降水ナウキャスト（竜巻発生確度ナウキャスト）：

https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

○ 顕著な大雨に関する気象情報

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨

が同じ場所で実際に降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情

報である。

この情報は警戒レベル相当情報を補足する情報であり、警戒レベル４相当以上の状況で発表さ

れる。

なお、これを補足する情報として、気象庁の「雨雲の動き」、「今後の雨」（1時間雨量又は 3
時間雨量）において、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている線状降水帯の雨域を確

認することができる。

※ 雨雲の動き（降水・雷・竜巻ナウキャスト）：https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/
※ 今後の雨：https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/

○ 土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況

となったときに、市長の避難情報の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象を特

定して警戒を呼びかける情報で、胆振総合振興局と室蘭地方気象台から共同で発表される。

市内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分

布）で確認することができる。(https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#ements:land/)
危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

○ 記録的短時間大雨情報

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地

上の雨量計による観測）叉は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）され、か

つ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、胆振・日高地方気象情報

の一種として発表する。室蘭市を含む胆振地方の基準は、１時間雨量１００ｍｍ以上である。

この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水、中小河川の増水・氾濫による災害

発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まって

いる場所については、キキクル「危険度分布」で確認する必要がある。

土砂キキクル（危険度分布） https:///www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land
浸水キキクル（危険度分布） https:///www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land
洪水キキクル（危険度分布） https:///www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land

○ 竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び掛ける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に

なっている時に発表する情報。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度

ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報が

あった場所を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まってい

る旨を発表する。この情報の有効時間は、発表から概ね１時間である。

※ 雨雲の動き（降水・雷・竜巻ナウキャスト）：https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/

室蘭地方気象台による意見の

反映

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画との整合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．４６ ② 防災気象情報と警戒レベル ② 防災気象情報と警戒レベル

室蘭地方気象台による意見の

反映

区分の見直しによる変更

体裁の修正

警戒

レベル

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

洪水に関する情報 土砂災害に関する情報

水位情報

がある場合
水位情報がない場合

警戒

レベル５

氾濫

発生情報
（大雨特別警報（浸水害）） （大雨特別警報（土砂災害））

警戒

レベル４

氾濫

危険情報

・ 洪水警報の危険度分布

（非常に危険）

・ 土砂災害警戒情報

・ 土砂災害に関するメッシュ情

報（非常に危険）

・ 土砂災害に関するメッシュ情

報（極めて危険）

警戒

レベル３

氾濫

警戒情報

・ 洪水警報

・ 洪水警報の危険度分布

（警戒）

・ 大雨警報（土砂災害）

・ 土砂災害に関するメッシュ情

報（警報）

警戒

レベル２

氾濫

注意情報

・ 洪水警報の危険度分布

（注意）

・ 土砂災害に関するメッシュ情

報（注意）

警戒

レベル１
（略）

警戒

レベル

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

洪水に関する情報 土砂災害に関する情報

水位情報

がある場合
水位情報がない場合

警戒

レベル５

氾濫

発生情報

大雨特別警報（浸水害）

（災害切迫）

大雨特別警報（土砂災害）

（災害切迫）

警戒

レベル４

氾濫

危険情報

洪水キキクル（危険度分

布（危険））

・ 土砂災害警戒情報

・ 土砂キキクル（危険度分布（危

険））

（削除）

警戒

レベル３

氾濫

警戒情報

・ 洪水警報

・ 洪水キキクル（危険度

分布（警戒））

・ 大雨警報（土砂災害）

・ 土砂キキクル（危険度分布（警

戒）

警戒

レベル２

氾濫

注意情報

洪水キキクル（危険度分

布（注意））

土砂キキクル（危険度分布（注

意））

警戒

レベル１
（略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．４７ ③ 気象警報等は、次の系統図により伝達する

気象警報等伝達系統図

③ 気象警報等は、次の系統図により伝達する

気象警報等伝達系統図

機構改革による組織名変更等

伝達系統の変更胆
振
総
合
振
興
局
地
域
政
策
課

２
４
‐
９
５
７
０

東
日
本
電
信
電
話
㈱(

五
反
田
セ
ン
タ)

消防本部

室蘭地方気象台

室蘭市防災対策課

25-2244
夜間・休日 当直室

22-1111

（対策通報） （警報表題のみ）

市 長

副市長

消
防
団
本
部

市の非常配備体制

住 民

室蘭警察署

46-0110

交番

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

（要請）

消
防
署
通
信
指
令
室

４
３
‐
０
１
１
９

財団法人

気象業務支援センター

Ｎ
Ｈ
Ｋ
室
蘭
放
送
局

２
４
‐
３
１
０
８

北
海
道
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課

０
１
１
‐
２
５
１
‐
０
１
１
０

室
蘭
海
上
保
安
部
警
備
救
難
課

２
３
‐
３
１
３
２

室
蘭
開
発
建
設
部
防
災
対
策
官

２
５
‐
７
０
５
２

（要請）

札
幌
管
区
気
象
台

北
海
道

札
幌
管
区

気
象
台

北
海
道

開
発
局

（
一
社
）
日
本
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
協
会

消
防
署

支
署
・
出
張
所

各
分
団

Ｎ
Ｈ
Ｋ
室
蘭
放
送
局

２
４
‐
３
１
０
８

（警報表題のみ）（対策通信）

（要請）

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

消
防
庁

警
察
庁

気象庁

東
日
本
電
信
電
話
㈱

北
海
道(

危
機
対
策
課)

胆
振
総
合
振
興
局
危
機
対
策
室

２
４
・
９
５
７
０

室
蘭
市
消
防
署
通
信
指
令
室

４
３
‐
０
１
１
９

北
海
道
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課

０
１
１
‐
２
５
１
‐
０
１
１
０

防
災
関
係
機
関

第
一
管
区
海
上
保
安
本
部

北
海
道
開
発
局

室
蘭
開
発
建
設
部
防
災
課

２
５
‐
７
０
５
２

室
蘭
海
上
保
安
部
警
備
救
難
課

２
３
‐
３
１
３
２

室蘭地方気象台

札幌管区気象台

消
防
団
本
部

各
分
団

消
防
署

支
署
・
出
張
所

室
蘭
警
察
署

４
６
・
０
１
１
０

交
番

(

一
社
）
日
本
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
協

会

市 長

副市長

室蘭市防災対策課

25-2244

夜間・休日 当直室

22-1111

市の非常配備体制

住 民
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．４８
（２） 船舶向けの警報

① 警報の種類及び発表基準

（略）

海上警報種別

（注意）この表に掲げるもののほか、風及び霧以外の現象について警告を発する必要がある場合は、

一般警報として現象名に「海上」を附した警報を行うことがある。

② 海上警報は、次の系統図により伝達する

（２） 船舶向けの警報

① 警報の種類及び発表基準

（略）

海上警報種別

（注意）この表に掲げるもののほか、風及び霧以外の現象について警告を発する必要がある場合は、

一般警報として現象名に「海上」を附した警報を行うことがある。

② 海上警報は、次の系統図により伝達する

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画との整合

室蘭地方気象台による意見の反

映

種別
呼 称

英文 和文 説 明

一般警報 WARNING
海上風警報 （略）

海上濃霧警報 （略）

強風警報
GALE
WARNING

海上強風警報 （略）

暴風警報
STORM
WARNING

海上暴風警報

台風の場合は、海上で最大風速が４８ｋｔ

以上６４ｋｔ未満(２４．５㎧以上３２．７
㎧未満。風力階級は１０～１１）の状態に

既になっているか、または２４時間以内に

その状態になると予想される場合

温帯低気圧の場合は、最大風速が４８ｋｔ

以上（２４．５㎧以上。風力階級は１０以

上）の状態に既になっているか、または２

４時間以内にその状態になると予想される

場合

台風警報
TYPHOON
WARNING

海上台風警報

台風により、海上で最大風速が６４ｋｔ以

上（３２．７㎧以上。風力階級は１２）の

状態に既になっているか、または２４時間

以内にその状態になると予想される場合

警報なし
NO
WARNING

海上警報なし

海上警報解除
（略）

種別
呼 称

英文 和文 説 明

一般警報 WARNING
海上風警報 （略）

海上濃霧警報 （略）

強風警報
GALE
WARNING

海上強風警報 （略）

暴風警報
STORM
WARNING

海上暴風警報

気象庁風力階級表の風力階級１０以上４８

ｋｔ～）の場合（台風により風力階級１２

以上（６４ｋｔ～）の場合を除く。）

台風警報
TYPHOON
WARNING

海上台風警報

台風により、海上で最大風速が６４ｋｔ以

上（３２．７㎧以上。風力階級は１２）の

場合

警報なし
NO
WARNING

海上警報なし

海上警報解除
（略）

札幌管区気象台

第一管区海上保安本部警備救難部救難課

運用司令センター

室蘭地方気象台 室蘭・余市郡漁業協同組合

船
舶

札幌管区気象台

第一管区海上保安本部警備救難部救難課

運用司令センター

室蘭地方気象台 室蘭・釧路市漁業協同組合

船
舶
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．５０

Ｐ．５１

（３） 水防警報

（略）

③ 水防警報の伝達

（略）

（４） 火災気象通報

室蘭地方気象台は、消防法第２２条の規定に基づき、気象の状況が火災の予防上危険と認め

られるときに北海道知事に対して通報し、北海道庁から室蘭市に伝達される。

市長は、この通報を受けたとき、又は気象の状況から火災の予防上危険であると認めたと

きは、火災警報を発令することができる。

（新設)

① 室蘭地方気象台の発表基準

実効湿度が６５％以下で最小湿度が３５％以下、若しくは、平均風速が陸上で１４ｍ/ ｓ以
上と予想される場合。

なお、平均風速が基準以上の予測であっても、降雨及び降雪の状況によっては火災気象通

報を行わない場合がある。

② 伝達方法

（３） 水防警報

（略）

③ 水防警報の伝達

（略）

（４） 火災気象通報

室蘭地方気象台が行う火災気象通報の発表又は終了の通報は、消防法第２２条の規定に基づ

き、札幌管区気象台が北海道知事に対して通報し、北海道庁は室蘭市に通報する。

市長は、この通報を受けたとき、又は気象の状況から火災の予防上危険であると認めたとき

は、火災に関する警報を発令することができる。

なお、火災気象通報は林野火災気象通報を兼ねるものとする。

① 定時に行う通報

札幌管区気象台では、朝５時に発表する天気予報に基づき、向こう 24 時間先までの気象概況
を毎朝５時に北海道に通報する。

② 通報基準

北海道知事と札幌管区気象台長が取り交わしている「火災期初通報に関する申し合わせ（令和

元年１０月２４日最終改正）」のとおりとする。

③ 伝達方法

機構改革による組織名変更

北海道地域防災計画との整合

室蘭地方気象台による意見の反

映

北海道地域防災計画との整合

番号の繰り下げ

機構改革による組織名変更

市の非常配備体制

室蘭市防災対策課

25-2244
夜間・休日 当直室

22-1111

電話・FAX ・広報車

住民・避難行動要支援者関連施設

室蘭警察署

自衛隊

第７師団司令部

水防上の関係機関

胆振総合振興局

地域創生部地域政策課

24-9570

室蘭開発建設部

防災対策官

25-7052

室蘭地方気象台

22-4249

北海道

総務部危機対策課

北海道

建設部河川課

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

治水課

24-9544

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

登別出張所

85-2311

消防署通信指令室

43-0119
室蘭地方気象台

22-3227 胆振総合振興局

地域創生部地域政策課

24-9570
消防団本部

消防署・支署・出張所

室蘭市防災対策課

25-2244 各分団

住 民

札幌管区気象台

北海道

市の非常配備体制

室蘭市防災対策課

25-2244
夜間・休日 当直室

22-1111

電話・FAX ・広報車

住民・避難行動要支援者関連施設

室蘭警察署

自衛隊

第７師団司令部

水防上の関係機関

胆振総合振興局

地域創生部危機対策室

24-9570

室蘭開発建設部

防災対策官

25-7052

室蘭地方気象台

22-4249

北海道

総務部危機対策課

北海道

建設部河川課

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

治水課

24-9544

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

登別出張所

85-2311

消防署通信指令室

43-0119
室蘭地方気象台

22-3227 胆振総合振興局

地域創生部危機対策室

24-9570
消防団本部

消防署・支署・出張所

室蘭市防災対策課

25-2244 各分団

住 民

札幌管区気象台

北海道



第 2編 P. 11

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．５１ ３ 異常現象を発見した者の措置等
（１） 通報義務者及び通報先

（略）

④ 室蘭市役所防災対策課（電話２５－２２４４、夜間・休日（当直室２２－１１１１）又は

最寄りの市の施設

（略）

（３） 市長の措置

（略）

② 胆振総合振興局（地域創生部地域政策課）へ報告すること。

（略）

３ 異常現象を発見した者の措置等
（１） 通報義務者及び通報先

（略）

④ 室蘭市総務部防災対策課（電話２５－２２４４、夜間・休日（当直室２２－１１１１）又

は最寄りの市の施設

（略）

（３） 市長の措置

（略）

② 胆振総合振興局（地域創生部危機対策室）へ報告すること。

（略）

名称の修正

機構改革による組織名変更
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．５４

Ｐ．５６

第２節 災害通信計画

（略）

２ 災害時通信確保

（略）

第３節 災害情報等の収集・伝達計画

（略）

２ 災害情報及び被害状況の報告

（略）

（１） 報告先

（２） 胆振総合振興局、北海道、国への連絡先及び通信手段

① 胆振総合振興局（地域創生部地域政策課）

第２節 災害通信計画

（略）

２ 災害時の通信確保

（略）

第３節 災害情報等の収集・伝達計画

（略）

２ 災害情報及び被害状況の報告

（略）

（１） 報告先

（２） 胆振総合振興局、北海道、国への連絡先及び通信手段

① 胆振総合振興局（地域創生部危機対策室）

表現の修正

機構改革による組織名変更

報告先 報告基準

① 胆振総合振興局

（地域創生部地域政策課）
（略）

② 北海道

（危機対策局危機対策課）
（略）

③ 国

（総務省消防庁）
（略）

平日 休日・夜間

ＮＴＴ回線 （略） （略）

道総合行政情報

ネットワーク
（略）

報告先 報告基準

④ 胆振総合振興局

（地域創生部危機対策室）
（略）

⑤ 北海道

（危機対策局危機対策課）
（略）

⑥ 国

（総務省消防庁）
（略）

平日 休日・夜間

ＮＴＴ回線 （略） （略）

道総合行政情報

ネットワーク
（略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．５７

Ｐ．５８

Ｐ．５９

第３章 災害予防計画

（略）

第２節 水防計画

１ 総則
（略）

（２） 市の現況

本市の沿岸は、日の出町から絵鞆町にかけて太平洋に面した海岸と室蘭港からなり津波、高

潮の危険性が想定されている。また、鷲別川、知利別川、チマイベツ川の２級河川をはじめ、

準用河川、普通河川の計３６河川を有し、水防法第１４条により知利別川が浸水想定区域に指

定されている。

２ 水防組織
（１） 市の水防組織

水防に関係のある警報・注意報等の発表又は地震等の発生等により、洪水、津波又は高潮のお

それがあると認められるときから洪水等のおそれがなくなったと認められるときまで、市は災害

対策本部または警戒本部を設置する。設置の基準等については、第１編総則・防災組織 第３章

防災組織 第２節災害対策本部（P14）による。

３ 重要水防箇所
重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予測される箇所であり、洪水

等に際して水防上特に注意を要する箇所である。市内においては、２級河川の知利別川と準用河川

の本輪西川及び準用河川のコイカクシ川で洪水による浸水が想定されている。

浸水想定区域（水防法第１４条指定）

（略）

４ 予報及び警報
水防に関する警報や、伝達方法については、第２編風水害防災計画 第２章災害通信計画 第１

節気象業務に関する計画（P36）によるものとする。

５ 水位等の観測、通報及び公表
（略）

（４） 水位等の通報

知利別川（水位情報周知河川）の警報等の基準については、第２編風水害防災計画 第２章

災害通信計画 第１節気象業務に関する計画 ２気象等に関する特別警報・警報・注意報の種

類発表基準及び伝達方法（３）水防警報（P45）によるものとする。

第３章 災害予防計画

（略）

第２節 水防計画

１ 総則
（略）

（２） 市の現況

本市の沿岸は、日の出町から絵鞆町にかけて太平洋に面した海岸と室蘭港からなり津波、高

潮の危険性が想定されている。また、河川では、水防法第１４条により浸水想定区域が指定さ

れている知利別川、鷲別川、チマイベツ川・ペトトル川の２級河川をはじめ、準用河川、普通

河川の計３６河川を有している。

２ 水防組織
（１） 市の水防組織

水防に関係のある警報・注意報等の発表又は地震等の発生等により、洪水、津波又は高潮のお

それがあると認められるときから洪水等のおそれがなくなったと認められるときまで、市は災害

対策本部または警戒本部を設置する。設置の基準等については、第１編第３章第２節災害対策本

部（P15）による。

３ 重要水防箇所
重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予測される箇所であり、洪

水等に際して水防上特に注意を要する箇所である。市内においては、重要水防区域として、知利

別川（左岸 0.09km、右岸 0.09km）及び鷲別川（右岸 2.54km）が位置づけられている。

また、２級河川の知利別川、鷲別川、チマイベツ川・ペトトル川及び準用河川の本輪西川、コ

イカクシ川で洪水による浸水が想定されている。

浸水想定区域（水防法第１４条指定）

（略）

４ 予報及び警報
水防に関する警報や、伝達方法については、本編第２章第１節気象業務に関する計画（P37）に

よるものとする。

５ 水位等の観測、通報及び公表
（略）

（４） 水位等の通報

知利別川（水位情報周知河川）の警報等の基準については、本編第２章第１節気象業務に関

する計画 ２気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類発表基準及び伝達方法（３）水防

警報（P49）によるものとする。

新たに指定された 2水系 3河
川の追加、表現の修正

表現の修正

ページ数の修正

区域の追加

表現の修正

地区名の追加

新たに指定された 2水系 3河
川の追加

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

ページ数の修正

水系名 河川名 地区名 浸水想定区域

知利別川水系 知利別川
中島町１丁目、知利別町１～

４丁目、天神町
資料編に掲載

水系名 河川名 地区名 浸水想定区域

知利別川水系 知利別川

天神町、知利別町１～４丁目、

宮の森町４丁目、中島町１～

４丁目、中島本町１～２丁目、

東町１～２丁目、仲町

資料編に掲載

鷲別川水系 鷲別川
水元町、高砂町１丁目～５丁

目、日の出町２丁目
同上

チマイベツ川水系
チマイベツ川

ペトトル川
石川町、香川町 同上
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．５９

Ｐ．６０

Ｐ．６１

Ｐ．６２

６ 気象予報等の情報収集
気象予報等の情報収集及び伝達方法については、第２編風水害防災計画 第２章災害通信計画

第１節気象業務に関する計画 ２気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類発表基準及び伝達

方法（P38）によるものとする。

また、気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイトでパソコン

や携帯電話から確認することができる。

８ 通信連絡・啓発

（１） 通信連絡

（略）

② 知利別川（水位情報周知河川）の水防警報の種類、内容、発表基準及び水位については、

第２章災害通信計画 第１節気象業務に関する計画 ２気象等に関する特別警報・警報・注

意報の種類発表基準及び伝達方法 （３）水防警報（P45）によるものとする。

③ 災害発見者の通報義務等

河川の増水、氾濫、高潮等、異常な現象が発生しているのを発見した者は、延滞なくその状

況を通報しなければならない。

なお、通報先及び関係機関の措置については、第２編 第２章災害通信計画 第１節気象業

務に関する計画３異常現象を発見した者の措置等（P47）による。

（２） 普及・啓発

普及・啓発については、第２編 第３章災害予防計画 第１２節防災知識の普及・啓発計画

（P81）によるものとする。

（略）

９ 水防活動

（略）

（１） 水防配備

市は、水防活動の利用に適合する予報及び警報等の発表があり洪水、津波又は高潮のおそれ

があると認められるときから、その危険が解消されるまでの間は、非常配備により水防事務及

び水防活動を行うこととする。

警戒本部の設置基準については、第１編総則・防災組織 第３章防災組織 第２節災害対策

本部（P14）によるものとする。

（５） 避難対策

避難所等その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保については、本編第４章災害応急対策計

画 第４節避難対策計画（P91）によるものとする。

６ 気象予報等の情報収集
気象予報等の情報収集及び伝達方法については、本編第２章第１節２気象等に関する特別警報・

警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災気象通報（P39）によるものとする。

また、気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイトでパソコン

や携帯電話から確認することができる。

８ 通信連絡・啓発

（１） 通信連絡

（略）

② 知利別川（水位情報周知河川）の水防警報の種類、内容、発表基準及び水位については、

本編第２章第１節気象業務に関する計画２気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類発

表基準及び伝達方法 （３）水防警報（P49）によるものとする。

③ 災害発見者の通報義務等

河川の増水、氾濫、高潮等、異常な現象が発生しているのを発見した者は、延滞なくその状

況を通報しなければならない。

なお、通報先及び関係機関の措置については、本編第２章第１節気象業務に関する計画３異

常現象を発見した者の措置等（P51）による。

（２） 普及・啓発

普及・啓発については、本編第３章第１２節防災知識の普及・啓発計画（P88）によるものと

する。

（略）

９ 水防活動

（略）

（１） 水防配備

市は、水防活動の利用に適合する予報及び警報等の発表があり洪水、津波又は高潮のおそれ

があると認められるときから、その危険が解消されるまでの間は、非常配備により水防事務及

び水防活動を行うこととする。

警戒本部の設置基準については、第１編第３章第２節災害対策本部（P15）によるものとす

る。

（５） 避難対策

避難所等その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保については、本編第４章第４節避難対策

計画（P98）によるものとする。

表現の修正

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

ページ数の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．６２

Ｐ．６３

（６） 水防倉庫及び水防資機材

現在、市内の水防倉庫及び備蓄資機材は、次のとおりとなり、今後も計画的に備蓄していく

ものとする。

水防資機材保有状況

（令和２年５月１日現在）

（７） 水防配備の解除

① 水防管理団体の非常配備の解除

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、津波又は高潮

のおそれがなくなったとき、かつ水防警報が解除されたとき等、自らの区域内の水防活動の必

要がなくなったと認めたときは、水防の非常配備体制を解除し、これを一般に周知するととも

に関係機関に通知するものとする。

なお、配備を解除したときは、室蘭建設管理部を通じ水防本部に報告するものとする。警戒

本部の設置基準については、第１編総則・防災組織 第３章防災組織 第２節災害対策本部

（P14）によるものとする。

② 水防団及び消防団の非常配備の解除

水防団及び消防団の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり、水防本

部長又は水防管理者が配備解除の指令をしたときとする。それまでは、水防団員及び消防団員

は、自らの判断等により勝手に部所を離れてはならない。

解除後は、人員、資器材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。また、使用し

た資器材は、手入れして所定の位置に設備する。

（６） 水防倉庫及び水防資機材

現在、市内の水防倉庫及び備蓄資機材は、次のとおりとなり、今後も計画的に備蓄していく

ものとする。

水防資機材保有状況
（令和５年４月１日現在）

（７） 水防配備の解除

① 水防管理団体の非常配備の解除

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、津波又は高潮

のおそれがなくなったとき、かつ水防警報が解除されたとき等、自らの区域内の水防活動の必

要がなくなったと認めたときは、水防の非常配備体制を解除し、これを一般に周知するととも

に関係機関に通知するものとする。

なお、配備を解除したときは、室蘭建設管理部を通じ水防本部に報告するものとする。警戒

本部の設置基準については、第１編第３章第２節災害対策本部（P15）によるものとする。

② 水防団及び消防団の非常配備の解除

水防団及び消防団の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり、水防団

長又は水防管理者が配備解除の指令をしたときとする。それまでは、水防団員及び消防団員は、

自らの判断等により安易に部所を離れてはならない。

また、解除後は、人員、資機材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。なお、

使用した資機材は、整備して所定の位置に設備する。

時点修正、数量の変更

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

室蘭市 消防団 合計

掛矢 丁 １０ １０

のこぎり 丁

ツルハシ 丁 １１ １１ ２２

スコップ 丁 ８０ ６１ １４１

ペンチ 丁 １２ １２

鎌 丁 ３ ３

おの 丁 ５ ５

ハンマー 丁 １ １３ １４

はしご 脚 １３ １３

照明器具 台 ３１ ３１

室蘭市 消防団 合計

掛矢 丁 １０ １０

のこぎり 丁

ツルハシ 丁 １１ １１ ２２

スコップ 丁 ８０ ６１ １４１

ペンチ 丁 １２ １２

鎌 丁 ３ ３

おの 丁 ５ ５

ハンマー 丁 １ １３ １４

はしご 脚 １３ １３

照明器具 台 ３６ ３６
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．６４

Ｐ．６５

Ｐ．６６

１０ 協力及び応援

（略）

（４） 自衛隊

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるときは、

自衛隊に協力応援を求めることができる。協力応援に関する内容については、第２編風水害防

災計画 第４章災害応急対策計画 第２５節自衛隊災害派遣要請計画（P135）によるものとす

る。

１１ 水防報告
水防管理者は、水防活動が終結したときは、その状況を次に示す様式により、水防活動実施後速

やかに胆振総合振興局長に報告するものとする。

（略）

第３節 雪害・融雪災害予防計画
雪害・融雪害に対処するための予防対策及び応急対策は道計画に定める「北海道雪災害対策実施

要領」（資料編に掲載）及び｢北海道融雪災害対策実施要領」（資料編に掲載）により防災関係機関

がそれぞれ相互連携のもとに実施するものとする。

（略）

第５節 土砂災害予防計画

（略）

１ 現況
（１） 土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）（平

成１２年法律第５７号）に基づく土砂崩れ（急傾斜地崩壊）、土石流（土石流危険渓流）の

土砂災害危険箇所数は次のとおりである。

（令和３年１月３１日現在）

※土砂災害危険箇所を資料編に掲載

その内、本市における、土砂災害防止法に基づく土砂災

害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（以下「警戒区域等」

という。）の指定箇所数は、次のとおりである。

（令和３年１月３１日現在）

※ 土砂災害警戒区域指定箇所を資料編に掲載

（略）

１０ 協力及び応援

（略）

（４） 自衛隊

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるときは、

自衛隊に協力応援を求めることができる。協力応援に関する内容については、本編第４章第２

５節自衛隊災害派遣要請計画（P143）によるものとする。

１１ 水防報告
水防管理者は、水防活動が収束したときは、その状況を次に示す様式により、水防活動実施後速

やかに胆振総合振興局長に報告するものとする。

（略）

第３節 雪害・融雪災害予防計画
雪害・融雪害に対処するための予防対策及び応急対策は道計画に定める「北海道雪災害対策実施

要綱」（資料編に掲載）及び｢北海道融雪災害対策実施要綱」（資料編に掲載）により防災関係機関

がそれぞれ相互連携のもとに実施するものとする。

（略）

第５節 土砂災害予防計画

（略）

１ 現況
（１） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５

７号。以下「土砂災害防止法」という。）に基づく土砂崩れ（急傾斜地崩壊）、土石流（土石

流危険渓流）の土砂災害危険箇所数は次のとおりである。

（令和５年４月１日現在）

※土砂災害危険箇所を資料編に掲載

その内、本市における、土砂災害防止法に基づく土砂災

害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（以下「警戒区域等」

という。）の指定箇所数は、次のとおりである。

（令和５年４月１日現在）

※ 土砂災害警戒区域指定箇所を資料編に掲載

（略）

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

誤字の修正

表現の変更

時点の修正

数値の変更

時点の修正

数値の変更

区 分 箇所数

急傾斜地崩壊危険箇所 ３３１

土石流危険渓流箇所 ７３

区 分 土砂災害警戒区域 内）特別警戒区域

急傾斜地崩壊危険箇所 ２８０ ２６５

土石流危険渓流箇所 ６２ ２０

区 分 箇所数

急傾斜地崩壊危険箇所 ３２９

土石流危険渓流箇所 ７１

区 分 土砂災害警戒区域 内）特別警戒区域

急傾斜地崩壊危険箇所 ３２８ ３１２

土石流危険渓流箇所 ６８ ２１
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．６７

Ｐ．６８

Ｐ．７２

２ 予防対策

（略）

（２） 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

土砂災害防止法第７条により警戒区域等の指定があったときは、当該区域ごとに、土砂災害

に関する情報の収集、避難体制等のほか、次の事項を定めるとともに、印刷物等で周知するも

のとする。

（略）

第６節 建築物災害予防計画
風水害、火災等の災害から建築物を防御するため必要な措置事項については、本計画の定めると

ころによる。

（略）

第８節 救援物資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画

（略）

１ 備蓄計画

（略）

（６） 防災備蓄庫

（略）

② 備蓄物資の輸送

物資の輸送は様々な交通手段を活用し、より迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。

例：公用車による輸送、協定に基づくヤマト運輸への依頼、自衛隊への応援要請等

（略）

■備蓄物資供給拠点

（略）

２ 予防対策

（略）

（２） 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

土砂災害防止法第７条の規定により警戒区域等の指定があったときは、当該区域ごとに、土

砂災害に関する情報の収集、避難体制等のほか、次の事項を定めるとともに、印刷物等で周知

するものとする。

（略）

第６節 建築物災害予防計画
風水害、地震、火災等の災害から建築物を防御するため必要な措置事項については、本計画の定

めるところによる。

（略）

第８節 救援物資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画

（略）

１ 備蓄計画

（略）

（６） 防災備蓄庫

（略）

② 備蓄物資の輸送

物資の輸送は様々な交通手段を活用し、より迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。

例：公用車による輸送、協定に基づく運送事業者への依頼、自衛隊への応援要請等

（略）

■備蓄物資供給拠点

（略）

表現の修正

北海道地域防災計画との整合

表現の修正

備蓄庫施設の変更

地区 施設名 所在地

蘭西地区 蘭西地区防災備蓄庫 みなと小学校敷地内 港南町 2-10-1

蘭中地区 蘭中地区防災備蓄庫 子ども発達支援センター内 母恋南町 2-22-3

蘭東地区 蘭東地区防災備蓄庫 市立室蘭看護専門学院体育館棟内 高砂町 3-11-1

蘭北地区 蘭北地区防災備蓄庫 旧蘭北児童センター 白鳥台 2-9-3

地区 施設名 所在地

蘭西地区 蘭西地区防災備蓄庫 みなと小学校敷地内 港南町 2-10-1

蘭中地区 蘭中地区防災備蓄庫 旧蘭中児童センター 御前水町 1-2-10

蘭東地区 蘭東地区防災備蓄庫 市立室蘭看護専門学院体育館棟内 高砂町 3-11-1

蘭北地区 蘭北地区防災備蓄庫 旧蘭北児童センター 白鳥台 2-9-3
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．７３

Ｐ．７６

（９） 流通備蓄について

（略）

① 現物備蓄とする物資

・ 生命維持や生活に最低限必要なもので、発災当初の混乱時に必要とされる物資

例）長期保存食、長期保存可能な衛生用品（生理用品、紙おむつ等）

② 流通備蓄とする物資

・ 使用期限が短い等の理由により現物備蓄に向かないもの、大量に必要となるものなど、

自治体で全量を現物備蓄することが困難な物資

例）・ 賞味期限の短い食料

・ 事業者に常時、ある程度の在庫が見込まれるもの（飲料水等）

（略）

第９節 避難体制整備計画

（略）

１ 避難誘導体制の構築

（略）

（２） 市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域

一時滞在に係る応援協定や、被災者の運送に関する運送事業者等との協定を締結するなど、

具体的な手順を定めるよう努めるものとする。

（３） 市は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関

するルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。

（４） 市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・

保育所等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。

（略）

（９） 流通備蓄について

（略）

① 現物備蓄とする物資

・ 生命維持や生活に最低限必要なもので、発災当初の混乱時に必要とされる物資

例：長期保存食、長期保存可能な衛生用品（生理用品、紙おむつ等）

② 流通備蓄とする物資

・使用期限が短い等の理由により現物備蓄に向かないもの、大量に必要となるものなど、自

治体で全量を現物備蓄することが困難な物資

例：・賞味期限の短い食料

・事業者に常時、ある程度の在庫が見込まれるもの（飲料水等）

（略）

第９節 避難体制整備計画

（略）

１ 避難誘導体制の構築

（略）

（２） 市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方

公共団体との応援協定や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在における被災住民の

輸送に関する運送事業者等との協定を締結するなど、災害時の具体的な手順等を定めるとと

もに、関係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。

（３） 市は、学校等が保護者との間で、災害時における児童生徒等の保護者への引渡しに関する

ルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。

（４） 市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害時における幼稚園・保

育所、認定こども園等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。

（略）

体裁の修正

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．７６

Ｐ．７７

Ｐ．７８

２ 指定緊急避難場所の確保等
（１） 市は、災害の危険が切迫した緊急時において住民の安全を確保するため、地域の地形・地

質・施設の災害に対する安全性等を勘案し、必要があると認めるときは、次の異常な現象の

種類ごとの基準に適合し、災害発生時に迅速に開設することが可能な管理体制等を有する施

設又は場所を、あらかじめ当該施設等の管理者の同意を得た上で、指定緊急避難場所として

指定する。

その際は、観光地や昼夜の人口変動の大きさなどの地域特性や要配慮者の利用等について

も考慮する。

エラー！参照先が見つかりません。

（略）

指定緊急避難場所の指定内訳 （令和２年５月１日現在）

（注）１. 学校は、小・中学校、高校、短期大学、大学をいう。

３ 指定避難所の確保等
（１） 市は、災害が発生した場合に被災者を滞在させるため、次の基準に適合する施設を、あら

かじめ当該施設の管理者の同意を得た上で指定避難所として指定する。

（２） 市は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記に加えて次

の基準に適合する施設を指定する。

ア 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。

イ 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることがで

きる体制が整備されること。

ウ 災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な

限り確保されること。

（略）

（４） 市は、指定避難所の指定にあたっては、次の事項について努めるものとする。

ア 指定避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについて定めるな

ど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておく

ものとする。

２ 指定緊急避難場所の確保等
（１） 市は、災害の危険が切迫した緊急時において住民の安全を確保するため、地域の地形・地

質・施設の災害に対する安全性等を勘案し、必要があると認めるときは、次の異常な現象の

種類ごとの基準に適合し、災害時に迅速に開設することが可能な管理体制等を有する施設又

は場所を、あらかじめ当該施設等の管理者の同意を得た上で、指定緊急避難場所として指定

する。

その際は、観光地や昼夜の人口変動の大きさなどの地域特性や要配慮者の利用等について

も考慮する。

（削除）

（略）

指定緊急避難場所の指定内訳 （令和５年４月１日現在）

（注）１. 学校は、小・中学校、高校、短期大学、大学をいう。

３ 指定避難所の確保等
（１） 市は、災害時に被災者を滞在させるため、次の基準に適合する施設を、あらかじめ当該施

設の管理者の同意を得た上で指定避難所として指定する。

（２） 市は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記に加えて次

の基準に適合する施設を指定福祉避難所として指定する。

① 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。

② 災害時において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整

備されること。

③ 災害時において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保され

ること。

（略）

（４） 市は、指定避難所の指定にあたっては、次の事項について努めるものとする。

① 指定避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについて定めるな

ど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておく

ものとする。

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

文言の削除

時点の修正

数値の変更

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

符号の修正

符号の修正

施設区分 屋外避難場所 一次避難所 津波避難ビル 合計

福 祉 施 設 １ １

社 会 教 育 施 設 １ １

学 校 施 設 ２１ ７ ３ ３１

地 区 会 館 ５５ ５５

そ の 他 の 公 共 施 設 ３ １９ １３ ３５

民 間 施 設 ３３ ４ ３７

公 園 等 １０８ １０８

合 計 １３２ １１６ ２０ ２６８

規模 （略）

構造 （略）

立地 （略）

交通 （略）

施設区分 屋外避難場所 一次避難所 津波避難ビル 合計

福 祉 施 設 １ １

社 会 教 育 施 設

学 校 施 設 １８ ９ ３ ３０

地 区 会 館 ５３ ５３

そ の 他 の 公 共 施 設 １ １９ １３ ３３

民 間 施 設 ３ ４５ ４ ５２

公 園 等 １０８ １０８

合 計 １３０ １２７ ２０ ２７７

規模 （略）

構造 （略）

立地 （略）

交通 （略）
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Ｐ．７８

Ｐ．７９

イ 障害福祉施設、特別支援学校等の施設を活用し、避難所内の一般の避難スペースでは生活

することが困難な障がい者等の要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられ

るなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備した福祉避難所を指定す

る。

ウ 学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、施

設の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者

と調整を図る。

エ 指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通

信施設の整備等を進めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努め

るものとする。

（新設）

（略）

指定避難所の指定内訳 （令和２年５月１日現在）

（注）１. 学校は、小・中学校、高校、短期大学、大学をいう。

（略）

４ 市民に対する周知

（略）

① 全世帯及び転入者に災害危険区域予測図（ハザードマップ）の配布

② 建物に指定避難所及び指定緊急避難場所（以下、「避難所等」という。）の表示プレートの設

置

③ 避難所等の誘導標識の設置

（略）

５ 被災者の把握
避難所等における入居者登録等による被災者の把握を避難所等の担当職員や避難所等の管理者

に周知徹底を図るとともに、災害時用の被災者支援システム（データベース）などにより避難状況

の把握に努める。

なお、個人データの取り扱いには十分留意するものとする。

② 老人福祉施設、障害者支援施設等の施設や指定一般避難所の一部スペースを活用し、一般

の避難スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮

者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心

して生活できる体制を整備した福祉避難所を指定する。特に医療的ケアを必要とする者に対

しては、人工呼吸器や吸引器等の医療器具の電源の確保等の必要な配慮に努めるものとす

る。

③ 学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、施

設の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者

と調整を図る。

④ 指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通

信施設の整備等を進めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努め

るものとする。

⑤ 指定管理施設や民間の施設が指定避難所となっている場合には、施設管理者との間で事前

に避難所運営に関する役割分担を定めるよう努めるものとする。

（略）

指定避難所の指定内訳 （令５年４月１日現在）

（注）１. 学校は、小・中学校、高校、短期大学、大学をいう。

（略）

４ 市民に対する周知

（略）

（１） 全世帯及び転入者に災害危険区域予測図（ハザードマップ）の配布

（２） 建物に指定避難所及び指定緊急避難場所（以下、「避難所等」という。）の表示プレートの

設置

（３） 避難所等の誘導標識の設置

（略）

５ 被災者の把握
被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は避難誘導や各種

災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者や指定避難所への受入状況などの把握に支障を生じるこ

とが想定される。このため、指定避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職

員や避難所管理者に周知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）など、避難状

況を把握するためのシステムを整備することが望ましい。

なお、個人データの取扱いには十分留意するものとする。

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

符号の修正

符号の修正

符号の修正

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

時点の修正

数値の変更

符号の修正

北海道地域防災計画との整合

施設区分 蘭西地区 蘭中地区 蘭東地区 蘭北地区 合計

福 祉 施 設 １ １

社 会 教 育 施 設 ２ １ ３

学 校 施 設 ３ １ １１ ５ ２０

その他の公共施設 ２ ２

民 間 施 設

合 計 ５ ２ １２ ７ ２６

施設区分 蘭西地区 蘭中地区 蘭東地区 蘭北地区 合計

福 祉 施 設 １ １

社 会 教 育 施 設 １ １

学 校 施 設 ２ １０ ５ １７

その他の公共施設 １ １

民 間 施 設

合 計 ３ １ １０ ６ ２０
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Ｐ．８０

Ｐ．８１

第１０節 避難行動要支援者対策計画
災害発生時における避難行動要支援者の安全に関する計画については、次のとおりであり、別

に定める「避難行動要支援者プラン」により、その支援体制の整備を図る。

１ 安全対策
災害発生時には、要介護者や障がい者など自ら避難することが困難な者（以下「避難行動要支援

者」という。）が被害を受ける場合が多い。このため、市及び社会福祉施設の管理者は、避難行動

要支援者の安全を確保するため、住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から実態把握、

緊急連絡体制、避難誘導等の防災体制の整備に努める。

２ 市の対策
市は、「避難行動要支援者プラン」に基づき、防災担当部局、福祉担当部局及び地域生活担当部

局が連携し、避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）と協力して

避難行動要支援者の支援体制を整備し、避難行動要支援者情報の共有に努めるとともに、避難行動

要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる避難

行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を作成するものとする。

（１） 避難支援等関係者となる者

市は、避難支援等関係者に対し、名簿を提供するものとする。

ただし、本人の同意が得られていない場合は、提供しないものとする。

なお、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合には、本人の同意が得られ

ていない場合であっても、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に名簿を提供

する。避難支援等関係者となる者は次の者とする。

（略）

（２） 名簿に掲載する者の範囲

名簿に掲載する者の範囲は次の要件に該当する者とする。

①～⑦ （略）

施設入所者や長期入院患者については、支援対象者の所在が明確であり、地域の避難支援等

関係者の人数が限られていることから、名簿の対象は在宅者（一時的に入所、入院しているも

のを含む）とする。

（３） 名簿作成に必要な個人情報

市は、名簿に避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

（略）

（５） 名簿の更新

（略）

③ また、避難行動要支援者が社会福祉施設等に長期間の入所等をしたことを把握した場合も

名簿から削除する。

（略）

第１０節 避難行動要支援者対策計画
災害時における要配慮者の安全に関する計画については、次のとおりであり、その支援体制の

整備を図る。

１ 安全対策
災害時には、特に高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等が被害を受けやすい、情報を入手しにく

い、避難所における良好な環境を得にくいなどの状況に置かれる場合が見られることから、市及び

社会福祉施設等の管理者は、これら要配慮者の安全の確保等を図るため、住民、自主防災組織等の

協力を得ながら、平常時から要配慮者の実態把握、緊急連絡体制、避難誘導等の防災体制の整備に

努める。

２ 市の対策
市は、防災担当部局や福祉担当部局をはじめとする関係部局の連携の下、平常時から避難行動要

支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）及び個別避難計画

を作成し、定期的に更新を行うものとする。

（１） 避難支援等関係者となる者

市は、避難支援等関係者に対し、本人の同意が得られた避難行動要支援者を掲載した名簿を

提供するものとする。ただし、災害時には本人の同意が得られていない場合であっても、避難

支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に名簿を提供する。

なお、避難支援等関係者となる者は次の者とする。

（略）

（２） 名簿に掲載する者の範囲

名簿に掲載する者の範囲は次の要件に該当する者とする。ただし、施設入所者や長期入院患

者については、支援対象者の所在が明確であり、地域の避難支援等 関係者の人数が限られて

いることから、名簿の対象は在宅者（一時的に入所、入院しているものを含む）とする。

①～⑦ （略）

（３） 名簿作成に必要な個人情報

市は、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を名簿に記載し、又は記録するものとする。

（略）

（５） 名簿の更新

（略）

③ 避難行動要支援者が社会福祉施設等に長期間の入所等をしたことを把握した場合も名簿

から削除する。

（略）

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

表現の修正

北海道地域防災計画との整合

記載場所の変更

表現の修正

表現の修正
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Ｐ．８１

Ｐ．８２

Ｐ．８３

（新設）

（新設）

（６） 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置

（略）

（７） 名簿の保管

（略）

（８） 円滑な避難のための情報伝達に係る配慮

市は、自然災害発生時に避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう地

域防災計画に基づき、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急) 及び災害発

生情報など、災害時において適時適切に発令する。

避難支援等関係者が名簿を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進でき

るよう、発令及び伝達に当たっては次のような配慮を行う。

（略）

（９） 避難支援等関係者の安全確保の措置

避難支援については避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守るこ

とを大前提とし、地域の実情や災害の状況に応じて可能な範囲内で行うこととする。

市は避難行動要支援者に対し避難支援等関係者等は全力で助けようとするが、助けられない

可能性もあることを理解してもらうよう周知を図るものとする。

（10） 福祉避難所の指定

市は、障害福祉施設や特別支援学校等の施設を活用し、避難所内の一般避難スペースでは生

活することが困難な障がい者等の要配慮者が、指定避難所での生活において特別な配慮が受け

られる等、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備した福祉避難所を指定す

る。

３ 社会福祉施設の対策
（１） 防災設備等の整備

施設管理者は、社会福祉施設の利用者や入所者が、寝たきりの高齢者や障がい者などのいわ

ゆる要支援者であるため、施設の災害に対する安全性を高めることが重要である。

また、施設管理者は、電気、水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持

に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要な

防災資機材の整備に努める。

特に、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後

７２時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

（６） 個別避難計画の作成

市は、庁内の防災・福祉・保健・医療・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署によ

る横断的な組織のほか、避難支援関係者と連携しながら作成に取り組む。

（７） 避難支援等への事前の個別避難計画の提供

市は、個別支援等関係者が避難行動要支援者の災害時における避難方法や避難支援の内容等を

事前に把握・検討し、個々の要支援者ごとに個別避難計画の実効性を高めるため、情報の提供

に同意を得られた要支援者について、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に

提供する。

（８） 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置

（略）

（９） 名簿の保管

（略）

（10） 円滑な避難のための情報伝達に係る配慮

市は、自然災害発生時に避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう地

域防災計画に基づき、高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保など、災害時において適時

適切に発令する。

避難支援等関係者が名簿を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進で

きるよう、発令及び伝達に当たっては次のような配慮を行う。

（略）

（11） 避難支援等関係者の安全確保の措置

避難支援については、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守るこ

とを大前提とし、地域の実情や災害の状況に応じて可能な範囲内で行うこととする。

また、市は避難行動要支援者に対し、避難支援等関係者等は全力で助けようとするが、助け

られない可能性もあることを理解してもらうよう周知を図るものとする。

（12） 福祉避難所の指定

市は、老人福祉施設、障害者支援施設等の施設や指定一般避難所の施設を活用し、一般避難

スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者が、避

難所での生活において特別な配慮が受けられる等、要配慮者の状態に応じて安心して生活でき

る体制を整備した福祉避難所を指定する。特に医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼

吸器や吸引器等の医療器具の電源の確保等の必要な配慮に努めるものとする。

３ 社会福祉施設の対策
（１） 防災設備等の整備

施設管理者は、社会福祉施設の利用者や入所者が、寝たきりの高齢者や障がい者等の要配慮

者であるため、施設の災害に対する安全性を高めることが重要である。

また、施設管理者は、電気、水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持

に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要な

防災資機材の整備に努める。

特に、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後

７２時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

番号の繰り下げ

番号の繰り下げ

番号の繰り下げ

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

番号の繰り下げ

表現の修正

番号の繰り下げ

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

北海道地域防災計画との整合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．８４

Ｐ．８６

（２） 組織体制の整備

施設管理者は、災害時等において迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整

え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確にしておく。

特に夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組織体

制を確保する。

また、平常時から施設入所者、通所者及び職員と地域住民や福祉ボランティア等との交流に

努め、災害時に支援協力が得られるような体制づくりを進める。

（３） 緊急連絡体制の整備

施設管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設置す

るなど、緊急時における情報伝達の手段及び方法を確立するとともに、市の指導の下に緊急連

絡体制を整える。

（４） 防災教育・防災訓練の充実

施設管理者は、施設の職員や入所者が災害等に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動

等について理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施する。また、施設の職員や入所

者が災害時においても適切な行動がとれるよう、各施設の構造や入所者の判断能力・行動能力

等の実態に応じた防災訓練を定期的に実施する。

特に自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜間における防災訓練も定期的

に実施するよう努める。

市及び消防本部は、施設の実施する防災教育･防災訓練に対して、講師の派遣や教育・訓練

資機材の貸与等、積極的に支援・指導するものとする。

４ 外国人に対する対策
市は、言語、生活習慣及び防災意識の異なる外国人について、災害発生時に迅速かつ的確な行動

がとれるよう、次のような対策に努める。

（１）～（４） （略）

第１１節 自主防災組織育成等に関する計画

（略）

２ 自主防災組織の活動内容
（１） 平常時の活動

（２） 組織体制の整備

施設管理者は、災害時等において迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整

え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確にしておく。

特に夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組織体

制を確保する。

また、平常時から市と連携の下に、施設間相互並びに他の施設、地域住民及び福祉ボランテ

ィア組織と入所者の実態に応じた協力が得られるような体制の整備に努める。

（３） 緊急連絡体制の整備

施設管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設置す

るなど、緊急時における情報伝達の手段及び方法を確立するとともに、施設相互の連携協力の

強化に資するため、市の指導の下に緊急連絡体制を整える。

（４） 防災教育・防災訓練の充実

施設管理者は、施設の職員や入所者が災害等に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動

等について理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施する。また、施設管理者は、施

設の職員や入所者が災害時においても適切な行動がとれるよう、各々の施設の構造や入所者の

判断能力・行動能力等の実態に応じた防災訓練を定期的に実施する。

特に自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜間における防災訓練も定期的

に実施するよう努める。このため、市及び消防本部は、施設の実施する防災教育･防災訓練に

対して、講師の派遣や教育・訓練資機材の貸与等、積極的に支援・指導するものとする。

４ 外国人に対する対策
市は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人を要配慮者として位置づけ、災害時に迅速かつ

的確な行動がとれるよう、次のような対策に努めるとともに在留管理制度における手続き等様々

な機会をとらえて防災対策についての周知を図る。

また、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人

と、早期帰国に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なることを

踏まえ、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や、円滑な避難誘導体制の構築に

努める。

（１）～（４） （略）

第１１節 自主防災組織育成等に関する計画

（略）

２ 自主防災組織の活動内容
（１） 平常時の活動

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

表現の修正

① 防災資機材等の整備 （略）

② 地域の危険箇所の把握

・ 地域の危険箇所の把握

・ 地域の避難路、避難場所の把握

・ 避難行動要支援者対策（個別支援プランの作成）

③ 災害時の活動習得 （略）

④ 普及啓発活動・広報誌の発行 （略）

① 防災資機材等の整備 （略）

② 地域の危険箇所の把握

・ 地域の危険箇所の把握

・ 地域の避難路、避難場所の把握

・ 避難行動要支援者対策（個別避難計画の作成）

③ 災害時の活動習得 （略）

④ 普及啓発活動・広報誌の発行 （略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．８６

Ｐ．８７

Ｐ．８８

（２） 非常時及び災害時の活動

（略）

４ 地区防災計画の推進
（１） 地区防災計画の目的

地区防災計画は、災害対策基本法に基づき、市内の一定の地区内の居住者及び事業者（地区

居住者等）が、自発的に行う防災活動に関する計画として、室蘭市地域防災計画に規定するこ

とができ、地域防災計画に基づく防災活動と地区防災計画に基づく防災活動とを連携し、共助

の強化により地区の防災力を向上させることを目的とする。

（２） 地区防災計画の位置付

室蘭市防災会議は、災害対策基本法第４２条第３項及び第４２条の２に基づき、室蘭市と地

域の防災活動の連携をより一層深めることを目的に、必要があると認めるときは、地区居住者

等が作成する地区防災計画を室蘭市地域防災計画に定める。

室蘭市地域防災計画に定める地区防災計画は以下のとおり。

（略）

第１２節 防災知識の普及・啓発計画

（略）

１ 市職員に対する防災教育
市職員は、災害発生時には応急対策の第一線に立って対応することが求められており、特に夜

間・休日においては、初期段階において参集者も限定され、防災の責任者や担当者が不在であった

りするなど、限られた人員で対処せざるを得ない状況も予想される。

このような状況下においては、各職員は、所属する災害対策本部の部・班の業務範囲以外の任務

を行うことも想定されるため、平素から本計画に関する十分な知識を習得し、これらの知識に基づ

く適切な判断力及び行動力が要求される。

（略）

（２） 非常時及び災害時の活動

（略）

４ 地区防災計画の推進
（１） 地区防災計画の目的

地区防災計画は、基本法に基づき、市内の一定の地区内の居住者及び事業者（地区居住者等

）が、自発的に行う防災活動に関する計画として、市計画に規定することができ、双方の計画

に基づく防災活動と連携し、共助の強化により地区の防災力を向上させることを目的とする。

（２） 地区防災計画の位置付

市防災会議は、基本法第４２条第３項及び第４２条の２の規定に基づき、室蘭市と地域の防

災活動の連携をより一層深めることを目的に、必要があると認めるときは、地区居住者等が作

成する地区防災計画を市計画に定める。

市計画に定める地区防災計画は以下のとおり。

（略）

第１２節 防災知識の普及・啓発計画

（略）

１ 市職員に対する防災教育
市職員は、災害時には応急対策の第一線に立って対応することが求められており、特に夜間・休

日においては、初期段階において参集者も限定され、防災の責任者や担当者が不在であったりする

など、限られた人員で対処せざるを得ない状況も予想される。

このような状況下においては、各職員は、所属する市本部の部・班の業務範囲以外の任務を行うこ

とも想定されるため、平素から本計画に関する十分な知識を習得し、これらの知識に基づく適切な

判断力及び行動力が要求される。

（略）

北海道地域防災計画の改定に

基づく変更

定義に基づく修正

表現の修正

定義に基づく修正

表現の修正

北海道地域防災計画との整合

定義に基づく修正

① 情報収集・伝達活動 （略）

② 初期消火活動 （略）

③ 避難誘導活動

・ 住民を避難場所へ誘導

・ 住民の安否確認

・ 避難準備・高齢者等避難開始が出された場合の

周知徹底、誘導

・ 避難行動要支援者の誘導、避難協力

④ 救出救護活動 （略）

⑤ 給食給水活動 （略）

（新設）

① 情報収集・伝達活動 （略）

② 初期消火活動 （略）

③ 避難誘導活動

・ 住民を避難場所へ誘導

・ 住民の安否確認

・ 高齢者等避難が出された場合の周知徹底、誘導

・ 避難行動要支援者の誘導、避難協力

④ 救出救護活動 （略）

⑤ 給食給水活動 （略）

⑥ 避難所の運営 ・ 地域で開設された避難所の自主的な運営
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Ｐ．８９ ３ 児童・生徒、教職員に対する防災教育の推進
（１） 小・中学校、高等学校の対応

① 児童・生徒に対し、予防対策等の知識の向上及び防災の実践活動（災害時における避難、

身を守る措置等）の習得を積極的に推進する。

② 防災教育は、学校の種別、立地条件及び児童生徒の発達段階などの実態に応じた内容のも

のとして実施する。

（２） 市及び教育委員会の対応

（略）

② 教育委員会は、児童・生徒に対する防災教育の充実を図るため、教職員に対する防災に関

する研修機会等の充実等に努める。

３ 児童・生徒、教職員に対する防災教育の推進
（１） 小・中学校、高等学校の対応

① 児童・生徒等に対し、災害の現象や災害の予防等の知識の向上及び防災の実践的な対応方

法（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進する。

② 防災教育は、学校の種別、立地条件及び児童生徒等の発達段階等の実態に応じた内容のも

のとして実施する。

（２） 市及び教育委員会の対応

（略）

② 教育委員会は、児童・生徒に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に

関する研修機会等の充実等に努める。

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．９１

Ｐ．９２

第４章 災害応急対策計画
第１節 応急活動計画

気象予報（注意報を含む）、特別警報、警報並びに情報等が発表され、又は風水害等の災害が

発生し、若しくは発生するおそれがある場合の、市本部等の応急活動については、本計画の定め

るところによる。

室蘭市災害対策本部等の活動内容

第２節 職員動員計画

（略）

１ 防災気象情報及び配備体制の伝達（勤務時間中）

（略）

① （略）

② （略）

（略）

２ 職員非常招集方法（勤務時間外）
夜間・休日の職員非常招集については、風水害は事前に予測されることが多いことから、極力勤

務時間中に配備体制を決定し、上記１により伝達を行うものとする。なお、突発的な気象情報や災

害等に対しては次のとおり定める。招集については、非常配備連絡網や情報共有アプリ及び職員非

常招集メールを活用し伝達するものとする。（（４）自主参集 に該当する項目を除く）

（略）

第４章 災害応急対策計画
第１節 応急活動計画

気象予報（注意報を含む）、特別警報、警報並びに情報等が発表され、又は風水害等の災害時

の、市本部等の応急活動については、本計画の定めるところによる。

室蘭市災害対策本部等の活動内容

第２節 職員動員計画

（略）

１ 防災気象情報及び配備体制の伝達（勤務時間中）

（略）

（１） （略）

（２） （略）

（略）

２ 職員非常招集方法（勤務時間外）
夜間・休日の職員非常招集については、風水害は事前に予測されることが多いことから、極力勤

務時間中に配備体制を決定し、上記１により伝達を行うものとする。なお、突発的な気象情報や災

害等に対しては次のとおり定める。招集については、非常配備連絡網や情報共有アプリ等を活用し

伝達するものとする。（（４）自主参集 に該当する項目を除く）

（略）

北海道地域防災計画との整

合

表現の修正

ページ数の修正

北海道地域防災計画との整

合

符号の修正

実態に合わせて変更

組織区分 活動内容

災害対策本部
・ 第１編 総則・防災組織 第３章 防災組織 第２節

災害対策本部（別表２ P19～27）による。

警戒本部

・ 気象台等の発表する情報、報道機関の情報等を検討の

うえ、急傾斜地等の危険箇所の周辺の住民に対する避難

のための勧告、指示又は避難準備・高齢者等避難開始の

必要性を判断し発令を決定する。

・ 情報の収集

・ 住民等に対する情報の伝達

・ 住民に対して警戒並びに必要に応じて避難準備を呼び

かける広報活動

・ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示を発

令した場合は速やかに次の措置を行う

① 対象地区住民に伝達する広報活動

② 必要に応じて避難所の開設

③ 胆振総合振興局、室蘭警察署、室蘭海上保安部、

ＮＨＫ室蘭放送局、民間放送局並びにその他の報道

機関に対する通報又は報道依頼

非常配備体制 （略）

組織区分 活動内容

災害対策本部
・ 第１編第３章第２節災害対策本部（別表２ P20～28）

による。

警戒本部

・ 気象台等の発表する情報、報道機関の情報等を検討の

うえ、急傾斜地等の危険箇所の周辺の住民に対する避難

指示又は高齢者等避難の必要性を判断し発令を決定す

る。

・ 情報の収集

・ 住民等に対する情報の伝達

・ 住民に対して警戒並びに必要に応じて避難準備を呼び

かける広報活動

・ 高齢者等避難、避難指示を発令した場合は、速やかに

次の措置を行う

① 対象地区住民に伝達する広報活動

② 必要に応じて避難所の開設

③ 胆振総合振興局、室蘭警察署、室蘭海上保安部、

ＮＨＫ室蘭放送局、民間放送局並びにその他の報道

機関に対する通報又は報道依頼

非常配備体制 （略）
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．９３

Ｐ．９４

Ｐ．９５

Ｐ．９６

Ｐ．９７

（４） 自主参集

職員は、防災関連情報を入手するため、北海道防災対策支援システムへ積極的に登録するほ

か、職員非常招集メールやテレビ・ラジオ等で次のことを知ったときは、非常招集の連絡を待

たずに参集するものとする。

（略）

（第２種配備の職員）

④ 災害対策本部、警戒本部が設置されたことを知ったとき。 （第２種配備の職員）

（略）

第３節 広報計画

（略）

１ 広報事項
① 気象予報（注意報を含む）、特別警報、警報並びに情報等の内容

② 警戒レベル及び避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生

情報、避難所等の避難情報並びに避難の際の注意事項

③ 市の実施している応急対策の内容

④ その他被害の防止のため必要な事項

２ 広報活動の方法

（略）

（６） ＩＴ機器による広報

インターネットを活用した広報の実施や、スマートフォン・携帯電話等で緊急速報メール、

登録制メールを用いた防災関連情報の広報を実施する。

（略）

５ 安否情報の提供

（１） 安否情報の照会手続

① 安否情報の照会は、市に対し、照会者の氏名・住所や照会に係る被災者の氏名・住所・

生年月日・性別、照会理由等を明らかにして行うものとする。

（略）

③ 市は、安否情報の照会を受けた際、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき等の場

合を除き、次の照会者と照会に係る者のと間柄に応じて、適当と認められる範囲の安否情報

の提供をすることができるものとする。

（略）

（４） 自主参集

職員は、防災関連情報を入手するため、北海道防災情報システムのメールサービスへ積極的

に登録するほか、テレビ・ラジオ等で次のことを知ったときは、非常招集の連絡を待たずに参

集するものとする。

（略）

（第２種配備の職員）

④ 市本部又は警戒本部が設置されたことを知ったとき。 （第２種配備の職員）

（略）

第３節 広報計画

（略）

１ 広報事項
（１） 気象予報（注意報を含む）、特別警報、警報並びに情報等の内容

（２） 警戒レベルや高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保等の避難情報及び避難所等の避難

情報並びに避難の際の注意事項

（３） 市の実施している応急対策の内容

（４） その他被害の防止のため必要な事項

２ 広報活動の方法

（略）

（６） ＩＴ機器による広報

インターネットを活用した広報の実施や、スマートフォン・携帯電話等で緊急速報メールを

用いた防災関連情報の広報を実施する。

（略）

５ 安否情報の提供

（１） 安否情報の照会手続

① 安否情報の照会は、市に対し、照会者の氏名・住所（法人にあってはその名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地）や照会に係る被災者の氏名・住所・生年月日・性別、

照会理由等を明らかにさせて行うものとする。

（略）

③ 市は、安否情報の照会を受けた際、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき等一定

の場合を除き、次の照会者と照会に係る者のと間柄に応じて、適当と認められる範囲の安否

情報の提供をすることができるものとする。

（略）

実態に合わせて変更

定義付けによる修正等

符号の修正

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

登録制メールの廃止による

変更

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．９８

Ｐ．９９

（新設）

第４節 避難対策計画

（略）

１ 避難の勧告・指示の発令者
（１） 市長又は市長の命を受けた市の職員

① 市長は、住民（居住者、滞在者、その他現場にいる者をいう。以下本節において同じ。）

に危険が切迫し、緊急に避難させる必要が生じたときは、基本法第６０条の規定に基づき、

必要と認める地域の住民に対して次の勧告又は指示を行う。

ア 避難のための立退きの勧告又は指示

（略）

③ 市長は、上記の勧告又は指示を行ったときは、その旨を速やかに胆振総合振興局長を通じ

て知事に報告する（これらの指示等を解除した場合も同様とする。）

（略）

（５） 自衛官

（略）

① 住民等の避難等の措置

（略）

２ 避難の勧告・指示の基準
避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生情報の発令基準は、原則として次の場合とする。

（略）

（５） その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、住民の生命又は身体を保護する

ため必要と判断したとき。

なお、土砂災害に関する避難指示（緊急）の発令基準は、原則として次の場合とする。

（６） 土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表された場合。

（７） 土砂災害が発生したとき、災害発生情報を発表する。

３ 事前避難
市長は、大型台風の接近、気象警報の発表及び大雨による浸水・崖崩れ等が発生して被害が拡大

するおそれがあるときは、避難準備・高齢者等避難開始を発令し、要配慮者等避難行動に時間を要

する者の事前避難を実施する。なお、避難行動要支援者に対しては、消防本部、警察署等の関係機

関及び自主防災組織、町内会、民生委員等の協力を得るものとする。

なお、大雨による土砂災害のおそれがあるときの避難準備・高齢者等避難開始の発表基準は、資料

編の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」によるものとする。

（３） 災害時の氏名等の公表

① 知事は、住人の安全・安心の確保に視するため、氏名等の公表が救出・救助活動に資する

場合に、道が定める「災害時の氏名等の公表方針」に従い、災害時の氏名等の公表について

対応するものとする。

② 市長は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても。関係機関の協力を得て、

積極的に情報収集を行うものとする。

第４節 避難対策計画

（略）

１ 避難指示の発令者
（１） 市長又は市長の命を受けた市の職員

① 市長は、住民（居住者、滞在者、その他現場にいる者をいう。以下本節において同じ。）

に危険が切迫し、緊急に避難させる必要が生じたときは、基本法第６０条の規定に基づき、

必要と認める地域の住民に対して次の指示を行う。

ア 避難のための立退きの指示

（略）

③ 市長は、上記の指示を行ったときは、その旨を速やかに胆振総合振興局長を通じて知事に

報告する（これらの指示等を解除した場合も同様とする。）

（略）

（５） 自衛官

（略）

① 住民等の避難等の措置等

（略）

２ 避難指示等の基準
避難指示及び緊急安全確保の発令基準は、原則として次の場合とする。

（略）

（５） その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、住民の生命又は身体を保護する

ため必要と判断したとき。

なお、土砂災害に関する避難指示の発令基準は、原則として、土砂災害警戒情報が発表さ

れており、さらに、記録的短時間大雨情報が発表された場合とする。

（６） 土砂災害が発生したとき、緊急安全確保を発表する。

３ 事前避難
市長は、大型台風の接近、気象警報の発表及び大雨による浸水・崖崩れ等が発生して被害が拡大

するおそれがあるときは、高齢者等避難を発令し、要配慮者等避難行動に時間を要する者の事前避

難を実施する。なお、避難行動要支援者に対しては、消防本部、警察署等の関係機関及び自主防災

組織、町内会、民生委員等の協力を得るものとする。

なお、大雨による土砂災害のおそれがあるときの高齢者等避難の発表基準は、資料編の「避難情報

等の判断・伝達マニュアル」によるものとする。

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

条文の修正

番号の繰り上げ

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

マニュアル改正による変更
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．100 ４ 避難の勧告・指示又は避難準備・高齢者等避難開始の伝達方法等
市長は、避難の勧告、指示又は避難準備・高齢者等避難開始を発令したときは、次の方法により

伝達し、住民に対する周知徹底を図るものとする。

（１） 伝達方法

前第３節２「広報活動の方法」の規定による。

（略）

※１ 可能な範囲で発令

※２ 緊急的又は重ねて避難を促す場合に発令

（３） 知事への報告

市長は、避難の勧告、指示又は避難準備・高齢者等避難開始を発令したとき、及び警察官、

海上保安官から避難を指示した旨の通知を受けたときは、速やかに次の事項を知事（胆振総合

振興局長）に報告する。

（略）

② 発令の理由及び勧告、指示又は避難準備・高齢者等避難開始の別

（略）

４ 避難指示又は高齢者等避難の伝達方法等
市長は、避難指示又は高齢者等避難を発令したときは、次の方法により伝達し、住民に対する周

知徹底を図るものとする。

（１） 伝達方法

本編第４章第３節２広報活動の方法（P95）の規定による。

（略）

（削除）

（削除）

（３） 知事への報告

市長は、避難指示又は高齢者等避難を発令したとき、及び警察官、海上保安官から避難を指

示した旨の通知を受けたときは、速やかに次の事項を知事（胆振総合振興局長）に報告する。

（略）

② 発令の理由及び指示又は高齢者等避難の別

（略）

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

表現の修正

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

警戒レベル 住民がとるべき行動
住民に行動を促す情報

避難情報等

警戒レベル５
既に災害が発生している状況であり、命

を守るための最善の行動をとる。
災害発生情報※１

警戒レベル４

（危険な場所から）全員避難

・ 速やかに立ち退き避難する。

ただし、立ち退き避難によりかえって

危険が及ぶおそれがある場合は、「近隣の

安全な場所」への避難や、「屋内安全確保」

を行う。

・ 避難勧告
・ 避難指示（緊急）※２

警戒レベル３

（危険な場所から）高齢者等避難

・ 避難に時間のかかる要配慮者とその支

援者は立退き避難する。

・ その他の者は立退き避難の準備をし、

気象情報等に注意を払い、自発的に避難

を開始する。

避難準備・高齢者等避難開始

警戒レベル２ （略）
洪水注意報

大雨注意報

警戒レベル１ （略）
早期注意情報

（警報級の可能性）

警戒レベル 住民がとるべき行動
住民に行動を促す情報

避難情報等

警戒レベル５

指定緊急避難場所等への立退き避難する

ことがかえって危険である場合、緊急安全

確保する。

緊急安全確保

警戒レベル４
危険な場所から全員避難（立ち退き避難

又は屋内安全確保する。）
避難指示

警戒レベル３

・ 高齢者等は危険な場所から避難（立ち

退き避難又は屋内安全確保）

・ 高齢者以外の人も必要に応じ、出勤等

の外出を控えるなど普段の行動を見合わ

せ始めたり、避難の準備をしたり、自主

的に避難する。

高齢者等避難

警戒レベル２ （略） 大雨・洪水・高潮注意報

警戒レベル１ （略） 早期注意情報
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．101

Ｐ．102

５ 避難の方法

（略）

（４） 避難行動要支援者の避難行動支援

① 避難行動要支援者の避難支援

市長は、平常時から避難行動要支援者名簿の情報を提供することに同意した者については、

名簿情報に基づいて避難支援を行うとともに、平常時から名簿情報を提供することに不同意で

あった者についても、可能な範囲で避難支援を行うよう、民生委員等の避難支援等関係者等に

協力を求める。

なお、避難支援を行うに当たっては、避難支援等関係者の安全確保の措置、名簿情報の提供

を受けた者に係る守秘義務等に留意する。

（略）

③ 避難所以降の避難行動要支援者への対応

市は、地域の実情や特性を踏まえつつ、あらかじめ定めた全体計画等に基づき、避難行動要

支援者及びその名簿情報が避難支援関係者等から避難所等の責任者に引き継がれるよう措置

する。

また、全体計画等に基づき、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判断して以下の

措置を講ずる。

ア 避難所（必要に応じて福祉避難所）への移動

（略）

７ 避難所の開設及び運営管理等
（１） 開設

（略）

② 要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものも含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル

等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。

（略）

⑥ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応

を含め、平常時から防災担当部所と保健福祉担当部所が連携して、必要な場合には、ホテル

や旅館等の活用を含めて検討するように努めるものとする。

（新設）

（新設）

（２） 運営管理等

（略）

① 避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主

防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア

団体等に対して協力を求めるものとする。

（略）

５ 避難の方法

（略）

（４） 避難行動要支援者の避難行動支援

① 避難行動要支援者の避難支援

市長は、平常時から避難行動要支援者名簿や個別避難計画の情報を提供することに同意した

者については、個別避難計画に基づいて避難支援を行うとともに、平常時から避難行動要支援

者名簿や個別避難計画を提供することに不同意であった者についても、可能な範囲で避難支援

を行うよう、民生委員等の避難支援等関係者等に協力を求める。

なお、避難支援を行うに当たっては、避難支援等関係者の安全確保の措置、名簿情報や個別

避難計画の提供を受けた者に係る守秘義務等に留意する。

（略）

③ 避難場所以降の避難行動要支援者への対応

市は、地域の実情や特性を踏まえつつ、あらかじめ定めた市計画等に基づき、避難行動要支

援者及びその名簿情報が避難支援関係者等から避難所等の責任者に引き継がれるよう措置す

る。

また、市計画等に基づき、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判断して以下の措

置を講ずる。

ア 指定避難所（必要に応じて福祉避難所）への移動

（略）

７ 避難所の開設及び運営管理等
（１） 開設

（略）

② 要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものも含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル

等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。また、必要に応じ、可能な

場合は避難者に対して、親戚や友人の家等へ避難を促す。

（略）

⑥ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応

を含め、平常時から防災担当部署と保健福祉担当部署が連携して、必要な場合には、ホテル

や旅館等の活用を含めて検討するように努めるものとする。

⑦ 避難所において、収容人数を超過することがないよう、平時からホームページやＳＮＳ等

を含め、効果的な情報発信の手段について検討する。

⑧ 市長は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所

の開設状況等を適切に胆振総合振興局長を通じて知事へ報告する。

（２） 運営管理等

（略）

① 指定避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避難者、住民、

自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランテ

ィア団体等に対して協力を求めるものとする。

（略）

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画との整

合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．103

Ｐ．104

④ 避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めるものとする。そ

のため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとす

る。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、

し尿・ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措

置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのス

ペースの確保に努めるものとする。なお、家庭動物のためのスペースは、特に冬期を想定し、

屋内に確保することが望ましく、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよ

う、連携に努めるものとする。

（略）

（新設）

⑥～⑫ （略）

（新設）

（新設）

④ 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう実態とニーズ把握

に努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要

な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、

入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・

寒さ対策の必要性、し尿・ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把

握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、避難所における

家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。なお、家庭動物のためのスペースは、

特に冬期を想定し、屋内に確保することが望ましく、獣医師会や動物取扱業者等から必要な

支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。

（略）

⑥ 指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力、ＤＶの発生を防止するため、女性と

男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室、入浴施設等は昼夜問わず安心し

て使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力、ＤＶについての注意喚起のための

ポスターを掲示するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警

察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるも

のとする。

⑦～⑬ （略）

⑭ 指定避難所における感染症対策のため、避難者等の健康状態を確認するとともに、十分な

避難スペースを確保し、定期的に換気を行うなど避難所の衛生環境を確保するよう努めるも

のとする。

⑮ 避難所において感染症が発生又はその疑いがある場合の対応については、感染者の隔離や

病院への搬送方法など、事前に防災担当部署と保健福祉担当部署が連携して、適切な対応を

検討しておくものとし、感染者又は感染が疑われる者が現れた場合は、専用のスペースを確

保し、他の避難者とは区域と動線を分けるなど必要な措置を講じる。

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

番号の繰り下げ

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．104

Ｐ．105

Ｐ．106

（新設）

８ 広域一時滞在
（１） 道内における広域一時滞在

① 市長は、災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における一時的な滞在の

必要があると認めるときは、道内の他の市町村長に被災住民受け入れについて、協議を行う

ものとする。

なお、適当な協議の相手方を見つけられない場合等は、知事に助言を求めるものとする。

（略）

（２） 道外における広域一時滞在

（略）

② 市長は、知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、避難所

の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知するものとする。

（略）

第５節 救助救出計画
災害によって生命、身体の危険な状態になった者の救助救出については、本計画の定めるとこ

ろによる。

市をはじめ救助機関は迅速な救助活動を実施するとともに活動にあたっては各機関相互の情

報交換、担当区域の役割など円滑な連携のもとに実施する。また、被災地の住民や自主防災組織

等は可能な限り救助活動に参加し、被災者の救出に努める。

（略）

８ 広域避難
（１） 広域避難の協議等

市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避

難場所の提供が必要であると判断した場合は、広域避難に係る協議を行うことができる。

（２） 道内における広域避難

市は、道内の他市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、当該市町村に

対して直接協議を行うものとする。

（３） 道外への広域避難

① 市は、他の都府県の市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、道へ当

該他府県との協議を求めるものとする。

② 市は、事態に照らし、緊急を要すると認めるときは、①によらず、知事に報告した上で、

自ら他の市町村に協議できるものとする。

（４） 避難者の受入

市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供すること

についても定めるなど、他の市町村から避難者を受入れることができる施設等をあらかじめ決

定しておくよう努めるものとする。

（５） 関係機関との連携

市、道、運送事業者は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間

で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。

９ 広域一時滞在
（１） 道内における広域一時滞在

① 市長は、災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における一時的な滞在の

必要があると認めるときは、道内の他の市町村長（以下、「協議先市町村長」という。）に被

災住民受け入れについて、協議を行うものとする。

なお、適当な協議の相手方を見つけられない場合等は、知事に助言を求めるものとする。

（略）

（２） 道外への広域一時滞在

（略）

② 市長は、知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、指定避

難所の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知するものとする。

（略）

第５節 救助救出計画
災害によって生命、身体の危険な状態になった者の救助救出については、本計画の定めるとこ

ろによる。

なお、市をはじめ救助機関は迅速な救助活動を実施するとともに、活動にあたっては各機関相

互の情報交換、担当区域の割り振りなど円滑な連携のもとに実施する。

また、被災地の住民や自主防災組織等は可能な限り救助活動に参加し、被災者の救出に努める。

（略）

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

番号の繰り下げ

定義付けを追加

表現の修正

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．107

Ｐ．109

Ｐ．110

第６節 食料供給計画

（略）

２ 食料供給の対象者

（略）

（２） 住家の被害が、全壊（焼）、半壊（焼）、又は床上浸水等であって炊事のできない者

（略）

４ 供給食料の調達先

（略）

（１） （略）

（２） 「災害救助に必要な物資の調達に関する協定」の締結先の店舗（本編第３章第８節救援物

資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画（P64）参照）

（３） （略）

（略）

第７節 衣料・生活必需品等物資供給計画
災害時における被災者に対する寝具、衣料及び生活必需品の給与又は貸与については、本計画

の定めるところによる。

（略）

２ 給（貸）与の対象者

給（貸）与の対象となる者は、災害により住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上浸水し

た者、かつ被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財等を喪失した者で、直ちに日常生活を営

むことが困難である者とする。 〔給（貸）与は、世帯単位で行う。〕

（略）

第８節 石油類燃料供給計画

（略）

１ 実施責任者

（略）

（４） ＬＰＧについては、北海道エルピーガス災害対策協議会と迅速に調達できるよう連絡調整

を行う。

また、都市ガスの供給が停止された場合にＬＰＧの供給を確保し使用する場合は機器の違

いなどに注意し弾力的な運用を図るものとする。

（略）

第６節 食料供給計画

（略）

２ 食料供給の対象者

（略）

（２） 住家の被害が、全壊（焼）、流出、半壊（焼）、又は床上浸水等であって炊事のできない者

（略）

４ 供給食料の調達先

（略）

（１） （略）

（２） 「災害救助に必要な物資の調達に関する協定」の締結先の店舗（本編第３章第８節救援物

資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画（P70）参照）

（３） （略）

（略）

第７節 衣料・生活必需品等物資供給計画
災害時における被災者に対する被服、寝具、その他の生活必需品の給与並びに物資の供給につ

いては、本計画の定めるところによる。

（略）

２ 給（貸）与の対象者
給（貸）与の対象となる者は、災害により住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）又は床上浸水し

た者で、かつ、被服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財等を喪失し、直ちに日常生活を営

むことが困難である者とする。 〔給（貸）与等は、世帯単位で行う。〕

（略）

第８節 石油類燃料供給計画

（略）

１ 実施責任者

（略）

（４） ＬＰＧについては、北海道エルピーガス災害対策協議会と迅速に調達できるよう連絡調整

を行う。

また、都市ガスの供給が停止された場合は、ＬＰＧの供給を確保する必要があるので取扱

いについては弾力的な運用を図るものとする。

（略）

他の条文に合わせた修正

北海道地域防災計画との整

合

ページ数の修正

表現の修正

表現の修正

北海道地域防災計画との整

合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．114

Ｐ．115

第１１節 医療救護計画

（略）

４ 医療救護活動

（略）

（４） 負傷者の搬送

負傷者及び妊産婦の搬送に当たっては、原則として消防及び医療機関の保有する救急車を使

用することとし、軽傷者については一般車両も使用する。

また、緊急に処置を要する負傷者、又は市外の医療機関に搬送を要する負傷者については、

道に対して消防防災ヘリコプターの派遣（北海道消防防災ヘリコプター応援協定及び要請手続

き等は資料編に掲載）又はドクターヘリの派遣を要請する。

（略）

災害時拠点病院

（注１）市立室蘭総合病院、日鋼記念病院、製鉄記念室蘭病院は、道の災害拠点病院（地域災害医

療センター）の指定を受けている。

（注２）離着陸場のＡは、北海道防災航空室に登録している指定離着陸場を使用する場合の区分

Ａ 室蘭岳山麓総合公園運動広場、中島公園野球場

（略）

８ 北海道薬剤師会室蘭支部の協力

（略）

① （略）

② （略）

③ （略）

④ （略）

⑤ （略）

（略）

第１１節 医療救護計画

（略）

４ 医療救護活動

（略）

（４） 負傷者の搬送

負傷者又は妊産婦等の搬送に当たっては、原則として消防及び医療機関の保有する救急車を

使用することとし、軽傷者については一般車両も使用する。

また、緊急に処置を要する負傷者、又は市外の医療機関に搬送を要する負傷者等については、

道に対して消防防災ヘリコプターの派遣（北海道消防防災ヘリコプター応援協定及び要請手続

き等は資料編に掲載）又はドクターヘリの派遣を要請する。

（略）

災害時拠点病院

（注１）市立室蘭総合病院、日鋼記念病院、製鉄記念室蘭病院は、道の災害拠点病院（地域災害医

療センター）の指定を受けている。

（注２）離着陸場のＡは、北海道防災航空室に登録している指定離着陸場を使用する場合の区分

Ａ （削除） 中島公園野球場

（略）

８ 北海道薬剤師会室蘭支部の協力

（略）

（１） （略）

（２） （略）

（３） （略）

（４） （略）

（５） （略）

（略）

表現の修正

指定離着陸場の変更

符号の修正

病 院 名 住 所 電話番号 離着陸場

市立室蘭総合病院 山手町 3-8-1 25-3111 専用施設有

日鋼記念病院 新富町 1-5-13 24-1331 専用施設有

製鉄記念室蘭病院 知利別町 1-45 44-4650 Ａ

大川原脳神経外科病院 寿町 1-10-1 44-1519 Ａ

病 院 名 住 所 電話番号 離着陸場

市立室蘭総合病院 山手町 3-8-1 25-3111 専用施設有

日鋼記念病院 新富町 1-5-13 24-1331 専用施設有

製鉄記念室蘭病院 知利別町 1-45 44-4650 Ａ

大川原脳神経外科病院 寿町 1-10-1 44-1519 Ａ
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．117

Ｐ．118

第１２節 防疫計画

（略）

１ 実施責任者

（略）

（１） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号

（以下「感染症法」という。））に基づくねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の措置を知事

の指示に従い実施する。

（略）

４ 避難所等の防疫指導
市長は、避難所等の応急施設については、次により防疫指導等を実施するものとする。

（１） 健康調査等

避難所等の管理者、市内の衛生管理組織等と連携し、避難者に対し検病調査を実施する等

、避難者の健康状況を適宜把握するとともに、必要に応じて医療機関受診等の保健指導等を

実施する。

（２） 清潔方法、消毒方法等の実施

胆振総合振興局保健環境部保健行政室の指導のもと、避難所等に石鹸及びアルコール消毒液

を配置し手洗いを励行する等、避難所等での清潔方法を指導するとともに、避難者に衣服等

の日光消毒を行うよう指導する。また、必要があるときは、消毒薬等によりトイレ、炊事場

及び洗濯場等の消毒を実施するよう指導する。

（３） 集団給食

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者を持ってあて、できるだけ専従するもの

とする。

また、配膳時の衛生保持及び残廃物、塵芥等の衛生的処理についても指導を徹底させるも

のとする。

（４） 飲料水等の管理

飲料水の水質検査及び消毒については、指導を徹底させるものとする。

第１２節 防疫計画

（略）

１ 実施責任者

（略）

（１） 感染症の発生を予防し、またはまん延を防止するため必要と認めるときは、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号（以下「感染症法」

という。））に基づくねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の措置を知事の指示に従い実施する。

（略）

４ 避難所等の防疫指導
市長は、指定避難所等の応急施設については、次により防疫指導等を実施するものとする。

（１） 健康調査等

指定避難所等の管理者、市内の衛生管理組織等と連携し、避難者の健康状況を適宜把握する

とともに、必要に応じて医療機関受診等の保健指導等を実施する。

（２） 清潔方法、消毒方法等の実施

胆振総合振興局保健環境部保健行政室の指導のもと、指定避難所等での清潔方法を指導する

とともに、避難者に衣服等の日光消毒を行うよう指導する。また、必要があるときは、消毒薬

等によりトイレ、炊事場及び洗濯場等の消毒を実施するよう指導する。

（３） 集団給食

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者を持ってあて、できるだけ専従するもの

とする。

また、配膳時の衛生保持及び残廃物、塵芥等の衛生的処理についても十分指導徹底させるも

のとする。

（４） 飲料水等の管理

飲料水の水質検査及び消毒については、十分指導徹底させるものとする。

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．121

Ｐ．122

Ｐ．124

第１３節 廃棄物等処理及び清掃計画

（略）

６ 死亡獣畜処理方法

（略）

① 環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して埋却の方法で処理すること。

② 移動できないものについては、胆振総合振興局保健環境部長の指導を受け臨機の措置を

講ずるものとする。

③ ①及び②において埋却する場合にあっては１ｍ以上覆土するものとする。

（略）

第１４節 家庭動物等対策計画

（略）

２ 家庭動物等の取扱い
（１） 動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）及び

北海道動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年条例第３号、「条例」という。）に基

づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。

（略）

第１５節 交通対策計画

（略）

２ 緊急輸送のための交通規制
（略）

（２）緊急通行車両の確認手続き等

（略）

③ 緊急通行車両の範囲

（略）

ア 特別警報・警報の発令及び伝達並びに避難勧告、避難指示（緊急）に関する事項

（略）

（３） 規制除外車両

北海道公安委員会は、民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先

すべきものに使用される車両については、通行を認めるものとする。

（略）

第１３節 廃棄物等処理及び清掃計画

（略）

６ 死亡獣畜処理方法

（略）

（１） 環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して埋却及び焼却の方法で処理すること。

（２） 移動できないものについては、胆振総合振興局保健環境部長の指導を受け臨機の措置を

講ずるものとする。

（３） （１）及び（２）において埋却する場合にあっては１ｍ以上覆土するものとする。

（略）

第１４節 家庭動物等対策計画

（略）

２ 家庭動物等の取扱い
（１） 動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）及び北

海道動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年条例第３号、以下この節において「条例」

という。）に基づき、災害時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うもの

とする。

（略）

第１５節 交通対策計画

（略）

２ 緊急輸送のための交通規制
（略）

（２）緊急通行車両の確認手続き等

（略）

③ 緊急通行車両の範囲

（略）

ア 特別警報・警報の発令及び伝達並びに避難指示等に関する事項

（略）

（３） 規制除外車両

北海道公安委員会は、民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先

すべきものに使用される車両であって、公安委員会の意思決定により規制除外車両として

通行を認めるものとする。

（略）

符号の修正

北海道地域防災計画との整

合

表現の修正

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

北海道地域防災計画との整合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．126

第１６節 災害警備計画

（略）

２ 室蘭警察署の措置
室蘭警察署は、北海道警察本部及び関係機関と密接な連携のもとに災害警備諸対策を推進するほ

か、大雨、暴風等各種災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、早期に警戒体制を確立し

て、災害情報の収集並びに住民の生命、身体及び財産を保護し、地域における社会と秩序の維持に

当たるものとする。

（１） 災害警備体制の確立

災害が発生した場合、その災害の規模、態様に応じて別に定めるところにより、室蘭警察署

に災害警備本部を設置するものとする。

（２） 応急対策の実施

ア （略）

イ （略）

ウ 各種災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、関係機関と密接な連携を図るとと

もに、災害の種別、規模及び態様に応じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置に

ついて迅速な広報に努める。

エ （略）

（略）

第１６節 災害警備計画

（略）

２ 室蘭警察署の措置
室蘭警察署は、関係機関と密接な連携のもとに災害警備諸対策を推進するほか、風水害等各種災

害時には、早期に警戒体制を確立して、災害情報の収集及び住民の生命、身体及び財産を保護し、

被災地域における社会秩序の維持に当たるものとする。

（１） 災害警備体制の確立

風水害等各種災害時には、その災害の規模、態様に応じて別に定めるところにより、室蘭警

察署に災害警備本部を設置するものとする。

（２） 応急対策の実施

① （略）

② （略）

③ 風水害等各種災害時には、関係機関と密接な連携を図るとともに、災害の種別、規模及び

態様に応じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置について迅速な広報に努める。

④ （略）

（略）

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合

符号の修正

北海道地域防災計画との整

合
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．127

Ｐ．128

Ｐ．129

第１７節 輸送計画

（略）

１ 輸送の方法・手段
（１） 道路輸送

① 輸送路の決定

（略）

イ 交通規制及び啓開

各道路管理者及び室蘭警察署は、市本部からの連絡に基づき、本章第１５節交通対策計画

（P115）に定めるところにより、必要に応じて輸送のための幹線道路の交通規制を実施し、

及び障害物等を除去する等啓開に努め、緊急輸送路の確保を図るものとする。

② 輸送車両の確保等

（略）

イ 他の機関及び民間車両の調達、輸送等の応援

（略）

（オ） ヤマト運輸株式会社室蘭支店との間で締結している「災害時における物資の緊

急・救援輸送等に関する協定」による緊急・救援輸送等の応援要請

（略）

（４） 航空輸送

（略）

指定離着陸場

※ 上記指定離着陸場のほかに浮体式防災施設（広域防災フロート）及びフェリー埠頭第１バー

スも、ヘリコプターの離着陸場として利用できる。

（略）

３ 緊急輸送業務に従事する車両の確認
緊急輸送業務に従事する車両については、本章の第１５節交通対策計画（P115）に定めるところ

により、知事（胆振総合振興局長）または室蘭警察署長に対して緊急通行車両の確認の申し出を行

い、標章及び証明書の交付を受けるものとする。

第１７節 輸送計画

（略）

１ 輸送の方法・手段
（１） 道路輸送

① 輸送路の決定

（略）

イ 交通規制及び啓開

各道路管理者及び室蘭警察署は、市本部からの連絡に基づき、本編第４章第１５節交通対

策計画（P123）に定めるところにより、必要に応じて輸送のための幹線道路の交通規制を実

施し、及び障害物等を除去する等啓開に努め、緊急輸送路の確保を図るものとする。

② 輸送車両の確保等

（略）

イ 他の機関及び民間車両の調達、輸送等の応援

（略）

（オ） 運送事業者との間で締結している「災害時における物資の緊急・救援輸送等に関

する協定」による緊急・救援輸送等の応援要請

（略）

（４） 航空輸送

（略）

指定離着陸場

※ 上記指定離着陸場のほかに浮体式防災施設（広域防災フロート）及びフェリー埠頭第１バー

スも、ヘリコプターの離着陸場として利用できる。

（略）

３ 緊急輸送業務に従事する車両の確認
緊急輸送業務に従事する車両については、本編第４章第１５節交通対策計画（P123）に定めると

ころにより、知事（胆振総合振興局長）または室蘭警察署長に対して緊急通行車両の確認の申し出

を行い、標章及び証明書の交付を受けるものとする。

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

指定離着陸場の変更

表現の修正

ページ数の修正

名 称 所在地
道

指定

陸上自衛

隊指定

道警察

指定

海上保安

部指定
状況

室蘭岳山麓総合公園運動広場 香川町 224-7 ○ ○ 芝生

祝津グラウンド 祝津町 3-4 ○ ○ 土

中島公園野球場 宮の森町 4-1 ○ ○ 土/芝 生

名 称 所在地
道

指定

陸上自衛

隊指定

道警察

指定

海上保安

部指定
状況

（削除）

（削除）

中島公園野球場 宮の森町 4-1 ○ ○ 土/芝 生
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．132

Ｐ．135

Ｐ．136

第１９節 行方不明者の捜索及び遺体の処理・埋葬計画
災害により行方不明の状態にある者の捜索、遺体の処理及び埋葬の実施については、本計画の

定めるところによる。

１ 実施責任者

（略）

（２） 捜索、収容、検視等

室蘭警察署、室蘭海上保安部

２ 行方不明者の捜索
（１） 捜索の対象

行方不明の状態にある者

（略）

３ 遺体の処理
（１） 趣旨

災害の際死亡した者及び災害による社会混乱のため、その遺族等が遺体の処理を行うことが

できない場合に実施するものである。

（略）

第２０節 文教対策計画

（略）

２ 応急教育の実施

（略）

（１） 学校施設の応急修理

教育委員会は、風水害等により校舎に被害が発生したときは、被害の程度により、応急修理

で対応が可能な場合は直ちに修理を実施して機能の確保に努めるものとする。

なお、復旧については、本編第５章災害復旧・被災者援護計画（P144）に定める。

（２） （略）

（３） 応急教育の要領

（略）

② 特別教育計画による授業の実施にあたって留意すべき事項

（略）

工 学校が避難場所に充当された場合には、特に児童・生徒の指導・管理に注意するととも

に、避難者収容が授業の支障とならないよう配慮する。

第１９節 行方不明者の捜索及び遺体の処理・埋葬計画
災害により行方不明になった者の捜索、遺体の収容処理埋葬の実施については、本計画の定め

るところによる。

１ 実施責任者

（略）

（２） 室蘭警察署

捜索、収容、検視等

（３） 室蘭海上保安部

捜索、収容、検視等

２ 行方不明者の捜索
（１） 捜索の対象

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の状況により既に死亡していると推定さ

れる者。

（略）

３ 遺体の処理
（１） 趣旨

災害の際に死亡した者で災害による社会混乱のため、その遺族等が遺体の処理を行うことが

できない場合に実施するものである。

（略）

第２０節 文教対策計画

（略）

２ 応急教育の実施

（略）

（１） 学校施設の応急修理

教育委員会は、風水害等により校舎に被害が発生したときは、被害の程度により、応急修理

で対応が可能な場合は直ちに修理を実施して機能の確保に努めるものとする。

なお、復旧については、本編第５章災害復旧・被災者援護計画（P152）に定める。

（２） （略）

（３） 応急教育の要領

（略）

② 特別教育計画による授業の実施にあたって留意すべき事項

（略）

工 学校に避難所が開設された場合には、特に児童生徒の指導・管理に注意するとともに、

避難の受入れ収容が授業の支障とならないよう配慮する。

北海道地域防災計画との整

合

実施機関ごとに修正

北海道地域防災計画との整

合

表現の修正

ページ数の修正

北海道地域防災計画との整

合
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Ｐ．137

Ｐ．138

Ｐ．139

Ｐ．140

４ 衛生管理対策

（略）

（２） 校舎の一部に避難者を収容して授業を継続する場合、収容場所との間をできるだけ隔絶す

ること。

（３） 収容施設として使用が終わったときは、校舎全体の清掃及び消毒等を行うものする。

（略）

第２１節 労務供給計画

（略）

３ 室蘭公共職業安定所への要請

（略）

① 職種別、所要労務員数

（略）

第２２節 住宅対策計画

（略）

１ 避難所の開設
市長（担当－生活環境部）は、災害により住家が被害を受け居住の場所を失った者を収容保護す

るため、公共施設等を利用し、避難所を開設するものとする。

（略）

４ 応急仮設住宅の供与

（略）

（７） 資材等の調達

応急仮設住宅建設資材、暖房用燃料等は、関係業者から調達する。調達が困難なときは、道

に斡旋を依頼する。

（略）

４ 衛生管理対策

（略）

（２） 校舎の一部に被災者を受け入れて授業を継続する場合、受入場所との間をできるだけ隔絶

すること。

（３） 受入施設として使用が終わったときは、校舎全体の清掃及び消毒等を行うものする。

（略）

第２１節 労務供給計画

（略）

３ 室蘭公共職業安定所への要請

（略）

① 職種別、所要労務者数

（略）

第２２節 住宅対策計画

（略）

１ 避難所の開設
市長（担当－生活環境部）は、災害により住宅が被害を受け居住の場所を失った者を受入保護す

るため、公共施設等を利用し、避難所を開設するものとする。

（略）

４ 応急仮設住宅の供与

（略）

（７） 資材等の調達

応急仮設住宅建設資材、暖房用燃料等は、関係業者から調達するが、調達が困難なときは、

道に斡旋を依頼する。

（略）

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

表現の修正



第 2編 P. 41

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．140

Ｐ．143

５ 被災住宅に対する対策

（１） 住宅の応急修理

半壊、半焼し、又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすること

ができない者、あるいは、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住

家が半壊した者、に対し救助法を適用して、居室、炊事場、トイレ等必要最小限の応急修理

を実施する。

（略）

第２５節 自衛隊災害派遣要請計画

（略）

２ 災害派遣要請手続き
（１） （略）

① 災害の状況及び自衛隊の派遣を必要とする理由

（略）

（２） （略）

（略）

（※ 災害派遣手続フローは、別図（P137）のとおり）

５ 被災住宅に対する対策

（１） 住宅の応急修理

半壊、半焼し、又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすること

ができない者、あるいは、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家

が半壊した者に対し救助法を適用して、居室、炊事場、トイレ等日常生活に欠くことのできな

い部分で必要最小限の応急修理を実施する。

（略）

第２５節 自衛隊災害派遣要請計画

（略）

２ 災害派遣要請手続き
（１） （略）

① 災害の状況及び自衛隊の派遣を必要とする事由

（略）

（２） （略）

（略）

（※ 災害派遣手続フローは、別図（P145）のとおり）

北海道地域防災計画との整

合

北海道地域防災計画との整

合

ページ数の修正
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Ｐ．145 別図

自衛隊災害派遣手続フロー

※ 市長は、緊急時は直接第７師団、又は、第７１戦車連隊に通知できる。

別図

自衛隊災害派遣手続フロー

※ 市長は、緊急時は直接第７師団、又は、第７１戦車連隊に通知できる。

定義付けによる修正

機構改革による組織名変更

（関係部隊）

通 報

災 害 派 遣 命 令

第７１戦車連隊

(0123)23-2106（代表）

時間内 第３科長

（内線 5530）、FAX（内線 699）

時間外 部隊当直指令

（内線 5502）、FAX（内線 699）

第 ７ 師 団

（0123）23-5131 (代表)
時間内 第３部防衛班長

（内線 2275）、FAX（内線 4107）
時間外 駐屯地当直

（内線 2208）、FAX（内線 4107）

発 災

指 示

本部、警戒本部 市長が要請を決定

要 請

総務部防災対策課長

胆振総合振興局長

地域創生部地域政策課防災係長

電話 24-9570 ＦＡＸ22-5170
ネットワーク局番 79-6-750-2191

通知

（依頼がで

きない場合）

通知

（依頼がで

きない場合）

依 頼

（関係部隊）

通 報

災 害 派 遣 命 令

第７１戦車連隊

(0123)23-2106（代表）

時間内 第３科長

（内線 5530）、FAX（内線 699）

時間外 部隊当直指令

（内線 5502）、FAX（内線 699）

第 ７ 師 団

（0123）23-5131 (代表)
時間内 第３部防衛班長

（内線 2275）、FAX（内線 4107）
時間外 駐屯地当直

（内線 2208）、FAX（内線 4107）

発 災

指 示

市本部（警戒本部） 市長が要請を決定

要 請

総務部防災対策課長

胆振総合振興局長

地域創生部危機対策室主査

電話 24-9570 ＦＡＸ22-5170
ネットワーク局番 79-6-750-2191

通知

（依頼がで

きない場合）

通知

（依頼がで

きない場合）

依 頼
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．148

Ｐ．149

第２７節 災害救助法適用計画

（略）

３ 救助法の適用基準

（略）

（１） （略）

（２） （略）

（３） （略）

（４） （略）

（新設）

４ 救助の実施

（略）

（１） 救助の種類と実施期間

（略）

第２７節 災害救助法適用計画

（略）

３ 救助法の適用基準

（略）

（１） 災害が発生した場合

次に掲げる程度の災害において適用される。

① （略）

② （略）

③ （略）

④ （略）

（２） 災害が発生するおそれがある場合

災害が発生するおそれがある段階において、国が基本法に基づく災害対策本部を設置し、所

管区域を告示し、本市が対象となった場合において適用される。

４ 救助の実施

（略）

（１） 災害が発生した場合

（略）

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

項目の追加、符号の修正

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更救助の種類 実施期間

避難所の設置 （略）

応急仮設住宅の供与 （略）

炊き出しその他による食品の給与 （略）

飲料水の供給 （略）

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 （略）

医療 （略）

助産 分娩の日から７日以内

災害にかかった者の救出 （略）

住宅の応急修理 １か月以内

学用品の給与 （略）

埋葬 （略）

遺体の捜索 （略）

遺体の処理 （略）

障害物の除去 （略）

救助の種類 実施期間

避難所の設置 （略）

応急仮設住宅の供与 （略）

炊き出しその他による食品の給与 （略）

飲料水の供給 （略）

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 （略）

医療 （略）

助産 分べんの日から７日以内

災害にかかった者の救出 （略）

住宅の応急修理
３か月以内（国の災害対策本部が設置された

場合は、６か月以内）

学用品の給与 （略）

埋葬 （略）

遺体の捜索 （略）

遺体の処理 （略）

障害物の除去 （略）
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Ｐ．149

Ｐ．154

Ｐ．155

（新設）

（２） 胆振総合振興局長への報告

市長（担当－総務部）は、前号の救助を実施したときは、直ちに胆振総合振興局長に報告す

る。

（略）

第５章 災害復旧・被災者援護計画

（略）

第３節 被災者援護計画

（略）

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供

（１） 被災者台帳の作成

① 市長は、災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効果的に実

施するため、必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実

施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合

的かつ効率的な実施に努めるものとする。

② 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

（略）

ス 被災者台帳の作成に当たり、行政手続における特定の個人を識別するための法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者

に係る個人番号

（略）

④ 市長は、必要に応じて、被災者台帳（以下、この節において「台帳」という。）の作成の

ため、道や他の市町村等に対して被災者に関する情報の提供を求めることができる。

（略）

（２） 災害が発生するおそれがある場合

（３） 胆振総合振興局長への報告

市長（担当－総務部）は、前号の救助を実施したときは、直ちに胆振総合振興局長に報告す

る。

（略）

第５章 災害復旧・被災者援護計画

（略）

第３節 被災者援護計画

（略）

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供

（１） 被災者台帳の作成

① 市長は、災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効果的に実
施するため、必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実
施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳（以下「台帳」という。）を作
成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。

② 台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

（略）

ス 台帳の作成に当たり、行政手続における特定の個人を識別するための法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者に係る

個人番号

（略）

④ 市長は、必要に応じて、台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者に関する情

報の提供を求めることができる。

（略）

北海道地域防災計画の改定

に基づく変更

番号の繰り下げ

定義付けを追加

定義付けによる変更

定義付けによる変更

定義付けによる変更

救助の種類 実施期間

避難所の設置
救助を開始した日から、災害が発生しないと判

明し、現に救助の必要がなくなった日まで
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頁 現 行 改 定 備 考

P.156

P.158

第３編 地震・津波防災計画
第１章 地震・津波の想定

第１節 過去の地震・津波
１ 地震

室蘭市の震度１以上の地震の発生件数は、年平均８回程度（１９２３年～２０１９年平均）で

あり、太平洋沿岸の地域（釧路・年平均４８回、根室・年平均４４回、浦河・年平均４２回、函

館・年平均２２回）と比較して少ない地域といえる。

また、１９２３年から２０１９年の期間では震度５弱を最大とし、震度４は７回、震度３が５

３回（２年に１回の割合）記録されている。このうち、１９６８年以降の主な被害状況は、次の

とおりである。

第２節 計画で想定する地震と津波
１ 地震
（１） 想定する地震

本計画において想定する地震は、中央防災会議の「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震に関する専門調査部会」で予測した、海溝型地震のうち、市に最も影響のある三陸沖

北部の地震を想定した。

（２） 地震による被害想定

北海道防災会議「地震火山対策部会地震専門委員会」において公表（平成３０年２月）

された被害想定結果を採用した。

① 地震の設定

・ 震源域 三陸沖北部

・ 震源位置 北緯４１度２３分 東経１４１度５６分

・ 地震の規模 マグニチュード８．３

・ 震源の深さ ５７．９km
② 想定される被害

・ 最高震度 ６弱

・ 建物被害 建物全壊数 ４４棟、 建物半壊数 １６６棟

・ 人的被害 死者数 ６人、重傷者数 １２人、軽傷者数 ５０人

・ 避 難 者 避難者数 １７２０人

第３編 地震・津波防災計画
第１章 地震・津波の想定

第１節 過去の地震・津波
１ 地震

室蘭市の震度１以上の地震の発生件数は、年平均９回程度（１９２３年～２０２２年平均）で

あり、太平洋沿岸の地域（釧路・年平均４８回、根室・年平均４４回、浦河・年平均４２回、函

館・年平均２２回）と比較して少ない地域といえる。

また、１９２３年から２０２２年の期間では震度５弱を最大とし、震度４は７回、震度３が５

５回（およそ２年に１回の割合）記録されている。このうち、１９６８年以降の主な被害状況は、

次のとおりである。

第２節 計画で想定する地震と津波
１ 地震
（１） 想定する地震

本計画において想定する地震は、平成 27 年（2015 年）2 月に内閣府に設置された「日

本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会（以下「巨大地震モデル検討会」という。）」

において分析・整理され、令和 2 年（2020 年）4 月に公表された海溝型地震のうち、市

に最も影響のある日本海溝（三陸・日高沖）モデルの地震を想定した。

（２） 地震による被害想定

国の「巨大地震モデル検討会」を基に、「北海道防災会議地震火山対策部会地震専門委

員会」において検討され、令和 4年（2022 年）7月及び 12 月に公表された被害想定結果を

採用した。

① 地震の設定

・ 震源域 三陸・日高沖

（削除）

・ 地震の規模 マグニチュード（Ｍｗ）９．１

（削除）

② 想定される被害

ア 最大震度 ５強

イ 建物被害（全壊棟数）

※揺れ、急傾斜地崩壊、地震火災による消失については、

わずかな被害（５未満）とされている。

ウ 人的被害（死者数）

※建物倒壊、急傾斜地崩壊に伴う人的被害は、わずかな被害（５未満）

とされている。

（削除）

室蘭地方気象台による意見の反

映

国、北海道より公表された日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震モデ

ルへの想定見直し

北海道より公表された被害想定

に基づく変更

区 分 揺 れ 液状化 急傾斜地崩壊
地震火災に

よる消失

全壊棟数（棟） －（※） 約５４０ －（※） －（※）

区 分 建物倒壊 急傾斜地崩壊 地震火災

死者数（人） －（※） －（※） 想定なし
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P.158

P.159

P.160

２ 津波
(略)
（２） 津波による想定被害

① 発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

北海道防災会議地震専門委員会の「北海道に津波被害をもたらす想定地震の再検討の

ためのワーキンググループ（H24.6報告）」で予測した過去の津波堆積物等の最新調査デ
ータを基に、北海道海域での海溝型地震で根室沖から三陸沖北部に至る断層を震源域と

した地震による津波を想定した。

北海道が行った「太平洋沿岸に係る津波浸水予測図」の結果、次のように想定される。

ア 津波の設定

・ 想定津波 根室沖から三陸沖北部に至る幅 140ｋｍ長さ 420ｋｍの短形断層
・ 構造物 効果なし（防波堤、防潮堤、河川堤防等の施設が、全て無効）

・ 潮位（TP） ０．６ｍ（朔望平均満潮位：各月の最高満潮面を平均して潮位）

イ 想定される津波の沿岸最大水位

※北海道が行った「太平洋沿岸に係る津波浸水予測図」を資料編に掲載。

（新規）

２ 津波
(略)
（２） 津波による想定被害

① 発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

地震による被害想定と同様、令和 4 年（2022 年）7 月及び 12 月に公表された北海道太

平洋沿岸における被害想定結果を採用した。

ア 津波の設定

・ 想定津波 北海道太平洋沿岸及び東北地方沿岸に至る幅

・ 構造物 耐震や液状化に対する技術的評価結果が無い場合

・護 岸 構造物なし

・堤 防 堤防高を地震前の 25％の高さとする

・防波堤 構造物なし

として取り扱う。また、

・道 路 地形として取り扱う

・建築物 津波が遡上する時の摩擦（粗度）を設定

とする。

・ 潮位（TP） ０．６ｍ（朔望平均満潮位：各月の最高満潮面を平均した潮位）

イ 想定される津波の沿岸最大水位

※１：地震発生から海岸、海中の人命に影響が出る恐れのある津波による水位変化が

生じるまでの時間

※２：津波による水位変化が初期水位に対して＋20cmとなるまでの時間
※ ：北海道が行った「太平洋沿岸に係る津波浸水予測図」を資料編に掲載

ウ 建物被害（全壊棟数）

建物被害（全壊棟数）は、液状化による被害よりも甚大である。

国、北海道より公表された日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震モデ

ルへの想定見直し

北海道より公表された被害想定

に基づく変更、追加

誤字の修正

北海道より公表された被害想定

に基づく変更、追加地点

沿岸最大水位

（沿岸部に達した時の津

波水位の最大値）

沿岸水深１０ｍ地点で予測される最大水位・影響開

始時間及び第１波到達時間

最大水位 影響開始時間 第１波到達時間

室蘭港 ５．３メートル ２．３メートル ４３分 ８６分

絵鞆町 ５．４メートル ４．６メートル ２０分 ５４分

舟見町 ５．５メートル ５．１メートル ２４分 ５１分

東町 ８．８メートル ７．４メートル ２１分 ４８分

地点

最大津波水位

（最大津波高）

（海岸線におけ

る津波水位の最

大値）

影響開始時間 到達時間

±20cm
※１

＋20cm
※２

第１波 最大波

陣屋町

臨港駅
４．３メートル ２９分 ４５分 ６６分 ６６分

舟見町 ４．９メートル １５分 ３６分 ４４分 ４４分

絵鞆町 ４．９メートル １６分 ４０分 ４７分 １１３分

中島町 ５．３メートル ３２分 ５３分 ７２分 ７２分

海岸町 ５．４メートル ３４分 ５３分 ６１分 １２７分

みゆき町 ８．８メートル ４分 ３４分 ４１分 ４１分

寿 町 ９，２メートル ８分 ３３分 ４１分 ４１分

日の出町 ９，４メートル － － ４０分 ４０分

区 分 津 波

全壊棟数（棟） 約５，９００
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P.160

P.161

（新規） エ 人的被害（死者数）

津波による死者数は、夏の昼のケースが最も多くなると想定されているが、津波情報の

伝達・避難の呼びかけに加え、地震発生後に直ちに避難行動をとることで、被害を大きく

軽減させることができると推計されている。

オ 人的被害（低体温症要対処者数）

津波から逃れた後、屋外で長時間寒冷状況にさらされた場合の低体温症要対処者数は、

冬の深夜の場合約 ３，９００人と想定されている。

カ 避難者数（早期避難率低）

本市においては昼間人口が多いことから、夏・昼における避難者数が多くなると想定さ

れる。

※ 夏・昼の浸水域内人口約 46,000 人、死者数約 11,000 人、重傷者数約 260 人

キ 断水人口（津波浸水や停電・揺れ等による被害）

ク 停電軒数（津波や火災・揺れ等による被害）

北海道より公表された被害想定

に基づく追加

区 分
津波による死者数（人）

早期避難率高＋呼びかけ 早期避難率低

夏・昼 約 ６０ 約１１，０００

冬・夕 約２６０ 約 ８，５００

冬・深夜 約 ５０ 約 ４，８００

区 分
避難者数（人）

夏・昼

避難者（浸水域内人口－（死者数＋重傷者数）※ 約３５，０００

避難者総数（浸水域内人口全員が避難） 約４６，０００

避難所避難者数 約３１，０００

避難所外避難者数 約１５，０００

区 分 被災直後 被災１日後 被災２日後 復旧予測日数

断水人口（人） 約５１０ 約４７０ 約４６０ 冬 3 日、冬以外 1 日程度

区 分 被災直後 被災１日後 被災２日後 被災１週間後

停電軒数（棟） 約１１，０００
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P.162

P.163

第２章 災害通信計画

第１節 地震・津波情報等の伝達計画
１ 地震情報及び伝達
（１） 緊急地震速報等

① 緊急地震速報の発表等

気象庁は、震度 5弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想された地
域に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、

ラジオを通じて住民に提供する。

なお、震度が６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、特別警報（地震動特別警

報）に位置づけられる。

注） 緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解

析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知

らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない。

(略)

② 地震情報

第２章 災害通信計画

第１節 地震・津波情報等の伝達計画
１ 地震情報及び伝達
（１） 緊急地震速報等

① 緊急地震速報の発表等

気象庁は、最大震度 5弱以上または長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、
震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域に対し、緊急地震速報を発表す

る。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。

なお、震度が６弱以上または長周期地震動階級４以上の揺れが予想されるた緊急地震速報

は、特別警報（地震動特別警報）に位置付けられる。

注） 緊急地震速報は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析するこ

とにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警

報である。解析や伝達に一定の時間（数秒程度）がかかるため、内陸の浅い場所で地震

が発生した場合などにおいて、震源に近い場所への緊急地震速報の提供が強い揺れの到

達に原理的に間に合わない。

(略)

② 地震情報の種類、発表基準と内容

室蘭地方気象台による意見の反

映

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

室蘭地方気象台による意見の反

映種 類 発 表 基 準 内 容

震度速報 (略) (略)
震源に関す

る情報
(略) (略)

震源・震度

に関する情

報

以下のいずれかを満たした場合

・震度３以上

・大津波警報・津波警報または津波

注意報発表時

・若干の海面変動が予想される場合

・緊急地震速報（警報）を発表した

場合

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度３以上の地域名と市町村名を発表

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村名を発表

各地の震度

に関する情

報

・震度１以上

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その地点名を発表

（新設）

遠地地震に

関する情報

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等

・マグニチュード 7.0以上
・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな

地震を観測した場合

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規模

（マグニチュード）を概ね 30分以内に発表
日本や国外への津波の影響に関しても記述して発

表

その他の情

報
(略) (略)

推計震度分

布図
(略) (略)

種 類 発 表 基 準 内 容

震度速報 (略) (略)
震源に関す

る情報
(略) (略)

震源・震度

情報

以下のいずれかを満たした場合

・震度１以上

・津波警報・注意報発表または若干

の海面変動が予想された場合

・緊急地震速報を発表した場合

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度１以上を観測した地点と観測した震

度を発表。それに加えて、震度３以上を観測した

地域名と市町村毎の観測した震度を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村・地点名

を発表。

（削除）

長 周 期 地

震 動 に 関

する情報

震度１以上を観測した地震のう

ち、長周期地震動階級１以上を観

測した場合

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の最

大値のほか、地点毎に、長周期地震動階級や長

周期地震動の周期別階級等を発表。

遠地地震に

関する情報

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等※

・マグニチュード 7.0以上
・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな

地震を観測した場合

※国外で発生した大規模噴火を覚知

した場合にも発表することがある

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規模

（マグニチュード）を概ね 30分以内に発表※

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発

表。

※国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は 1
時間半～2時間程度で発表

その他の情

報
(略) (略)

推計震度分

布図
(略) (略)
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P.163

P.164

P.165

③ 地震活動に関する解説情報等

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台

等が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページなどでも発表している資料。

・地震解説資料

担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や担当区域

内で震度４以上の揺れを観測した時などに防災等に係る活動の利用に資するよう緊急地震

速報、大津波警報・津波警報・津波注意報ならびに地震および津波に関する情報や関連資

料を編集した資料。

・管内地震活動図及び週間地震概況

地震及び津波に係る災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援するために

管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成する地震活動状況等に関する資料。気象庁本

庁、管区気象台及び沖縄気象台は週毎の資料を作成し（週間地震概況）、毎週金曜日に発表

している。

（３） 震度速報、震源・震度に関する情報の発表に用いる地域名と市町村名

③ 地震活動に関する解説資料等

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台

等が関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。

（３） 震度速報、震源・震度情報の発表に用いる地域名と市町村名

室蘭地方気象台による意見の反

映

種 類 発 表 基 準 内 容

地震解説資

料（全国速

報版・地域

速報版）

以下のいずれかを満たした場合に、

一つの現象に対して一度だけ発表

・津波警報・注意報発表時（遠地地

震による発表時除く）

・（担当地域で）震度４以上を観測

（ただし、地震が頻発している場合、

その都度の発表はしない。）

地震発生後 30分程度を目途に、地方公共団体が
初動期の判断のため、状況把握等に活用できるよ

うに、地震の概要、震度や長周期地震動階級に関

する情報、津波警報や津波注意報等の発表状況等、

及び津波や地震の図状況を取りまとめた資料。

・全国速報版

上記内容について、全国の状況を取りまとめた資

料。

・地域速報版

上記内容について、発表基準を満たした都道府県

別に取りまとめた資料。

地震解説資

料（全国詳

細版・地域

詳細版）

以下のいずれかを満たした場合に発

表するほか、状況に応じて必要とな

る続報を適宜発表

・津波警報・注意報発表時
・（担当地域で）震度５弱以上を観

測

・社会的に関心の高い地震が発生

地震発生後1～2時間を目途に第１号を発表する。
・全国詳細版

地震や津波の特徴を解説するため、防災上の留意

事項やその後の地震活動の見通し、津波や長周期

地震動の観測状況、緊急地震速報の発表状況、周

辺の地域の過去の地震活動など、より詳しい状況

等を取りまとめた資料。

・地域詳細版

全国詳細版発表以降に状況に応じて必要となる続

報を適宜発表するとともに、状況に応じて適切な

解説を加えることで、防災対応を支援する資料（地

域の地震活動状況に応じて、単独で提供されるこ

ともある）。

地震活動図 ・定期（毎月初旬）

地震・津波に係る災害予想図の作成、その他防災

に係る活動を支援するために、（毎月の都道府県内

及び）その地方の地震活動の状況をとりまとめた

地震活動の傾向等を示す資料。

週間地震概

況
・定期（毎週金曜）

防災に係る活動を支援するため、週ごとの全国の

震度などを取りまとめた資料。
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P.167

P.168

２ 津波情報及び伝達
（１） 大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報及び津波情報

① 大津波警報・津波警報・津波注意報

（略）

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の発表基準

２ 津波情報及び伝達
（１） 大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報及び津波情報

① 大津波警報・津波警報・津波注意報

（略）

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の発表基準

室蘭地方気象台による意見の反

映

津波警報等の種類 発表基準
津波の高さ予想の

区分

発表される津波の高さ

とるべき行動

数値での発表

定性的表現での

発表

※

大津波警報

（特別警報）

予想される津波の高

さが高いところで３

ｍを超える場合

10ｍ＜高さ 10ｍ超

巨大

陸域に津波が及び浸水す

るおそれがあるため、沿岸

部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルな

ど安全な場所へ避難する。

警報が解除されるまで安

全な場所から離れない。

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ

津波警報

予想される津波の高

さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下

の場合

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報

予想される津波の高

さが高いところで

０．２ｍ以上、１ｍ

以下の場合であっ

て、津波による災害

のおそれがある場合

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ （表記なし）

陸域では避難の必要はな

い。海の中にいる人はただ

ちに海から上がって、海岸

から離れる。海水浴や磯釣

りは危険なので行わない。

注意報が解除されるまで

海に入ったり海岸に近付

いたりしない。

津波警報等の種

類
発表基準

津波の高さ予想の

区分

発表される津波の高さ

とるべき行動
数値での発

表

定性的表現で

の発表

※

大津波警報

（特別警報）

予想される津波の高

さが高いところで３

ｍを超える場合

10ｍ＜高さ 10ｍ超

巨大

巨大な津波が襲い、木造家

屋が全壊・流出し、人は津

波による流れに巻き込ま

れる。沿岸部や川沿いにい

る人は、ただちに高台や津

波避難ビルなど安全な場

所へ避難する。警報が解除

されるまで安全な場所か

ら離れない。

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ

津波警報

予想される津波の高

さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下

の場合

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生

する。人は津波による流れ

に巻き込まれる。沿岸部や

川沿いにいる人は、ただち

に高台や津波避難ビルな

ど安全な場所へ避難する。

警報が解除されるまで安

全な場所な場所から離れ

ない。

津波注意報

予想される津波の高

さが高いところで

０．２ｍ以上、１ｍ

以下の場合であっ

て、津波による災害

のおそれがある場合

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ （表記なし）

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養殖

いかだが流出し小型船が

転覆する。海の中にいる人

はただちに海から上がっ

て、海岸から離れる。海水

浴や磯釣りは危険なので

行わない。

注意報が解除されるまで

海に入ったり海岸に近付

いたりしない。
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頁 現 行 改 定 備 考

P.169

P.170

② 津波情報
気象庁は津波警報等を発表した場合、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどをお

知らせする。また、実際に津波を観測した場合には、観測した津波の時刻や高さをお知らせす

る。

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について

第１波については、到達時刻と押し引きのみ発表する。最大波については、その時点ま

でに得られた最大波の高さとその観測時刻を発表するが、大津波警報や津波警報の発表中

において、その観測値が予想される津波の高さより十分小さい場合は、安心情報と受け取

られないよう、数値ではなく「観測中」と発表する。

最大波の観測値を数値で発表する基準

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について

第１波については、沖合での観測時刻と押し引きのみ発表する。最大波については、そ

の時点までに得られた沖合での最大波の高さとその観測時刻を発表する。また、津波は沖

合ではまだ小さいため、沖合の観測値から推定される沿岸での津波の高さ及び沿岸への推

定到達時刻も併せて発表する（沖合の観測点が比較的沿岸に近く、推定が可能な場合の

み）。

これらの観測値や推定値は、沖合の観測値から推定される沿岸での津波の高さが予想さ

れる津波の高さより小さい場合は、安心情報と受け取られないよう、数値ではなく「観測

中」や「推定中」と発表する。

② 津波情報
気象庁は津波警報等を発表した場合、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどをお

知らせする。また、実際に津波を観測した場合には、観測した津波の時刻や高さをお知らせす

る。

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測された

最大波の観測時刻と高さを発表する

・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、

観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が

到達中であることを伝える。

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大

波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定され

る沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波

予想区単位で発表する。

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同様に避難行動への影響を考慮

し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中の

予報区において、沿岸で推定される津波高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言

葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。

室蘭地方気象台による意見の反

映

情報の種類 発 表 内 容

津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報
（略）

各地の満潮時刻・津波の到達予想

時刻に関する情報
（略）

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１）

沖合の津波観測に関する情報
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び各津波予報区で推

定される沿岸での津波の到達時刻や高さを発表（※２）

津波に関するその他の情報 （略）

発表中の警報等 観測値を数値で発表する基準

大津波警報（特別警報） 観測値＞1 ｍ （基準に達しない場合、「観測中」と発表する）

津波警報 観測値≧0.2 ｍ（基準に達しない場合、「観測中」と発表する）

津波注意報 すべて数値で発表（ごく小さい場合は「微弱」と表現）

情報の種類 発 表 内 容

津波到達予想時刻・予想される津波

の高さに関する情報
（略）

各地の満潮時刻・津波の到達予想時

刻に関する情報
（略）

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１）

沖合の津波観測に関する情報
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び各津波予報区で推

定される沿岸での津波の到達時刻や高さを発表（※２）

津波に関するその他の情報 （略）

警報等の発表

状況
観測された津波の高さ 内容

大津波警報

（特別警報）

１ｍ超 数値で発表

１ｍ以下 「観測中」と発表

津波警報
0.2ｍ以上 数値で発表

0.2ｍ未満 「観測中」と発表

津波注意報 （すべての場合）
数値で発表（津波の高さがごく小さ

い場合は「微弱」と表現）



第 3編 P. 8

頁 現 行 改 定 備 考

P.170

P.171

最大波の観測値及び推定値を数値で発表する基準

③ 津波予報

気象庁は地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合、以下の内容を発表する。

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容

③ 津波予報

気象庁は地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合、以下の内容を発表する。

津波予報の発表基準と発表内容

室蘭地方気象台による意見の反

映

表題の追加

発表中の警報等 観測値及び推定値を数値で発表する基準

大津波警報

沿岸の推定値＞３ｍ

（基準に達しない場合、沖合の観測値は「観測中」、

沿岸の推定値は「推定中」と発表する）

津波警報

沿岸の推定値＞１ｍ

（基準に達しない場合、沖合の観測値：「観測中」、

沿岸の推定値：「推定中」と発表する）

津波注意報 すべて数値で発表

発 表 基 準 発 表 内 容

津波予報

津波が予想されないとき

（地震情報に含めて発表）
（略）

０.２ｍ未満の海面変動が予想
されたとき（津波に関するその

他の情報に含めて発表）

（略）

津波注意報解除後も海面変動

が継続するとき

（津波に関するその他の情報

に含めて発表）

（略）

警報等の発表

状況
沿岸で推定される津波の高さ 内容

大津波警報

（特別警報）

３ｍ超
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表

３ｍ以下
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表

津波警報

１ｍ超
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表

１ｍ以下
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表

津波注意報 （すべての場合）
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表

発 表 基 準 発 表 内 容

津波予報

津波が予想されないとき

（地震情報に含めて発表）
（略）

０.２ｍ未満の海面変動が予想
されたとき（津波に関するその

他の情報に含めて発表）

（略）

津波注意報解除後も海面変動

が継続するとき

（津波に関するその他の情報

に含めて発表）

（略）
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P.173 （４） 住民等への警報・注意報伝達は、次のとおりである。 （４） 住民等への警報・注意報伝達は、次のとおりである。

機構改革による組織名変更等

伝達系統の変更

財団法人

気象業務支援センター

胆
振
総
合
振
興
局
地
域
政
策
課

２
４
‐
９
５
７
０

東
日
本
電
信
電
話
㈱(

五
反
田
セ
ン
タ)

消
防
署

支
署
・
出
張
所

室蘭地方気象台

（対策通報） （警報表題のみ）

市 長

副市長

消
防
団
本
部

各
分
団

市の非常配備体制

沿岸住民 ・ 海水浴客等

室蘭警察署

46-0110

交番

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

（要請）

消
防
署
通
信
指
令
室

４
３
‐
０
１
１
９

北
海
道
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課

０
１
１
‐
２
５
１
‐
０
１
１
０

室
蘭
海
上
保
安
部
警
備
救
難
課

２
３
‐
３
１
３
２

室
蘭
開
発
建
設
部
防
災
対
策
官

２
５
‐
７
０
５
２

北
海
道

気象庁

札幌管区気象台

札
幌
管
区

気
象
台

北
海
道

開
発
局

(

一
社
）
日
本
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
協
会

室蘭市防災対策課

25-2244
夜間・休日 当直室

22-1111

Ｎ
Ｈ
Ｋ
室
蘭
放
送
局

２
４
‐
３
１
０
８

Ｎ
Ｈ
Ｋ
室
蘭
放
送
局

２
４
‐
３
１
０
８

（警報表題のみ）（対策通信）

（要請）

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

消
防
庁

警
察
庁

気象庁

東
日
本
電
信
電
話
㈱

北
海
道(

危
機
対
策
課)

胆
振
総
合
振
興
局
危
機
対
策
室

２
４
・
９
５
７
０

室
蘭
市
消
防
署
通
信
指
令
室

４
３
‐
０
１
１
９

北
海
道
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課

０
１
１
‐
２
５
１
‐
０
１
１
０

防
災
関
係
機
関

第
一
管
区
海
上
保
安
本
部

北
海
道
開
発
局

室
蘭
開
発
建
設
部
防
災
対
策
官

２
５
‐
７
０
５
２

室
蘭
海
上
保
安
部
警
備
救
難
課

２
３
‐
３
１
３
２

室蘭地方気象台

札幌管区気象台

消
防
団
本
部

各
分
団

消
防
署

支
署
・
出
張
所

室
蘭
警
察
署

４
６
・
０
１
１
０

交
番

(

一
社
）
日
本
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
協

会

市 長

副市長

室蘭市防災対策課

25-2244

夜間・休日 当直室

22-1111

市の非常配備体制

沿岸住民 ・ 海水浴客等
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頁 現 行 改 定 備 考

P.174 ３ 災害発見者の通報義務等
（１） 通報義務者及び通報先

地震が発生し、または津波警報等が発表されている場合等において、家屋の倒壊、火災、崖

崩れ等の災害を発見し、又は災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は延滞な

く、その状況を通報しなければならない。

なお、通報先及び関係機関の措置については第２編 第２章災害通信計画 第 1節気象
業務に関する計画 ３異常現象を発見した者の措置等（P47）による。

第２節 災害通信計画
地震・津波災害時における災害情報収集・伝達及び被害報告等の通信連絡の方法は、第２編風

水害防災計画 第２章災害通信計画 第２節災害通信計画（P48）の規定に準じる。

第３節 災害情報等の収集・伝達計画
地震・津波災害における災害情報収集・伝達及び被害報告等の報告については、第２編風水害

防災計画 第２章災害通信計画 第３節災害情報等の収集・伝達計画（P50）の規定に準じる。

３ 災害発見者の通報義務等
（１） 通報義務者及び通報先

地震が発生し、または津波警報等が発表されている場合等において、家屋の倒壊、火災、崖

崩れ等の災害を発見し、又は災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は延滞な

く、その状況を通報しなければならない。

なお、通報先及び関係機関の措置については第２編第２章第１節気象業務に関する計画

３異常現象を発見した者の措置等（P51）による。

第２節 災害通信計画
地震・津波災害時における災害情報収集・伝達及び被害報告等の通信連絡の方法は、第２編第

２章第２節災害通信計画（P53）の規定に準じる。

第３節 災害情報等の収集・伝達計画
地震・津波災害における災害情報収集・伝達及び被害報告等の報告については、第２編第２章

第３節災害情報等の収集・伝達計画（P55）の規定に準じる。

表現の修正

表現の修正

表現の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

P.175

P.178

P.179

第３章 災害予防計画

第１節 地震・津波に強いまちづくりの推進計画

(略)

１ 地震に強いまちづくり
(略)

（２） 市及び防災関係機関は、ビル、大型店舗、駅など不特定多数のものが利用する都市の施設

等の地震発生時における安全性の確保の重要性を考慮し、これらの施設における安全確保対

策及び発災時の応急体制の整備を強化する。

第２節 津波災害予防計画

(略)

２ 予防対策
津波の発生を予知し、防御することは極めて困難なことであるが、この予防対策として、

市は過去の被害状況や道の「平成２４年度太平洋沿岸に係る津波浸水予測図」「平成１８年

度津波浸水予測図」の成果を踏まえて、一次避難場所や防災行政無線など住民への多重化

された情報伝達手段の整備を図るとともに、住民が迅速な避難行動を取れるよう、津波避

難計画の策定やハザードマップ（災害危険区域予測図）を配布するとともに、津波に関す

る掲示板等を設置し、地震・津波防災上必要な教育及び広報を継続的に推進するものとす

る。

第３節 土砂災害予防計画
地震動に起因する急傾斜地の崩壊等による災害を予防するための計画は、第２編風水害防災計

画 第３章災害予防計画 第５節土砂災害予防計画（P60）の規定に準じる。

第４節 消防計画
地震・津波による災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、消防機関がその機能

を十分に発揮するため、平常時並びに非常時における消防体制、活動及び消防力の整備等につい

て、大綱を定めるものであり、第２編風水害防災計画 第３章災害予防計画 第７節消防計画

（P63）の規定に準じ、その運用等の内容については消防本部が別途定める。

第５節 救援物資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画
地震・津波災害時において、食糧、飲料水、寝具及び衣料品等の生活必需品など市民の生活を

守る救援物資等を迅速に確保し、応急対策活動を円滑に実施するための計画は、第２編風水害防

災計画 第３章災害予防計画 第８節救援物資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画

（P64）の規定に準じるものとし、市は、市としての最小限の備蓄及び民間等からの調達体制の

整備に努めるものとする。

第３章 災害予防計画

第１節 地震・津波に強いまちづくりの推進計画

(略)

１ 地震に強いまちづくり
(略)

（２） 市及び防災関係機関は、ビル、大型店舗、駅など不特定多数のものが利用する都市の施設

等の地震災害時における安全性の確保の重要性を考慮し、これらの施設における安全確保対

策及び発災時の応急体制の整備を強化する。

第２節 津波災害予防計画

(略)

２ 予防対策
津波の発生を予知し、防御することは極めて困難なことであるが、この予防対策として、市

は過去の被害状況や道の「令和３年度北海道太平洋沿岸における津波浸水想定区域図」の成

果を踏まえて、一次避難場所や防災行政無線など住民への多重化された情報伝達手段の整備

を図るとともに、住民が迅速な避難行動を取れるよう、津波避難計画の策定やハザードマッ

プ（災害危険区域予測図）を配布するとともに、津波に関する掲示板等を設置し、地震・津

波防災上必要な教育及び広報を継続的に推進するものとする。

第３節 土砂災害予防計画
地震動に起因する急傾斜地の崩壊等による災害を予防するための計画は、第２編第３章第５節

土砂災害予防計画（P66）の規定に準じる。

第４節 消防計画
地震・津波による災害時において、消防機関がその機能を十分に発揮するため、平常時並びに

非常時における消防体制、活動及び消防力の整備等について、大綱を定めるものであり、第２編

第３章第７節消防計画（P69）の規定に準じ、その運用等の内容については消防本部が別途定め

る。

第５節 救援物資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画
地震・津波災害時において、食料、飲料水、寝具及び衣料品等の生活必需品など市民の生活を

守る救援物資等を迅速に確保し、応急対策活動を円滑に実施するための計画は、第２編第３章第

８節救援物資等の備蓄、調達計画及び防災資機材等の整備計画（P70）の規定に準じるものとし、

市は、市としての最小限の備蓄及び民間等からの調達体制の整備に努めるものとする。

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

北海道より新たに公表された浸

水想定への変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

文言の修正

表現の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

P.179

P.180

P.181

第６節 避難体制整備計画
地震・津波災害から住民の生命・身体を保護するため、安全な避難所等を確保することが重要

である。避難所等に関する計画は、第２編風水害防災計画 第３章災害予防計画 第９節避難体

制整備計画（P70）の規定に準じるほか、地震・津波の災害時において次に掲げる避難体制整備

等を追加して実施するものとする。

(略)

２ 指定緊急避難場所の指定方針
（１） 津波に対する構造安全性

原則として RC または SRC 構造とし、想定浸水深に応じて、階数（想定浸水深２ｍの場合は

３階建て以上（想定浸水深１ｍ以下であれば２階建てでも可）、３ｍの場合は４階建て以上）

や津波の進行方向の奥行きを考慮する。

(略)

第７節 避難行動要支援者対策計画
高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等必要な情報を迅速且つ的確に把握し、地震・津

波から自らを守るため、安全な場所に避難するなどの一連の行動をとるのに支援を要する人々の

安全確保に関する計画は、第２編風水害防災計画 第３章災害予防計画 第１０節避難行動要支

援者対策計画（P75）の規定に準じる。

第８節 自主防災組織育成等に関する計画
大規模な地震・津波発生時においては、公的機関による防災活動のみならず、地域住民及び事

業所等による自主的な初動対応が被害の防止、軽減に大きな役割を果たすことから、これらの組

織化を図ることが極めて重要である。

このため市は、第２編風水害防災計画 第３章災害予防計画 第１１節自主防災組織育成等に

関する計画（P79）の規定に準じて、住民の連帯意識に基づく自主防災組織の結成の促進、及び

事業所の自衛消防組織の拡大に努めるものとする。

また、その際、女性の参画の推進に努めるものとする。

第９節 防災知識の普及・啓発計画
地震・津波災害は広範囲にわたり、同時に火災、救助・救急事象が発生するとともに、ライフ

ラインや交通網が断絶するなどの複合した被害をもたらし、又、発生時の季節、時間、気象条件

等によっても被害の態様が異なってくる。

このため、地震・津波による被害の軽減を図るためには、地震・津波防災に関する正しい知識

と行動力を養うことが不可欠であり、風水害等による災害も含め、防災関係機関のみならず、住

民や事業所等がこのことを十分に理解し、防災意識の普及・高揚によって社会全体としての防災

能力の向上を図ることに関する計画は、第２編風水害防災計画 第３章災害予防計画 第１２節

防災知識の普及・啓発計画（P81）の規定に準じるほか、市民や児童・生徒等に対し次に掲げる

防災知識の啓発等を追加して実施するものとする。

(略)

第６節 避難体制整備計画
地震・津波災害から住民の生命・身体を保護するため、安全な避難所等を確保することが重要

である。避難所等に関する計画は、第２編第３章第９節避難体制整備計画（P76）の規定に準じ

るほか、地震・津波の災害時において次に掲げる避難体制整備等を追加して実施するものとする。

(略)

２ 指定緊急避難場所の指定方針
（１） 津波に対する構造安全性

原則として RCまたは SRC 構造とし、想定浸水深に津波が建物等に衝突した際のせり上がり

高さを加えた「基準水位」を考慮する。

(略)

第７節 避難行動要支援者対策計画
高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等必要な情報を迅速且つ的確に把握し、地震・津

波から自らを守るため、安全な場所に避難するなどの一連の行動をとるのに支援を要する人々の

安全確保に関する計画は、第２編第３章第１０節避難行動要支援者対策計画（P80）の規定に準

じる。

第８節 自主防災組織育成等に関する計画
大規模な地震・津波災害時においては、公的機関による防災活動のみならず、地域住民及び事

業所等による自主的な初動対応が被害の防止、軽減に大きな役割を果たすことから、これらの組

織化を図ることが極めて重要である。

このため市は、第２編第３章第１１節自主防災組織育成等に関する計画（P85）の規定に準じ

て、住民の連帯意識に基づく自主防災組織の結成の促進、及び事業所の自衛消防組織の拡大に努

めるものとする。

また、その際、女性の参画の推進に努めるものとする。

第９節 防災知識の普及・啓発計画
地震・津波災害は広範囲にわたり、同時に火災、救助・救急事象が発生するとともに、ライフ

ラインや交通網が断絶するなどの複合した被害をもたらし、又、災害時の季節、時間、気象条件

等によっても被害の態様が異なってくる。

このため、地震・津波による被害の軽減を図るためには、地震・津波防災に関する正しい知識

と行動力を養うことが不可欠であり、風水害等による災害も含め、防災関係機関のみならず、住

民や事業所等がこのことを十分に理解し、防災意識の普及・高揚によって社会全体としての防災

能力の向上を図ることに関する計画は、第２編第３章第１２節防災知識の普及・啓発計画（P88

）の規定に準じるほか、市民や児童・生徒等に対し次に掲げる防災知識の啓発等を追加して実施

するものとする。

(略)

表現の修正

津波災害警戒区域の指定に伴い、

「基準水位」が示されたことによ

る変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

P.181

P.182

P.185

第１０節 防災訓練計画
災害応急対策活動の迅速かつ円滑な実施を図るため、各防災機関が防災上の責務の遂行に必要

な技術・技能の向上と、住民の防災知識の普及・啓発を図ることを目的とした防災訓練の実施に

関する計画は、第２編風水害防災計画 第３章災害予防計画 第１３節防災訓練計画（P83）の

規定に準じるほか、次に掲げる訓練について追加するよう周知に努める。

(略)

第１１節 業務継続計画の策定

１ 市の業務継続計画
大規模地震の発生時に、市の業務継続を図る体制を確保するため、事前に行うべき資源（職員

、資機材及び情報等）の確保・配分や必要な対策については、本計画の定めるところによる。

(略)

（３）被害想定

※第３編 地震・津波防災計画 第１章地震・津波の想定 第２節 計画で想定する地震と津波

１地震（P147）による。

（１）地震の設定及び想定される被害

・ 想定する地震 ：三陸沖地震

・ マグニチュード：８．３

・ 震源の深さ：５７．９ｋｍ

・ 最高震度：震度６弱

・ 人的被害：死者数６人、重傷者数１２人、軽傷者数５０人

・ 建物被害：全壊４４棟、半壊１６６棟

・ 避難者数：１，７２０人

（５）非常時優先業務の執行体制の確保

①職員の配備体制

職員の非常配備体制については、第１編総則・防災組織 第２節災害対策本部 ４非常配備体

制（P17）による。

(略)

③職員の参集

・ 職員の参集

職員の参集については、第３編地震・津波防災計画 第４章災害応急対策計画 第２節職員動

員計画（P181）による。

（略）

第１０節 防災訓練計画
災害応急対策活動の迅速かつ円滑な実施を図るため、各防災機関が防災上の責務の遂行に必要

な技術・技能の向上と、住民の防災知識の普及・啓発を図ることを目的とした防災訓練の実施に関

する計画は、第２編第３章第１３節防災訓練計画（P90）の規定に準じるほか、次に掲げる訓練に

ついて追加するよう周知に努める。

(略)

第１１節 業務継続計画の策定

１ 市の業務継続計画
大規模地震災害時に、市の業務継続を図る体制を確保するため、事前に行うべき資源（職員、

資機材及び情報等）の確保・配分や必要な対策については、本計画の定めるところによる。

(略)

（３）被害想定

※本編第１章第２節 計画で想定する地震と津波 １地震（P158）による。

① 地震の設定及び想定される被害

・ 想定する地震 ：日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震（三陸・日高沖）

・ マグニチュード（Ｍｗ）：９．１

（削除）

・ 最大震度：震度５強

・ 人的被害：建物倒壊、急傾斜地崩壊に伴う死者数は、わずかな被害（５未満）

・ 建物被害：液状化 約５４０棟

揺れ、急傾斜地崩壊、地震火災による消失については、わずかな被害

（５未満）

（削除）

（５）非常時優先業務の執行体制の確保

①職員の配備体制

職員の非常配備体制については、第１編第２節４非常配備体制（P18）による。

(略)

③職員の参集

・ 職員の参集

職員の参集については、本編第４章第２節職員動員計画（P192）による。

(略)

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

国、北海道より公表された日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震モデ

ルへの想定見直し

表現の修正

表現の修正



第 3編 P. 14

頁 現 行 改 定 備 考

P.188

P.189

P.190

（６）業務執行環境の整備

④通信手段等の確保

（略）

・ 情報収集体制の確立

※初動期の情報収集体制の確立

災害情報の収集については、第３編地震・津波防災計画 第２章災害通信計画 第３節災

害情報等の収集・伝達計画（P162）による他、初動期の情報不足を補完するため、市は、職員

が登庁する際に重要な施設や主要幹線道路、鉄道網、橋りょうなどの重要なインフラの被害状

況を確認しながら参集時に情報収集するなどの仕組みを検討するものとする。

（略）

３ 室蘭港港湾ＢＣＰ
大規模地震等による災害発生時において、室蘭港内における二次災害発生の抑止、機能の低下

を抑制、及び港湾機能の早期復旧活動等については、室蘭港港湾 BCP協議会が定める「室蘭港
港湾ＢＣＰ」に基づくものとする。

６ ＩＣＴ－ＢＣＰ
業務のＩＣＴへの依存度が高い今日においては、ＩＣＴの利活用の有無が初動業務の迅速性に

大きな影響を与えることが想定されるため、大規模災害が発生した場合における住民の安全確保

や平常時の重要業務の早期復旧活動等については、「ＩＣＴ－ＢＣＰ」に基づくものとする。

８ 室蘭市議会業務継続計画（BCP）
大規模災害が発生した場合、市議会における迅速な議会機能回復とその維持のための各役割

や対応等については「室蘭市議会ＢＣＰ」に基づくものとする。

（６）業務執行環境の整備

④通信手段等の確保

（略）

・ 情報収集体制の確立

※初動期の情報収集体制の確立

災害情報の収集については、本編第２章第３節災害情報等の収集・伝達計画（P174）に

よる他、初動期の情報不足を補完するため、市は、職員が登庁する際に重要な施設や主要幹線

道路、鉄道網、橋りょうなどの重要なインフラの被害状況を確認しながら参集時に情報収集す

るなどの仕組みを検討するものとする。

（略）

３ 室蘭港港湾ＢＣＰ
大規模地震等による災害時において、室蘭港内における二次災害発生の抑止、機能の低下を

抑制、及び港湾機能の早期復旧活動等については、室蘭港港湾 BCP協議会が定める「室蘭港
港湾ＢＣＰ」に基づくものとする。

６ ＩＣＴ－ＢＣＰ
業務のＩＣＴへの依存度が高い今日においては、ＩＣＴの利活用の有無が初動業務の迅速性

に大きな影響を与えることが想定されるため、大規模災害時における住民の安全確保や平常時

の重要業務の早期復旧活動等については、「ＩＣＴ－ＢＣＰ」に基づくものとする。

８ 室蘭市議会業務継続計画（BCP）
大規模災害時、市議会における迅速な議会機能回復とその維持のための各役割や対応等に

ついては「室蘭市議会ＢＣＰ」に基づくものとする。

表現の修正

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合

北海道地域防災計画との整合
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頁 現 行 改 定 備 考

P.191

P.192

P.193

第４章 災害応急対策計画

第１節 応急活動計画
地震・津波が発生し、大津波警報（特別警報）、津波警報、津波注意報が発表された場合の、

市災害対策本部等の応急活動計画は次のとおりとする。

室蘭市災害対策本部等の活動内容

第２節 職員動員計画
(略)

２ 職員非常招集方法（勤務時間外）
夜間、休日の職員非常招集について、以下のとおり定める。

（１） 自主参集

職員は、地震・津波関連情報を入手するため、北海道防災対策支援システム・職員非常招集

メールへ積極的に登録するほか、地震を覚知したときは、ただちにテレビ・ラジオ等で震度及

び津波情報を確認し、安全の確保に十分に配慮しつつ速やかに自主参集するものとする。

４ 第３種配備の場合（震度５強以上、大津波警報）の参集場所
(略)

（２） 参集場所において実施すべき応急活動の内容

① (略)
② 必要に応じて、避難準備の呼び掛け、避難の勧告または避難の指示を行うこと。

(略)

第４章 災害応急対策計画

第１節 応急活動計画
地震・津波が発生し、大津波警報（特別警報）、津波警報、津波注意報が発表された場合の、

市本部等の応急活動計画は次のとおりとする。

室蘭市災害対策本部等の活動内容

第２節 職員動員計画
(略)

２ 職員非常招集方法（勤務時間外）
夜間、休日の職員非常招集について、以下のとおり定める。

（１） 自主参集

職員は、地震・津波関連情報を入手するため、北海道防災情報システムのメールサービスへ

積極的に登録するほか、地震を覚知したときは、ただちにテレビ・ラジオ等で震度及び津波情

報を確認し、安全の確保に十分に配慮しつつ速やかに自主参集するものとする。

４ 第３種配備の場合（震度５強以上、大津波警報）の参集場所
(略)

（２） 参集場所において実施すべき応急活動の内容

① (略)
② 必要に応じて、避難準備の呼び掛け、避難の指示を行うこと。

(略)

定義に基づく修正

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

実態に合わせ変更

北海道地域防災計画改定に基

づく変更

組織区分 活動内容

災害対策本部設置 ①第１編 総則・防災組織 第３章 防災組織 第２節 災害対策

本部（別表２ P19～27）による。

警戒本部設置 ①～⑥ （略）

⑦津波警報の住民伝達及び沿岸の釣人等に対する避難の呼掛け、必

要に応じて避難勧告又は指示の発令

⑧ （略）

非常配備体制 (略)

組織区分 活動内容

災害対策本部設置 ①第１編第３章第２節 災害対策本部（別表２ P20～28）による。

警戒本部設置 ①～⑥ （略）

⑦津波警報の住民伝達及び沿岸の釣人等に対する避難の呼掛け、必

要に応じて避難指示の発令

⑧ （略）

非常配備体制 (略)
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頁 現 行 改 定 備 考

P.195

P.196

P.198

第３節 広報計画
(略)

１ 広報事項
（１） 地震発生直後の広報

① (略)

② 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、避難場所等の避難に関する

情報

(略)

３ 一般住民、被災者からの広聴活動
市は、被災者の不安を解消するため、災害の状況が鎮静化し始めた段階において、速やかに広聴体

制の確立を図り防災関係機関、行政機関、公共機関及び弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築

士等の専門家の協力を得て、広聴活動を実施するものとする。実施方法は第２編風水害防災計画

第４章災害応急対策計画 第３節広報計画 ４一般住民、被災者からの広聴活動（P88）の規定に

よる。

第４節 避難対策計画
(略)

１ 避難の勧告・指示の発令者
火災、山（崖）崩れ、地震、津波等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のた

め、特に必要があると認められるときは、第 2編風水害防災計画 第 4章災害応急対策計画 第

4節避難対策計画 １避難の勧告・指示の発令者（P91）の規定に準じ、市長等が発令する。

なお、地震発生時に市長と連絡が取れない場合は、避難勧告等の発令の権限を副市長又は市本

部員に委任する。

２ 避難の勧告・指示の基準
避難のための立ち退きの勧告又は指示の発令基準は、原則として次のような場合とする。

(略)

３ 事前避難
大津波警報、津波警報、津波注意報又は地震による火災等が発生して被害の拡大するおそれが

あるときは、避難準備・高齢者等避難開始を発表し、要配慮者等避難行動に時間を要する者の事

前避難を実施する。なお、避難行動要支援者に対しては、消防、警察等の関係機関及び自主防災

組織、町内会・自治会、民生委員等の協力を得るものとする。

４ 避難の勧告・指示又は避難準備・高齢者等避難開始の伝達方法等

市長は、避難の勧告または指示を発令したときは、次の方法により伝達し、住民に対する周知

徹底を図るものとする。

（１） 伝達方法

第 3節広報計画 ２広報活動の方法（P184）の規定による。

第３節 広報計画
(略)

１ 広報事項
（１） 地震発生直後の広報

① (略)

② 緊急安全確保、避難指示、避難場所等の避難に関する情報

(略)

３ 一般住民、被災者からの広聴活動
市は、被災者の不安を解消するため、災害の状況が鎮静化し始めた段階において、速やかに広聴体

制の確立を図り防災関係機関、行政機関、公共機関及び弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築

士等の専門家の協力を得て、広聴活動を実施するものとする。実施方法は第２編第４章第３節広報

計画 ４一般住民、被災者からの広聴活動（P96）の規定による。

第４節 避難対策計画
(略)

１ 避難指示の発令者
火災、山（崖）崩れ、地震、津波等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のた

め、特に必要があると認められるときは、第 2編第 4章第 4節避難対策計画 １避難指示の発

令者（P98）の規定に準じ、市長等が発令する。

なお、地震災害時に市長と連絡が取れない場合は、避難指示等の発令の権限を副市長又は市本

部員に委任する。

２ 避難指示等の基準
避難のための立ち退きの指示及び緊急安全確保の発令基準は、原則として次のような場合とす

る。

また、市は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技

術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。

(略)

３ 事前避難
遠地で発生した地震や火山噴火等に伴う津波の場合の避難情報が発表され、内容により必要が

あると認められるとき又は地震による火災等が発生して被害の拡大するおそれがあるときは、高

齢者等避難を発表し、要配慮者等避難行動に時間を要する者の事前避難を実施する。なお、避難

行動要支援者に対しては、消防、警察等の関係機関及び自主防災組織、町内会・自治会、民生委

員等の協力を得るものとする。

４ 避難指示又は高齢者等避難の伝達方法等

市長は、避難指示等を発令したときは、次の方法により伝達し、住民に対する周知徹底を図る

ものとする。

（１） 伝達方法

本編第 4章第 3節広報計画 ２広報活動の方法（P195）の規定による。

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

事前避難の対象となる情報を変

更

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

P.198

P.199

P.200

（２） 伝達内容、知事への報告等

住民への伝達内容、避難情報の発令の知事への報告、解除報告については、第 2編風水害
防災計画 第 4章災害応急対策計画 第 4節避難対策計画 ４避難の勧告・指示又は避難準

備・高齢者等避難開始の伝達方法等（２）伝達内容（P93）以下の規定による。

なお、市長は、津波警報が発表された場合又は海面監視により異常現象を発見した場合、海

浜等にある者、海岸付近の住民等に対して、直ちに高台などの安全な場所に避難するよう勧告

又は指示を行う。

５ 避難の方法
住民の避難は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第４節避難対策計画 ５避

難の方法（P94）の規定に準じて実施する。

６ 福祉施設、病院、学校等の措置
（１） 福祉施設、病院、診療所、幼稚園、学校その他不特定多数のものが出入りする施設の設

置者、管理者及びその職員・従業員等は入所者、入院・通院患者、児童・生徒及び入場者

等の安全な避難について、避難計画等を定め、日頃からの避難訓練等を通じて万全の措置

を講じなければならない。

特に、保育所、幼稚園及び小学校については、保護者との間で、災害発生時における児

童生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう努める。

また、小学校就学前の子どもたちが安全で確実に避難するため、災害発生時における保

育所、幼稚園等の施設と市間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めるものとする。

（２） （略）

８ 避難所の開設及び運営
（１） 開設

避難所の開設は、市本部又は市警戒本部の指示又は本章第 2節職員動員計画 ４第３種配

備の場合の参集場所（2）参集場所において実施すべき応急活動の内容（P182）の規定によ

り、原則として市担当職員又は施設管理者が行う。

（２） 運営

避難所の運営は、町内会・自治会や自主防災組織など関係機関の協力のもと、第２編風水

害防災計画第４章災害応急対策計画 第４節避難対策計画 ７避難所の開設及び運営管理

等（P95）の規定に準じて、市が適切に実施する。

第５節 救助救出計画
地震・津波災害によって生命、身体の危険な状態になった者の救助救出に関する計画は、第２

編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第５節救助救出計画（P98）の規定に準じる。

第６節 食糧供給計画
地震・津波災害時における被災者及び災害応急作業従事者等に対する食糧の供給に関する計画

は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第６節食糧供給計画（P99）の規定に準

じる。

（２） 伝達内容、知事への報告等

住民への伝達内容、避難情報の発令の知事への報告、解除報告については、第 2編第 4章
第 4節避難対策計画 ４避難指示又は高齢者等避難の伝達方法等（２）伝達内容（P100）以

下の規定による。

なお、市長は、津波警報が発表された場合又は海面監視により異常現象を発見した場合、海

浜等にある者、海岸付近の住民等に対して、直ちに高台などの安全な場所に避難するよう指示

を行う。

５ 避難の方法
住民の避難は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第４節避難対策計画 ５避

難の方法（P101）の規定に準じて実施する。

６ 福祉施設、病院、学校等の措置
（１） 福祉施設、病院、診療所、幼稚園、学校その他不特定多数のものが出入りする施設の設

置者、管理者及びその職員・従業員等は入所者、入院・通院患者、児童・生徒及び入場者

等の安全な避難について、避難計画等を定め、日頃からの避難訓練等を通じて万全の措置

を講じなければならない。

特に、保育所、幼稚園及び小学校については、保護者との間で、災害時における児童生

徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう努める。

また、小学校就学前の子どもたちが安全で確実に避難するため、災害時における保育所、

幼稚園等の施設と市間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めるものとする。

（２） （略）

８ 避難所の開設及び運営
（１） 開設

避難所の開設は、市本部又は市警戒本部の指示又は本編第４章第 2節職員動員計画 ４第

３種配備の場合の参集場所（2）参集場所において実施すべき応急活動の内容（P193）の規

定により、原則として市担当職員又は施設管理者が行う。

また、市は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避

難所の開設状況等を適切に道に報告する。

（２） 運営

避難所の運営は、町内会・自治会や自主防災組織、避難所運営について専門性を有したＮ

ＰＯ・ボランティア等の外部支援者等関係機関の協力のもと、第２編第４章第４節避難対策

計画 ７避難所の開設及び運営管理等（P102）の規定に準じて、市が適切に実施する。

第５節 救助救出計画
地震・津波災害によって生命、身体の危険な状態になった者の救助救出に関する計画は、第２

編第４章第５節救助救出計画（P106）の規定に準じる。

第６節 食料供給計画
地震・津波災害時における被災者及び災害応急作業従事者等に対する食料の供給に関する計画

は、第２編第４章第６節食料供給計画（P107）の規定に準じる。

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

表現の修正

文言の修正

表現の修正
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P.200

P.201

第７節 衣料・生活必需品等物資供給計画
地震・津波災害時における被災者に対する寝具、衣料及び生活必需物資の給与又は貸与の計画

は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第７節衣料・生活必需品等物資供給計画

（P101）の規定に準じる。

第８節 石油類燃料供給計画
地震・津波災害時における石油類燃料（LPG を含む）の供給についての計画は、第２編風水害

防災計画 第４章災害応急対策計画 第８節石油類燃料供給計画（P102）の規定に準じる。

第９節 給水計画
地震・津波災害により、水道施設が著しく損傷し、住民に対する飲料水の供給が困難になった

場合は、最小限の飲料水を供給するための応急給水計画とあわせ、応急復旧作業を効率よく推進

するため、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第９節給水計画（P103）の規定に

準じて、水道機能の早期普及を図るものとする。

第１０節 下水道施設対策計画
地震・津波災害により、下水道施設が著しく損傷し、排水機能の支障及び二次災害のおそれの

ある場合は、応急復旧作業を効率よく推進するため、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対

策計画 第１０節下水道施設対策計画（P104）の規定に準じて、下水道機能の早期復旧を図るも

のとする。

第１１節 医療救護計画
地震・津波災害時における、市、医療機関及び医療関係団体は、緊密な連携を図り、災害の状

況に応じた適切な医療（助産を含む）及び歯科医療を実施するための計画は、第２編風水害防災

計画 第４章災害応急対策計画 第１１節医療救護計画（P105）の規定に準じる。

第１２節 防疫計画
地震・津波災害時における、被災地の防疫対策に関する計画は、第２編風水害防災計画 第４

章災害応急対策計画 第１２節防疫計画（P109）の規定に準じる。

第１３節 廃棄物等処理及び清掃計画
地震・津波災害によって排出された廃棄物の収集・運搬処理及び被災地域のし尿応急処理に関

する計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第１３節廃棄物等処理及び清掃

計画（P111）の規定に準じる。

第１４節 家庭動物等対策計画
地震・津波災害時における被災地の家庭動物等の取扱に関する計画は、第２編風水害防災計画

第４章災害応急対策計画 第１４節家庭動物等対策計画（P114）の規定に準じる。

第７節 衣料・生活必需品等物資供給計画
地震・津波災害時における被災者に対する寝具、衣料及び生活必需物資の給与又は貸与の計画

は、第２編第４章第７節衣料・生活必需品等物資供給計画（P109）の規定に準じる。

第８節 石油類燃料供給計画
地震・津波災害時における石油類燃料（LPG を含む）の供給についての計画は、第２編第４章

第８節石油類燃料供給計画（P110）の規定に準じる。

第９節 給水計画
地震・津波災害により、水道施設が著しく損傷し、住民に対する飲料水の供給が困難になった

場合は、最小限の飲料水を供給するための応急給水計画とあわせ、応急復旧作業を効率よく推進

するため、第２編第４章第９節給水計画（P111）の規定に準じて、水道機能の早期普及を図るも

のとする。

第１０節 下水道施設対策計画
地震・津波災害により、下水道施設が著しく損傷し、排水機能の支障及び二次災害のおそれのある

場合は、応急復旧作業を効率よく推進するため、第２編第４章第１０節下水道施設対策計画（P112）

の規定に準じて、下水道機能の早期復旧を図るものとする。

第１１節 医療救護計画
地震・津波災害時における、市、医療機関及び医療関係団体は、緊密な連携を図り、災害の状

況に応じた適切な医療（助産を含む）及び歯科医療を実施するための計画は、第２編第４章第１１

節医療救護計画（P113）の規定に準じる。

第１２節 防疫計画
地震・津波災害時における、被災地の防疫対策に関する計画は、第２編第４章第１２節防疫計

画（P117）の規定に準じる。

第１３節 廃棄物等処理及び清掃計画
地震・津波災害によって排出された廃棄物の収集・運搬処理及び被災地域のし尿応急処理に関

する計画は、第２編第４章第１３節廃棄物等処理及び清掃計画（P119）の規定に準じる。

第１４節 家庭動物等対策計画
地震・津波災害時における被災地の家庭動物等の取扱に関する計画は、第２編第４章第１４節

家庭動物等対策計画（P122）の規定に準じる。

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

P.202

P.203

第１５節 交通対策計画
地震・津波災害時における、交通の混乱を防止し、消防、避難、救助、救護等の応急対策活動

を円滑に行うための計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第１５節交通対策

計画（P115）の規定に準じるほか、津波災害が発生した場合には次の対策を追加して実施するもの

とする。

（略）

２ 緊急輸送道路ネットワーク計画の推進
緊急輸送道路は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路

であり、耐震性を有し、地震時にネットワークとして機能することが重要である。

このため道路管理者は、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会が作成する｢緊急

輸送道路ネットワーク計画｣に基づき、その整備を重点的･計画的に推進することとする。

※緊急輸送道路一覧は、資料編に掲載。

第１６節 災害警備計画
地震・津波災害時における、住民の生命、身体及び財産を保護し、地域の安全と秩序を維持す

るための必要な警戒、警備の実施に関する計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策

計画 第１６節災害警備計画（P118）の規定に準じる。

第１７節 輸送計画
地震・津波災害時における、被災者の避難、傷病者の収容及び隔離、災害応急対策要員の移送、

応急対策用資機材及び救助物資等の輸送の実施に関する計画は、 第２編風水害防災計画 第４

章災害応急対策計画 第１７節輸送計画（P120）の規定に準じる。

第１８節 障害物除去計画
地震・津波災害の発生により、道路附帯設備をはじめ、電柱、家屋、擁壁等が被害を受け、道

路上に倒れた場合においては、応急物資の輸送、人員の輸送または住民の避難に大きな障害にな

るため、これらの障害物の除去に努め各種の緊急輸送又は住民の安全避難の円滑化を図ることに

関する計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第１８節障害物除去計画

（P122）の規定に準じる。

第１９節 行方不明者の捜索及び遺体の処理・埋葬計画
地震・津波災害時における、行方不明の状態にある者の捜索、遺体の処理及び埋葬の実施に関

する計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第１９節行方不明者の捜索及び

遺体の処理・埋葬計画（P124）の規定に準じる。

第１５節 交通対策計画
地震・津波災害時における、交通の混乱を防止し、消防、避難、救助、救護等の応急対策活動

を円滑に行うための計画は、第２編第４章第１５節交通対策計画（P123）の規定に準じるほか、津

波災害時には次の対策を追加して実施するものとする。

（略）

２ 緊急輸送道路ネットワーク計画の推進
緊急輸送道路は、災害直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路

であり、耐震性を有し、災害時にネットワークとして機能することが重要である。

このため道路管理者は、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会が作成する｢緊急

輸送道路ネットワーク計画｣に基づき、その整備を重点的･計画的に推進することとする。

※緊急輸送道路一覧は、資料編に掲載。

第１６節 災害警備計画
地震・津波災害時における、住民の生命、身体及び財産を保護し、地域の安全と秩序を維持す

るための必要な警戒、警備の実施に関する計画は、第２編第４章第１６節災害警備計画（P126）の

規定に準じる。

第１７節 輸送計画
地震・津波災害時における、被災者の避難、傷病者の収容及び隔離、災害応急対策要員の移送、

応急対策用資機材及び救助物資等の輸送の実施に関する計画は、 第２編第４章第１７節輸送計

画（P127）の規定に準じる。

第１８節 障害物除去計画
地震・津波災害の発生により、道路附帯設備をはじめ、電柱、家屋、擁壁等が被害を受け、道

路上に倒れた場合においては、応急物資の輸送、人員の輸送または住民の避難に大きな障害になる

ため、これらの障害物の除去に努め各種の緊急輸送又は住民の安全避難の円滑化を図ることに関す

る計画は、第２編第４章第１８節障害物除去計画（P130）の規定に準じる。

第１９節 行方不明者の捜索及び遺体の処理・埋葬計画
地震・津波災害時における、行方不明の状態にある者の捜索、遺体の処理及び埋葬の実施に関

する計画は、第２編第４章第１９節行方不明者の捜索及び遺体の処理・埋葬計画（P132）の規定に

準じる。

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

P.204

P.206

P.207

P.208

第２０節 文教対策計画
（略）

１ 学校教育の事前措置
（１） 学校防災計画の策定

（略）

学校防災計画の概要

３ 応急教育の実施
教育委員会及び学校長は、被害の規模に対応した計画により、できるだけ早く授業の再開に

努めるものとする。応急教育の実施方法は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画

第２０節文教対策計画（P127）２応急教育の実施の規定に準じるほか次に定めるところによる。

５ 衛生管理対策
学校が避難所として使用される場合は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画

第２０節文教対策計画 ４衛生管理対策（P129）の規定に準じる。

第２１節 労務供給計画
地震・津波災害時における、市及び関係機関の応急対策に必要な労務者の確保に関する計画は、

第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第２１節労務供給計画（P130）の規定に準じ

る。

第２０節 文教対策計画
（略）

１ 学校教育の事前措置
（１） 学校防災計画の策定

（略）

学校防災計画の概要

３ 応急教育の実施
教育委員会及び学校長は、被害の規模に対応した計画により、できるだけ早く授業の再開に

努めるものとする。応急教育の実施方法は、第２編第４章第２０節文教対策計画（P135）２応急

教育の実施の規定に準じるほか次に定めるところによる。

５ 衛生管理対策
学校が避難所として使用される場合は、第２編第４章第２０節文教対策計画 ４衛生管理

対策（P137）の規定に準じる。

第２１節 労務供給計画
地震・津波災害時における、市及び関係機関の応急対策に必要な労務者の確保に関する計画は、

第２編第４章第２１節労務供給計画（P138）の規定に準じる。

北海道地域防災計画改定に基づ

く変更

表現の修正

表現の修正

表現の修正

区 分 項 目 内 容

予防対策

学校防災組織の編成 地震・津波発生時の応急措置に対応した、教職員の役

割分担

施設・設備の点検整備 （略）

避難誘導経路 （略）

医薬品の点検 （略）

児童・生徒名簿の整備 （略）

教職員の緊急出動体制 （略）

家族との連絡・引き渡し方

法

教職員と保護者双方で地震・津波災害発生時の緊急連

絡先・引き渡し方法の確認

防災教育、避難訓練 （略）

区 分 項 目 内 容

予防対策

学校防災組織の編成 地震・津波災害時の応急措置に対応した、教職員の役

割分担

施設・設備の点検整備 （略）

避難誘導経路 （略）

医薬品の点検 （略）

児童・生徒名簿の整備 （略）

教職員の緊急出動体制 （略）

家族との連絡・引き渡し方

法

教職員と保護者双方で地震・津波災害時の緊急連絡

先・引き渡し方法の確認

防災教育、避難訓練 （略）
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P.208

P.211

第２２節 住宅対策計画
地震・津波災害の発生により住宅を失い、または破損のため居住できなくなった世帯に対する

住宅対策に関する計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第２２節住宅対策

計画（P131）の規定に準じる。

第２４節 ライフライン施設応急対策計画
地震・津波災害時における、電気施設、通信施設及び都市ガス施設の各事業者は、市民生活の

利便・安全を確保し公共・公益機関としての機能を維持・回復するための計画は、第２編風水害

防災計画 第４章災害応急対策計画 第２３節ライフライン施設応急対策計画（P133）の規定に

準じる。

第２５節 広域応援要請計画
市及び消防本部は、大規模な地震・津波災害時における、災害応急対策を円滑に実施するため

必要があるときは、協定等に基づき、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第２４

節広域応援要請計画（P134）の規定に準じて、北海道及び他都市の応援を要請するものとする。

第２６節 自衛隊災害派遣要請計画
地震・津波災害時における、自衛隊派遣要請に関する計画は、第２編風水害防災計画 第４章

災害応急対策計画 第２５節自衛隊災害派遣要請計画（P135）の規定に準じる。

第２７節 災害ボランティアとの連携計画
大規模な地震・津波災害時においては、行政機関、消防機関、警察、自衛隊、自主防災組織、

ボランティア等が連携し、総合的な防災力を結集して対処しなければならない。

不特定多数のボランティアが効率的、効果的な活動ができるように、受け入れ体制、活動の調

整、事前の登録・育成等の連携強化に関する計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対

策計画 第２６節災害ボランティアとの連携計画（P138）の規定に準じる。

第２８節 災害救助法適用計画
地震・津波災害時に救助法を適用し、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序

の保全を図るための計画は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第２７節災害救

助法適用計画（P140）の規定に準じる。

第２９節 義援金、義援品募集・配分計画
大規模な地震・津波災害による被災者に対し、全国から寄せられる義援金、義援品について、

その受入体制並びに配分方法等を定め、確実、公平、迅速に被災者に配分するための計画は、第

２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画 第２８節義援金、義援品募集・配分計画（P142）

の規定に準じる。

第２２節 住宅対策計画
地震・津波災害の発生により住宅を失い、または破損のため居住できなくなった世帯に対する

住宅対策に関する計画は、第２編第４章第２２節住宅対策計画（P139）の規定に準じる。

第２４節 ライフライン施設応急対策計画
地震・津波災害時における、電気施設、通信施設及び都市ガス施設の各事業者は、市民生活の

利便・安全を確保し公共・公益機関としての機能を維持・回復するための計画は、第２編第４章

第２３節ライフライン施設応急対策計画（P141）の規定に準じる。

第２５節 広域応援要請計画
市及び消防本部は、大規模な地震・津波災害時における、災害応急対策を円滑に実施するため

必要があるときは、協定等に基づき、第２編第４章第２４節広域応援要請計画（P142）の規定に

準じて、北海道及び他都市の応援を要請するものとする。

第２６節 自衛隊災害派遣要請計画
地震・津波災害時における、自衛隊派遣要請に関する計画は、第２編第４章第２５節自衛隊災

害派遣要請計画（P143）の規定に準じる。

第２７節 災害ボランティアとの連携計画
大規模な地震・津波災害時においては、行政機関、消防機関、警察、自衛隊、自主防災組織、

ボランティア等が連携し、総合的な防災力を結集して対処しなければならない。

不特定多数のボランティアが効率的、効果的な活動ができるように、受け入れ体制、活動の調整、

事前の登録・育成等の連携強化に関する計画は、第２編第４章第２６節災害ボランティアとの連

携計画（P146）の規定に準じる。

第２８節 災害救助法適用計画
地震・津波災害時に救助法を適用し、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序

の保全を図るための計画は、第２編第４章第２７節災害救助法適用計画（P148）の規定に準じる。

第２９節 義援金、義援品募集・配分計画
大規模な地震・津波災害による被災者に対し、全国から寄せられる義援金、義援品について、

その受入体制並びに配分方法等を定め、確実、公平、迅速に被災者に配分するための計画は、第

２編第４章第２８節義援金、義援品募集・配分計画（P150）の規定に準じる。

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正

表現の修正



第 3編 P. 22

頁 現 行 改 定 備 考

P.212 第５章 災害復旧・被災者援護計画

災害復旧にあたり、災害の発生を防止するため、被害の程度を十分検討し、早期復旧を目標に

その実施を図るための計画は、第２編風水害防災計画 第５章災害復旧・被災者援護計画（P144）

の規定に準じる。

第５章 災害復旧・被災者援護計画

災害復旧にあたり、災害の発生を防止するため、被害の程度を十分検討し、早期復旧を目標に

その実施を図るための計画は、第２編第５章災害復旧・被災者援護計画（P152）の規定に準じる。 表現の修正



第４編 事故災害防災計画





第４編 P.1

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．214

第４編 事故災害防災計画

（略）

第１章 海上災害対策計画
第１節 海難対策計画

（略）

１ 災害通信計画
海難発生にかかわる情報の伝達系統は次のとおりとする。

第４編 事故災害防災計画

（略）

第１章 海上災害対策計画
第１節 海難対策計画

（略）

１ 災害通信計画
海難発生にかかわる情報の伝達系統は次のとおりとする。

室蘭地方気象台による意見を

反映

機構改革による組織名の変更

事故の原因者、

発見者等

室蘭開発建設部

２５－７０５２ 北海道開発局

室蘭運輸支局

入江町庁舎

２３－５００１

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

室蘭警察署

４６－０１１０

室蘭漁業協同組合

２４－３３３１

室蘭地区排出油等災害対策

協議会等の関係機関・団体

北海道運輸局

北海道（総務部）

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭海上保安部

２３－３１３２

第一管区海上保安本部

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

事故の原因者、

発見者等

室蘭開発建設部

防災課

２５－７０５２

北海道開発局

室蘭運輸支局

入江町庁舎

２３－５００１

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

室蘭警察署

４６－０１１０

室蘭漁業協同組合

２４－３３３１

室蘭地区排出油等災害対策

協議会等の関係機関・団体

北海道運輸局

北海道（総務部）

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭海上保安部

２３－３１３２

第一管区海上保安本部 室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

室蘭地方気象台

２２－４２４９



第４編 P.2

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．215

Ｐ．216

２ 災害予防計画
（１） 市の実施事項

（略）

③ 職員の非常配備参集体制・応急活動体制は、職員の非常配備基準要綱及び室蘭市災害対

策本部運営規定を準用する。

（略）

３ 災害応急対策
海難事故が発生した場合、又は発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編風

水害防災計画編 第４章災害応急対策計画（P84）に準じて、実施するものとする。

第２節 流出油等対策計画
船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難事故により船舶から油等の

大量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合に、早期に初動体制を確立して、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の

予防、応急対策については、本計画の定めるところによる。

なお、臨港地区における危険物等の流出等による災害対策については、第４編事故災害防災

計画 第４章「危険物等災害対策計画（P213）」、石油コンビナート等特別防災区域内の特定事

業所における災害対策については、北海道石油コンビナート等防災計画の定めるところによる。

２ 災害予防計画
（１） 市の実施事項

（略）

③ 職員の非常配備参集体制・応急活動体制は、職員の非常配備基準要綱及び室蘭市災害対

策本部運営規程を準用する。

（略）

３ 災害応急対策
海難事故が発生した場合、又は発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編第

４章災害応急対策計画（P91）に準じて、実施するものとする。

第２節 流出油等対策計画
船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難事故により船舶から油等の

大量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合に、早期に初動体制を確立して、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の

予防、応急対策については、本計画の定めるところによる。

なお、臨港地区における危険物等の流出等による災害対策については、本編第４章危険物等

災害対策計画（P224）、石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における災害対策につ

いては、北海道石油コンビナート等防災計画の定めるところによる。

誤字の修正

表現の修正

ページ数の修正

表現の修正

ページ数の修正



第４編 P.3

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．216 １ 通信計画
流出油等にかかわる情報の伝達系統は次のとおりとする。

１ 通信計画
流出油等にかかわる情報の伝達系統は次のとおりとする。

室蘭地方気象台による意見を

反映

機構改革による組織名の変更

事故の原因者、

発見者等

室蘭開発建設部

２５－７０５２ 北海道開発局

室蘭運輸支局

入江町庁舎

２３－５００１

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

室蘭警察署

４６－０１１０

室蘭漁業協同組合

２４－３３３１

室蘭地区排出油等災害対策

協議会等の関係機関・団体

北海道運輸局

北海道（総務部）

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭海上保安部

２３－３１３２

第一管区海上保安本部

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

事故の原因者、

発見者等

室蘭開発建設部

防災課

２５－７０５２
北海道開発局

室蘭運輸支局

入江町庁舎

２３－５００１

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

室蘭警察署

４６－０１１０

室蘭漁業協同組合

２４－３３３１

室蘭地区排出油等災害対策

協議会等の関係機関・団体

北海道運輸局

北海道（総務部）

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭海上保安部

２３－３１３２

第一管区海上保安本部 室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

室蘭地方気象台

２２－４２４９



第４編 P.4

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．217

２ 災害予防計画
（１） 市の実施事項

（略）

② 職員の非常配備参集体制・応急活動体制は、職員の非常配備基準要綱及び室蘭市災害対

策本部運営規定を準用する。

（略）

⑤ 大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気及び立入禁止の徹底を図る。

（略）

３ 災害応急対策
油等大量流出事故が発生した場合、関係機関の応急対策は、第２編風水害防災計画 第４章災

害応急対策計画（P84）に準じるほか、道計画、道・平成１２年 作成の「流出油事故災害対応マ

ニュアル」及び室蘭地区排出油等災害対策協議会作成の「排出油等防除マニュアル」に基づき実

施するものとする。

（略）

２ 災害予防計画
（１） 市の実施事項

（略）

② 職員の非常配備参集体制・応急活動体制は、職員の非常配備基準要綱及び室蘭市災害対

策本部運営規程を準用する。

（略）

⑤ 大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気の使用及び立入の禁止の徹底を図

る。

（略）

３ 災害応急対策
油等大量流出事故が発生した場合、関係機関の応急対策は、第２編第４章災害応急対策計画

（P91）に準じるほか、道計画、道・平成１２年 作成の「流出油事故災害対応マニュアル」及び

室蘭地区排出油等災害対策協議会作成の「排出油等防除マニュアル」に基づき実施するものとす

る。

（略）

誤字の修正

表現の修正

表現の修正

ページ数の修正



第４編 P.5

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．218 第２章 鉄道災害対策計画

（略）

１ 災害通信計画
鉄道災害発生に係る情報の伝達系統は次のとおりする。

※ 室蘭警察署、室蘭市消防本部等の機関に直接通報があった場合は、当該機関は直ちにＪＲ

北海道（東室蘭駅）に伝達するものとする。

２ 災害予防計画
（１） 関係機関の実施事項

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、鉄道災害を未然に防止するため必要

な予防対策を道計画に基づき実施するものとする｡

３ 災害応急対策
鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編風

水害防災計画 第４章災害応急対策計画（P84）に準じて実施するものとする。

第２章 鉄道災害対策計画

（略）

１ 災害通信計画
鉄道災害発生に係る情報の伝達系統は次のとおりする。

※ 室蘭警察署、室蘭市消防本部等の機関に直接通報があった場合は、当該機関は直ちにＪＲ北

海道（東室蘭駅）に伝達するものとする。

２ 災害予防計画
関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、鉄道災害を未然に防止するため必要な予

防対策を道計画に基づき実施するものとする｡

３ 災害応急対策
鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編

第４章災害応急対策計画（P91）に準じて実施するものとする。

機構改革による組織名の変更

項目表題の削除

表現の修正

ＪＲ北海道

<日中・夜間・休日>
本社総合司令室

０１１－

２５１－９１４３

東室蘭駅

４５－４１８２

<日中のみ>
室蘭駅

２２－２３８２

室 蘭 運 輸 支 局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道運輸局

北海道（総務部）

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

ＪＲ北海道

<日中・夜間・休日>
本社総合司令室

０１１－

２５１－９１４３

東室蘭駅

４５－４１８２

<日中のみ>
室蘭駅

２２－２３８２

室 蘭 運 輸 支 局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道運輸局

北海道（総務部）

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９



第４編 P.6

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．219 第３章 道路災害対策計画

（略）

１ 災害通信計画
道路災害に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。

（１） 施設（道路構築物）災害発生の場合

① 国の管理する道路の場合

第３章 道路災害対策計画

（略）

１ 災害通信計画
道路災害に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。

（１） 施設（道路構築物）災害発生の場合

① 国の管理する道路の場合

機構改革による組織名の変更

室蘭開発建設部

室蘭道路事務所

８５－３１３５

室蘭開発建設部

道路整備保全課

２５－７０４７

防災対策官

２５－７０５２

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道開発局

北海道

（総務部）

北 海道 運 輸 局

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

(

情
報
交
換)

室蘭開発建設部

室蘭道路事務所

８５－３１３５

室蘭開発建設部

道路整備保全課

２５－７０４７

防災課

２５－７０５２

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道開発局

北海道

（総務部）

北 海道 運 輸 局

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

(

情
報
交
換)



第４編 P.7

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．220 ② 道の管理する道路の場合

③ 市の管理する道路の場合

② 道の管理する道路の場合

③ 市の管理する道路の場合

機構改革による組織名の変更

機構改革による組織名の変更

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

管理課

２４－９５４１

室蘭建設管理部

登別出張所

８５－２３１１

090-1640-6155
（夜間休日）

北海道（建設部）

胆振総合振興局

地域創生部地域政策課

２４－９５７０

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道（総務部）

北海道運輸局

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

室蘭市

都市建設部土木課

２５－２５７４

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭警察署

４６－０１１０

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

北海道（総務部）

北海道運輸局

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

北海道警察本部

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

室蘭市

港湾部総務課

２２－３１９１

情
報
交
換

胆振総合振興局

室蘭建設管理部

管理課

２４－９５４１

室蘭建設管理部

登別出張所

８５－２３１１

090-1640-6155
（夜間休日）

北海道（建設部）

胆振総合振興局

地域創生部危機対策室

２４－９５７０

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道（総務部）

北海道運輸局

北海道警察本部

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

室蘭市

都市建設部土木課

２５－２５７４

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭警察署

４６－０１１０

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

北海道（総務部）

北海道運輸局

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

４４－３０１１

北海道警察本部

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

室蘭市

港湾部総務課

２２－３１９１

情
報
交
換



第４編 P.8

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．221 ④ 道央高速自動車道の場合 ④ 道央高速自動車道の場合

機構改革による組織名の変更

東日本高速道路㈱

北海道支社
（道路管制センター）

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

北海道（総務部）

北海道運輸局

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭警察署

４６－０１１０
北海道警察本部

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

情
報
交
換

東日本高速道路㈱

北海道支社
（道路管制センター）

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

北海道（総務部）

北海道運輸局

室蘭運輸支局

本庁舎（日の出町）

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

室蘭警察署

４６－０１１０
北海道警察本部

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

情
報
交
換



第４編 P.9

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．222 （２） 大規模な事故等の発生の場合

（略）

① 自動車専用国道（室蘭新道・白鳥新道）で発生した場合

② 道央高速自動車道で発生した場合

（２） 大規模な事故等の発生の場合

（略）

① 自動車専用国道（室蘭新道・白鳥新道）で発生した場合

② 道央高速自動車道で発生した場合

機構改革による組織名の変更

機構改革による組織名の変更

〔施設災害に

準じて通報〕

事故当事者

発見者等

室 蘭 警 察 署 北海道警察本部

室蘭市消防本部

室蘭開発建設部

室蘭道路事務所

８５－３１３５

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

関
係
機
関

北海道

（総務部）

110

119

※ 白鳥新道の場合は、室蘭道路事務所の監視モニターにより

発見し、警察署及び消防本部に通報することがある。

相互通報

高速道路

交通警察隊

警察機関

事

故

当

事

者

・

発

見

者

消防機関

東日本高速道路㈱

道路管制センター

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

北海道

（総務部）

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９

〔施設災害に

準じて通報〕

事故当事者

発見者等

室 蘭 警 察 署 北海道警察本部

室蘭市消防本部

室蘭開発建設部

室蘭道路事務所

８５－３１３５

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

関
係
機
関

北海道

（総務部）

110

119

※ 白鳥新道の場合は、室蘭道路事務所の監視モニターにより

発見し、警察署及び消防本部に通報することがある。

相互通報

高速道路

交通警察隊

警察機関

事

故

当

事

者

・

発

見

者

消防機関

東日本高速道路㈱

道路管制センター

室蘭市

防災対策課

２５－２２４４

北海道

（総務部）

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

室蘭市消防署

通信指令室

４３－０１１９



第４編 P.10

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．223 【参考】 事故の拡大防止等を実施するため、事故発生現場に現地対策本部が設置された場合

の対策通報

２ 災害予防対策計画

（略）

（２） 関係機関の実施事項

国道、道道及び高速道路の道路管理者及び警察は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、

道路防災を未然に防止するため必要な予防対策を道計画に基づき実施するものとする。

３ 災害応急対策計画
道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編風水

害防災計画編 第４章災害応急対策計画（P84）に準じて実施するものとする。

【参考】 事故の拡大防止等を実施するため、事故発生現場に現地対策本部が設置された場合

の対策通報

２ 災害予防対策計画

（略）

（２） 関係機関の実施事項

国道、道道及び高速道路の道路管理者及び警察は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、

道路災害を未然に防止するため必要な予防対策を道計画に基づき実施するものとする。

３ 災害応急対策計画
道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編第４

章災害応急対策計画（P91）に準じて実施するものとする。

機構改革による組織名の変更

誤字の修正

表現の修正

事故等対策現地本部

(消防職員、高速道路交通警察
隊、東日本高速道路㈱)

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

事故等対策連絡本部

（北海道）

胆振総合振興局地域創生部地域政策課

関係機関

(消防職員、高速道路
交通警察隊、東日本高

速道路㈱を除く)

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９

事故等対策現地本部

(消防職員、高速道路交通警察
隊、東日本高速道路㈱)

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

事故等対策連絡本部

（北海道）

胆振総合振興局地域創生部危機対策室

関係機関

(消防職員、高速道路
交通警察隊、東日本高

速道路㈱を除く)

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９



第４編 P.11

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．224

Ｐ．225

第４章 危険物等災害対策計画
危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物、放射性物質）の漏洩、流出、火災及び爆

発等により死傷者が多数発生する等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、

早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、事業者及び防災関係機関

の実施する予防及び応急対策については、本計画の定めるところによる。

なお、海上への危険物等の流出等による災害対策については、第４編事故災害防災計画第１章

海上災害対策計画（P203）、石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における災害対策

については、北海道石油コンビナート等防災計画の定めるところによる。

（略）

２ 災害通信計画
（１） 危険物等（ＰＣＢを除く）災害発生に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。

第４章 危険物等災害対策計画
危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物、放射性物質）の漏洩、流出、火災及び爆

発等により死傷者が多数発生する等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、

早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、事業者及び防災関係機関

の実施する予防及び応急対策については、本計画の定めるところによる。

なお、海上への危険物等の流出等による災害対策については、本編第１章海上災害対策計画

（P214）、石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における災害対策については、北海

道石油コンビナート等防災計画の定めるところによる。

（略）

２ 災害通信計画
（１） 危険物等（ＰＣＢを除く）災害発生に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。

表現の修正

機構改革による組織名の変更

胆振総合振興局保健環境部

保健行政室

２４－９８４８

胆振総合振興局産業振興部

商工労働観光課

２４－９５８８

北海道（保健福祉部）

北海道（経済部）

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

北海道（総務部）

室蘭警察署

４６－０１１０
北海道警察本部

発生事業所等

(

情
報
交
換)

即報基準に従い

国又は道へ報告

（情報交換）

毒物・劇物のみ

火薬類・高圧ガスのみ

胆振総合振興局保健環境部

保健行政室

２４－９８４８

胆振総合振興局産業振興部

商工労働観光課

２４－９５８８

北海道（保健福祉部）

北海道（経済部）

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

北海道（総務部）

室蘭警察署

４６－０１１０
北海道警察本部

発生事業所等

(

情
報
交
換)

即報基準に従い

国又は道へ報告

（情報交換）

毒物・劇物のみ

火薬類・高圧ガスのみ

室蘭労働基準監督署

２３－６１３１



第４編 P.12

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．226 （２） ＰＣＢによる災害発生に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。 （２） ＰＣＢによる災害発生に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。

機構改革による組織名の変更

連絡先の変更

即報基準に従い

国又は道へ報告

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９

室蘭市生活環境部環境課

２２－２８６１

港湾部総務課

２２－３１９１

室蘭海上保安部警備救難課

２３－３１３２

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道（総務部）

室蘭労働基準監督署

２３－６１３１

(

情
報
交
換)

北海道警察本部

(

情
報
交
換)

胆振総合振興局（環境生活課）

２４－９５９７（循環型社会推進）

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局地域創生部

地域政策課

２４－９５７０

発生事業所

環境省 環境再生・資源循環局

北海道 環境生活部環境局 循環型社会推進課

即報基準に従い

国又は道へ報告

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９

室蘭市生活環境部環境課

２２－２２２５

港湾部総務課

２２－３１９１

室蘭海上保安部警備救難課

２３－３１３２

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道（総務部）

室蘭労働基準監督署

２３－６１３１

(

情
報
交
換)

北海道警察本部

(

情
報
交
換)

胆振総合振興局（環境生活課）

２４－９５７２（地域環境係）

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局地域創生部

危機対策室

２４－９５７０

発生事業所

環境省 環境再生・資源循環局

北海道 環境生活部環境保全局 循環型社会推進課



第４編 P.13

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．227 ３ 災害予防計画
（１） 市（消防本部）の実施事項

（略）

② 火薬類、高圧ガス、毒物・劇薬物、放射性物質災害予防

ア 火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用施設等の保守管理、防火管理者等

による自主保安体制の確立等適切な指導を行う。

（２） （略）

４ 災害応急対策
危険物等災害が発生し、又は発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編風水害

防災計画 第４章災害応急対策計画（P84）に準じて実施するものとする。

３ 災害予防計画
（１） 市（消防本部）の実施事項

（略）

② 火薬類、高圧ガス、毒物・劇薬物、放射性物質災害予防

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用施設等の保守管理、防火管理者等によ

る自主保安体制の確立等適切な指導を行う。

（２） （略）

４ 災害応急対策
危険物等災害が発生し、又は発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第２編第４章

災害応急対策計画（P91）に準じて実施するものとする。

符号の削除

表現の修正



第４編 P.14

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．228

Ｐ．229

第５章 大規模な火事災害対策計画

（略）

１ 災害通信計画
大規模な火事災害発生に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。

２ 災害予防計画
（１） 市及び消防本部の実施事項

（略）

③ 防火・防災管理者制度の適正な実施

防火管理に関する講習会を開催し、防火管理者の予防知識向上を図るとともに、防火・防災

管理者を定めるべき防火対象物、選任届出及び消防計画の作成の徹底、消防訓練の実施等に

ついて指導する。

第５章 大規模な火事災害対策計画

（略）

１ 災害通信計画
大規模な火事災害発生に係る情報の伝達系統は、次のとおりとする。

２ 災害予防計画
（１） 市及び消防本部の実施事項

（略）

③ 防災管理者制度の推進

防火管理に関する講習会を開催し、防火管理者の予防知識向上を図るとともに、防火・防災

管理者を定めるべき防火対象物における自衛消防体制の強化を図るため、防火管理者の選任及

び消防計画の作成、消防訓練の実施等について指導する。

機構改革による組織名の変更

北海道地域防災計画との整合

発見者等

室蘭市消防本部

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部地域政策課

２４－９５７０

室蘭市水道部

４４－６１１７

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道電力ネットワーク㈱

室蘭支店 ４７－１１１７

北海道（総務部）

北海道警察本部

東日本電信電話㈱

北海道南支店苫小牧営業支店

０１４４－３５－４３３０

室蘭ガス㈱

４４－３１５６

緊急通報

１１９

即報基準に従い

国又は道へ報告

（情報交換）

発見者等

室蘭市消防本部

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部危機対策室

２４－９５７０

室蘭市水道部

４４－６１１７

室蘭警察署

４６－０１１０

北海道電力ネットワーク㈱

室蘭支店 ４７－１１１７

北海道（総務部）

北海道警察本部

東日本電信電話㈱

北海道南支店苫小牧営業支店

０１４４－３５－４３３０

室蘭ガス㈱

４４－３１５６

緊急通報

１１９

即報基準に従い

国又は道へ報告

（情報交換）



第４編 P.15

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．229 ④ 防火思想の普及

年２回（春、秋期）の全道一斉の火災予防運動、防災週間等を通じて、各種広報媒体を活用

することにより、住民の防火思想の普及及び高揚を図る。

（略）

３ 災害応急対策
大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第

２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画（P84）に準じて実施するものとする。

④ 防火思想の普及

年２回（春、秋期）の全道の火災予防運動、防災週間等を通じて、各種広報媒体を活用する

ことにより、住民の防火思想の普及、高揚を図る。また、高齢者宅の防火訪問を実施する等要

配慮者対策に十分配慮する。

（略）

３ 災害応急対策
大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の関係機関の応急対策は、第

２編第４章災害応急対策計画（P91）に準じて実施するものとする。

北海道地域防災計画との整合

表現の修正
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頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．230
第６章 林野火災対策計画

（略）

１ 災害通信計画
林野火災に係る情報の伝達系統は、次のとおりである。

なお、火災気象通報及び火災警報に係る情報の伝達系統等については、第２編風水害防災計画

による。

（略）

３ 災害応急対策計画
広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の応急対

策は、第２編風水害防災計画 第４章災害応急対策計画（P84）に準じて、実施するものとする。

第６章 林野火災対策計画

（略）

１ 災害通信計画
林野火災に係る情報の伝達系統は、次のとおりである。

なお、火災気象通報及び火災警報に係る情報の伝達系統等については、第２編風水害防災計画によ

る。

（略）

３ 災害応急対策計画
広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の応急対

策は、第２編第４章災害応急対策計画（P91）に準じて、実施するものとする。

機構改革による組織名の変更

表現の修正

後志森林管理署

０５０－３１６０－５８０５

０９０－５２２４－０７１２【夜間・休日】

室蘭警察署

４６－０１１０

発見者等

室蘭市防災対策課
２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部地域政策課

２４－９５７０

北海道（総務部）

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９ 北海道防災航空室
０１１－７８２－３２３３

後志森林管理署

０５０－３１６０－５８０５

０９０－５２２４－０７１２【夜間・休日】

室蘭警察署

４６－０１１０

発見者等

室蘭市防災対策課
２５－２２４４

胆振総合振興局

地域創生部危機対策室

２４－９５７０

北海道（総務部）

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９ 北海道防災航空室
０１１－７８２－３２３３



第４編 P.17

頁 現 行 改 定 備 考

Ｐ．231 第７章 突発的な大規模停電対策計画
突発的な大規模停電が発生し、早期に初動体制を確立して被害の軽減を図るため、防災関係機

関が実施する予防及び応急対策については、本計画の定めるところによる。

１ 災害通信計画
非常時における情報の伝達系統は次のとおりとする。

（略）

３ 災害応急対策
突発的な大規模停電が発生した場合の関係機関の応急対策は、第２編風水害防災計画 第４章災

害応急対策計画（P84）及び「突発的な大規模停電などへの応急対応マニュアル」（資料編に掲載）

に基づき実施するものとする。

４ 携帯電話機等充電対策
市は、突発的な大規模停電が発生した場合、携帯電話等の情報通信機器や在宅医療機器への充電

ステーションを避難所とは別に開設する。

第７章 突発的な大規模停電対策計画
突発的な大規模停電が発生し、住民の生命、身体、財産に被害が生じた場合、または生じるおそ

れがある場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関係

機関が実施する予防及び応急対策については、本計画の定めるところによる。

１ 災害通信計画
非常時における情報の伝達系統は次のとおりとする。

（略）

３ 災害応急対策
突発的な大規模停電が発生した場合の関係機関の応急対策は、第２編第４章災害応急対策計画

（P91）及び「突発的な大規模停電などへの応急対応マニュアル」（資料編に掲載）に基づき実施す

るものとする。

４ 通信機器等の充電対策
市は、突発的な大規模停電が発生した場合、必要に応じて、スマートフォンや携帯電話、その他

充電が必要となる機器等を有している被災者に対して、庁舎や管理施設などを開放し、電源の供給

や民間事業者等と連携して充電機器等の提供に努めるものとする。

北海道地域防災計画との整合

機構改革による組織名変更

連絡先の変更

表現の修正

北海道地域防災計画との整合

北海道電力

ネットワーク㈱

室蘭支店

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９

室蘭警察署

４６－０１１０

胆振総合振興局

地域創生部地域政策課

２４－９５７０

陸上自衛隊第７師団

０１２３－２３－５１３２

陸上自衛隊第７１戦車連隊

０１２３－２３－２１０６ 北海道電力

ネットワーク㈱

室蘭支店

室蘭市防災対策課

２５－２２４４

室蘭市消防署通信指令室

４３－０１１９

室蘭警察署

４６－０１１０

胆振総合振興局

地域創生部危機対策室

２４－９５７０

陸上自衛隊第７師団

０１２３－２３－５１３１

陸上自衛隊第７１戦車連隊

０１２３－２３－２１０６
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頁 現 行 改 定 備 考

改定年月日の変更
室蘭市地域防災計画

令和 3年 2月 24 日修正

室蘭市総務部防災対策課

室蘭市地域防災計画

令和５年 11月 24 日改定

室蘭市総務部防災対策課



資 料 編





資料編 7 P. 1

頁 現 行 修 正 備 考

資料編

7-2

７－２ 洪水による浸水想定区域

１． “水防法第１４条の指定を受けた浸水想定区域”（知利別川）
（平成２６年４月１日現在）

２． その他 洪水により浸水が予想される区域
（平成２６年４月１日現在）

構成の変更

水防法指定関連情報の追加

降雨条件の追加

浸水想定区域図種別の追加

要配慮者施設情報の削除

（別途一覧を作成）

新たに指定された2水系3河川の

追加

図
面
番
号

災 害 発 生 予 想 区 域
区域内の地下街等または、要支援者施設（浸水深 50cm程度以上）

地区名 危険区域

水 系 河 川

災害の

要因水 系 河川名 種別 名称 所在地 電話

１
中島町１丁目、知利別町４

丁目、天神町
図面参照 知利別川 知利別川 洪水

病院、診療所

又は助産所

おぎの耳鼻咽喉科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科

室蘭こころにクリニック

福田歯科

本庄医院

室蘭市中島町 1-3-8
室蘭市中島町 1-8-5
室蘭市中島町 1-8-5
室蘭市中島町 1-14-2

41-3317
41-4000
41-7755
44-3550

図
面
番
号

危 険 区 域 の 現 況 区域内の地下街等または、要支援者施設（浸水深 50cm程度以上）

地 区 名 危険区域

水系河川
災害の

要因
種別 名称 所在地 電話

水系 河川名

2 本輪西町１丁目、３丁目 図面参照 本輪西川 本輪西川 洪水

2 港北町１丁目～４丁目 図面参照 本輪西川 ｺｲｶｸｼ川 洪水
病院、診療所

又は助産所

下地内科外科 室蘭市港北町 1-47-9 55-7187



資料編 7 P. 2

頁 現 行 修 正 備 考

構成の変更

降雨条件の追加

浸水想定区域図種別の追加

要配慮者施設情報の削除

（別途一覧を作成）



資料編 7 P. 3

頁 現 行 修 正 備 考

資料編

7-3

７－３ 土砂災害危険区域

１． （土砂災害防止法に基づく特別警戒区域及び警戒区域の指定を受けた箇所 ２７１箇所）

（令和元年８月３０日現在）

７－３ 土砂災害危険区域

１．急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）

（１） 土砂災害防止法に基づく特別警戒区域及び警戒区域の指定を受けた箇所（３２８箇所）

（令和５年４月１日現在）

構成の変更

要配慮者施設情報の削除

（別途一覧を作成）

土砂災害種別の表示（追加）

新規指定に伴う追加、削除

連番 図
面

番
号

危険区域の現況 区域内の要支護者施設

指定年月

日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒

区域

面積

（ha
）

特別警

戒区域

面積

（ha）

警戒区

域人家

数

特別

警戒

区人

家数

急傾斜

地指定

年月日

種別 名称 所在地

１ ①
急３

３
室蘭緑町３ 緑町 5番～８番 2.28 1.08 39 25 第 1827 号

S57.7.15
Ｈ19.3.30

２ ②
急３

７
室蘭緑町１

緑町 9番～10番
西小路町 1番

海岸町 3丁目 8,9番
0.97 0.37 37 12 Ｈ19.3.30

３ ②
急３

８
室蘭西小路２ 西小路町 1～5,7,14,15番 3.1 1.4 71 25 Ｈ19.3.20

４ ②
急３

９
室蘭西小路１ 西小路町 13～17番 1.3 0.5 12 1 Ｈ19.3.20

５ ②
急４

１
室蘭海岸町２

海岸町 2丁目 2番
海岸町 3丁目 3～5番 1.12 0.32 37 20 第 1945 号

H1.12.28
H20.6.27

６ ②
急４

２
室蘭海岸町

海岸町２丁目５番～10番

12 番
2.16 1.07 33 18

第 1212 号

S55.5.6
Ｈ21.3.27

７ ②
急５

２
室蘭幕西町

幕西町 2,３ ,6～9,11,13,15
番

4.9 2.3 100 42 第 1827 号

S57.7.15
H18.2.24

８ ②
急５

９
室蘭舟見町 1丁目 1 舟見町 1丁目 11番 0.8 0.2 8 6 H20.6.27

９
②

③

急６

０
室蘭舟見町 1丁目 舟見町 1丁目 10番 0.4 0.2 7 2 第 561 号

S56.3.24
H20.6.27

１０ ③
急７

３
室蘭新富町１丁目 1 新富町１丁目５～６番 0.9 0.4 2 1

老人保

険・児童福

祉

施設

老人保健施設

母恋院内保育所

ぷぷにえ

新富町1-5-13

24-1331 Ｈ21.3.27

１１ ③
急７

４
室蘭新富町１丁目 2 新富町１丁目３３～３９番地 0.8 0.4 9 6 Ｈ21.3.27

１２ ③
急７

５
室蘭新富町 1-2 新富町 1丁目 7,12,15,16

番
1.5 0.6 35 14 第 479 号

S57.3.23
H18.3.22

１３ ③
急７

６
室蘭新富町１-1

新富町１丁目 9 番～12 番

母恋北町２丁目 8,10～11 番
3.9 1.8 76 35

第 295 号

H3.3.4
Ｈ21.3.27

１４ ③
急７

７
室蘭新富町１丁目 3 新富町１丁目１４番 1.4 0.5 11 7 Ｈ21.3.27

１５ ③
急８

０
室蘭母恋北町 1丁目
2

母恋北町 1丁目 6,10～13
番

1.13 0.36 27 16 H20.3.28

１６ ③
急８

１
室蘭母恋北町 2-(1) 母恋北町 2丁目 13,15番 1.66 0.76 15 8 第 479 号

S57.3.23
H20.3.28

１７ ③
急８

２
室蘭母恋北町 2-(2) 母恋北町 2丁目 7,11,13番 1.15 0.45 18 11 第 1344 号

S56.6.18
H20.3.28

１８ ③
急８

３
室蘭母恋北町 3-(1) 母恋北町 2丁目 12～14番

母恋北町 3丁目 1番～3番 3.78 2.38 36 20 第 1344 号

S56.6.18
H20.3.28

１９ ③
急８

４
室蘭母恋北町 3丁目
1

母恋北町 2丁目 12番
母恋北町 3丁目１～3番 1.41 0.82 21 15 第 1344 号

S56.6.18
H20.3.28

２０ ③
急８

５
室蘭母恋北町 3-(2) 母恋北町 3丁目 2,3番 0.45 0.18 0 0 H20.3.28

２１ ③
急８

６
室蘭母恋北町 3丁目
2 母恋北町 3丁目 28番 0.17 0.05 3 2 H20.3.28

２２ ③
急８

８
室蘭母恋南町 1丁目
2

母恋南町1丁目 6～8,32番
母恋北町 2丁目 12番 3.24 1.51 55 21 H20.3.28

２３ ③
急９

１
室蘭母恋南町 1丁目 3 母恋南町１丁目３２番地 0.33 0.15 1 0 Ｈ21.3.27

２４ ③ 急 101 室蘭母恋南町 4丁目
7 母恋南町 4丁目 3,4番 1.53 0.87 19 14 H19.12.14

２５ ④ 急 128 室蘭御崎 御崎町 2丁目１,7,10番 1.50 0.00 22 0 第 284 号

S47.1.31
H19.3.30

２６ ④ 急 138 室蘭大沢町 2丁目 2 大沢町 2丁目 16番 0.12 0.03 0 0 児童福

祉施設
双葉保育所

大沢町

2-16-4
44-3612

H18.3.30

２７ ④ 急 153 室蘭輪西 1 輪西町 1丁目 2～4番
大沢町 2丁目 1,4,5,6,7番 0.6 0.2 14 8 第 1827 号

S57.7.15

児童福

祉施設
はだしっこ子供園 輪西町 1-4-3 H19.3.30

H20.3.28

２８ ⑦ 急 181 室蘭中島本町 3丁目
4 中島本町 3丁目 17,18,77番 1.38 0.56 13 8 H19.3.30

２９
⑥

⑦
急 183 室蘭中島本町 3-2 中島本町 3丁目 16～18,79

番
2.18 0.88 36 17 第 1945 号

H1.12.28
H19.3.30

３０ ⑨ 急 188 室蘭高平町 1 高平町５番地 1.1 0.4 11 3 Ｈ21.3.27

３１ ⑨ 急 189 室蘭高平町 2 高平町５番地 1.5 0.7 16 10 Ｈ21.3.27

３２ ⑩ 急 195 室蘭港北町 2丁目 3 港北町 2丁目 341,357番 0.59 0.25 9 6 H19.12.14

３３ ④ 急 151 室蘭みゆき町 1丁目 2 みゆき町１丁目２番 0.48 0.15 6 4 Ｈ21.6.9

３４ ④ 急 154 室蘭輪西

みゆき町１丁目６番

輪西町１丁目５、１４，１５

大沢町２丁目１８番

0.2 0.1 12 3 Ｈ21.6.9

３５ ⑦ 急 180 室蘭中島本町 3丁目 2 中島本町３丁目７１番地 0.16 0.05 0 0 H22.3.16

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

１ ① 急３３ 室蘭緑町３ 緑町 5番～8番 2.28 1.08 39 25
第 1827 号

S57.7.15
Ｈ19.3.30

２ ② 急３７ 室蘭緑町１

緑町 9番～10 番

西小路町 1 番

海岸町 3丁目 8,9 番

0.97 0.37 37 12 Ｈ19.3.30

３ ② 急３８ 室蘭西小路２ 西小路町 1～5,7,14,15 番 3.1 1.4 71 25 Ｈ19.3.20

４ ② 急３９ 室蘭西小路１ 西小路町 13～17 番 1.3 0.5 12 1 Ｈ19.3.20

５ ② 急４１ 室蘭海岸町２
海岸町 2丁目 2番

海岸町 3丁目 3～5番
1.12 0.32 37 20

第 1945 号

H1.12.28
H20.6.27

６ ② 急４２ 室蘭海岸町
海岸町２丁目５番～10番

12 番
2.16 1.07 33 18

第 1212 号

S55.5.6
Ｈ21.3.27

７ ② 急５２ 室蘭幕西町 幕西町 2,3,6～9,11,13,15 番 4.9 2.3 100 42
第 1827 号

S57.7.15
H18.2.24

８ ② 急５９ 室蘭舟見町１丁目１ 舟見町 1丁目 11 番 0.8 0.2 8 6 H20.6.27

９ ②③ 急６０ 室蘭舟見町１丁目 舟見町 1丁目 10 番 0.4 0.2 7 2
第 561 号

S56.3.24
H20.6.27

１０ ③ 急７３ 室蘭新富町 1丁目 1 新富町１丁目５～６番 0.9 0.4 2 1 Ｈ21.3.27

１１ ③ 急７４ 室蘭新富町 1丁目 2 新富町１丁目３３～３９番地 0.8 0.4 9 6 Ｈ21.3.27

１２ ③ 急７５ 室蘭新富町 1-2 新富町 1丁目 7,12,15,16 番 1.5 0.6 35 14
第 479 号

S57.3.23
H18.3.22

１３ ③ 急７６ 室蘭新富町１-1
新富町１丁目 9番～12番

母恋北町２丁目 8,10～11 番
3.9 1.8 76 35

第 295 号

H3.3.4
Ｈ21.3.27

１４ ③ 急７７ 室蘭新富町１丁目 3 新富町１丁目１４番 1.4 0.5 11 7 Ｈ21.3.27

１５ ③ 急８０ 室蘭母恋北町 1丁目 2 母恋北町 1 丁目 6,10～13 番 1.13 0.36 27 16 H20.3.28

１６ ③ 急８１ 室蘭母恋北町 2-(1) 母恋北町 2 丁目 13,15 番 1.66 0.76 15 8
第 479 号

S57.3.23

H20.3.28

H30.4.10

１７ ③ 急８２ 室蘭母恋北町 2-(2) 母恋北町 2 丁目 7,11,13 番 1.15 0.45 18 11
第 1344 号

S56.6.18
H20.3.28

１８ ③ 急８３ 室蘭母恋北町 3-(1)
母恋北町 2 丁目 12～14 番

母恋北町 3 丁目 1 番～3番
3.78 2.38 36 20

第 1344 号

S56.6.18

H20.3.28

H30.4.10

１９ ③ 急８４ 室蘭母恋北町 3丁目 1
母恋北町 2 丁目 12番

母恋北町 3 丁目１～3番
1.41 0.82 21 15

第 1344 号

S56.6.18
H20.3.28

２０ ③ 急８５ 室蘭母恋北町 3-(2) 母恋北町 3 丁目 2,3 番 0.45 0.18 0 0 H20.3.28

２１ ③ 急８６ 室蘭母恋北町 3丁目 2 母恋北町 3 丁目 28番 0.17 0.05 3 2 H20.3.28

２２ ③ 急８８ 室蘭母恋南町 1丁目 2
母恋南町 1 丁目 6～8,32 番

母恋北町 2 丁目 12番
3.24 1.51 55 21 H20.3.28

２３ ③ 急９１ 室蘭母恋南町 1丁目 3 母恋南町１丁目３２番地 0.33 0.15 1 0 Ｈ21.3.27

２４ ③ 急 101 室蘭母恋南町 4丁目 7 母恋南町 4 丁目 3,4 番 1.53 0.87 19 14 H19.12.14

２５ ④ 急 128 室蘭御崎 御崎町 2丁目１,7,10 番 1.50 0.00 22 0
第 284 号

S47.1.31
H19.3.30

２６ ④ 急 138 室蘭大沢町 2丁目 2 大沢町 2丁目 16 番 0.12 0.03 0 0 H18.3.30

２７ ④ 急 153 室蘭輪西 1
輪西町 1丁目 2～4番

大沢町 2丁目 1,4,5,6,7 番
0.6 0.2 14 8

第 1827 号

S57.7.15

H19.3.30

H20.3.28

２８ ⑦ 急 181 室蘭中島本町 3丁目 4 中島本町 3 丁目 17,18,77 番 1.38 0.56 13 8 H19.3.30

２９ ⑥⑦ 急 183 室蘭中島本町 3-2 中島本町 3 丁目 16～18,79 番 2.18 0.88 36 17
第 1945 号

H1.12.28
H19.3.30

３０ ⑨ 急 188 室蘭高平町 1 高平町５番地 1.1 0.4 11 3 Ｈ21.3.27

３１ ⑨ 急 189 室蘭高平町 2 高平町５番地 1.5 0.7 16 10 Ｈ21.3.27

３２ ⑩ 急 195 室蘭港北町 2丁目 3 港北町 2丁目 341,357 番 0.59 0.25 9 6 H19.12.14

３３ ④ 急 151 室蘭みゆき町 1丁目 2 みゆき町１丁目２番 0.48 0.15 6 4 Ｈ21.6.9

３４ ④ 急 154 室蘭輪西

みゆき町１丁目６番

輪西町１丁目５、１４，１５

大沢町２丁目１８番

0.2 0.1 12 3 Ｈ21.6.9
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頁 現 行 修 正 備 考

連番 図
面

番
号

危険区域の現況 区域内の要支護者施設

指定年月

日箇所
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３６ ⑦ 急 297 室蘭中島本町 3丁目 3 中島本町３丁目７０番地 0.17 0.05 1 1 H22.3.16

３７ ⑦ 急 182 室蘭中島本町 3丁目 5 中島本町３丁目１５～１７番 1.44 0.66 20 9 H22.3.16

３８ ⑥ 急 184 室蘭中島本町 3丁目 6 中島本町３丁目７９番地 0.78 0.32 14 6 H22.3.16

３９ ② 急 35 室蘭緑町２ 緑町１５番 0.66 0.25 6 4 H22.3.16

４０ ② 急 36 室蘭緑町４ 緑町１３番、１４番 0.14 0.05 5 3
第 1994 号

S62.12.10
H22.3.16

４１ ① 急 34 室蘭緑町５ 緑町３番、４番 1.40 0.51 7 4
第 1344 号

S56.6.18
H22.3.16

４２ ③ 急 61 室蘭舟見町 2-1
舟見町２丁目１～３、6～7 番

栄町２丁目２～３番
3.92 0.85 95 36

第 1935 号

S53.6.17
H22.3.16

４３ ③ 急 66 室蘭山手町 2丁目 山手町２丁目１番、２番 0.82 0.30 6 5
第 479 号

S57.3.23
H22.3.16

４４ ③ 急 65 室蘭山手町 2丁目 1 山手町 2 丁目５番 0,45 0,18 8 3 H22.3.16

４５ ③ 急 67 室蘭山手町 2丁目 2 山手町２丁目１１番 0.62 0.16 4 1 H22.3.16

４６ ③ 急 68 室蘭山手町 2丁目 3 山手町２丁目３，４番 1.74 0.70 23 12 H22.3.16

４７ ⑨ 急 186 室蘭中島本町 1丁目 中島本町１丁目 14番～18番 2.10 0.95 27 6 H22.3.16

４８ ⑨ 急 187 室蘭中島本町 1-1 中島本町１丁目１６番
0.24

0.41

0.08

0.02

2

5

0

0

第 1344 号

S56.6.18

H22.3.16

H27.8.28

４９ ⑥ 急 166 室蘭知利別町 1丁目 知利別町１丁目１１番 0.22 0.07 0 0 H22.3.16

５０ ⑦ 急 168 室蘭知利別町 3丁目 1 知利別町３丁目１８番 0.22 0.07 5 4 H22.3.16

５１ ⑦ 急 169 室蘭知利別町 3丁目 3 知利別町３丁目１９番 0.51 0.21 7 4 H22.3.16

５２ ⑦ 急 293 室蘭知利別町３丁目 4 知利別町３丁目２０番 1.08 0.59 12 3 H22.3.16

５３ ⑨ 急 190 室蘭高平町 3 高平町６番地 1.7 0.6 17 16 H22.3.16

５４ ⑨ 急 191 室蘭高平町 4 高平町１番地 2.8 1.1 12 10 H22.3.16

５５ ⑥ 急 185 室蘭中島本町 3丁目 7 中島本町３丁目５３番地 0.54 0.27 4 1 H22.3.16

５６ ④ 急 120 室蘭御前水２丁目 6 御前水町２丁目１６番 0.09 0.03 0 0 H22.3.16

５７ ⑩ 急 211 室蘭本輪西 4丁目 1 本輪西町５丁目 16番 1.16 0.63 1 1 H22.3.26

５８ ④ 急 118 室蘭御前水２丁目 4 御前水町２丁目１１番 1.22 0.53 15 8 H22.3.16

５９ ⑩ 急 202 室蘭本輪西５丁目 5 本輪西町５丁目１３，１４番 0.90 0.36 16 11 H22.3.26

６０ ⑩ 急 203 室蘭本輪西５丁目 6 本輪西町５丁目１３番 0.83 0.32 8 5 H22.3.26

６１ ⑩ 急 204 室蘭本輪西５丁目 7 本輪西町 5 丁目 11番１２番 0.72 0.31 9 5 H22.3.26

６２ ③ 急 115 室蘭御前水２丁目 2 御前水町２丁目１２番 0.65 0.22 15 11 H22.3.16

６３ ④ 急 117 室蘭御前水２丁目 3 御前水町２丁目１１番１９番 0.70 0.23 4 3 H22.3.16

６４ ⑩ 急 205 室蘭本輪西５丁目 8 本輪西町５丁目９，１２番 0.89 0.60 0 0 H22.3.26

６５ ⑩ 急 206 室蘭本輪西５丁目 9 本輪西町５丁目１０番 1.16 0.55 11 8 H22.3.26

６６ ⑩ 急 209 室蘭本輪西５丁目 12 本輪西町５丁目９，１０番 1.73 0.84 17 1 H22.3.26

６７ ⑩ 急 317 室蘭本輪西町５丁目 3 本輪西町５丁目１４９番地 0.04 0.01 1 1 H22.3.26

６８ ⑥ 急 164 室蘭宮の森町２丁目 宮の森町２丁目７番 0.26 － 10 0 H23.1.7

６９ ① 急 3 室蘭祝津町２丁目 1 祝津町２丁目２９番 2.17 0.83 48 24 H23.1.7

７０ ③ 急 72 室蘭入江町 1 入江町 9番地 1.46 0.61 9 6 H23.1.7

７１ ② 急 28 室蘭増市町１丁目 4 増市町１丁目２１番 0.58 0.21 7 3 H23.1.7

７２ ② 急 29 室蘭増市町１丁目 5 増市町１丁目１４番 0.07 0.03 3 2 H23.1.7

７３ ② 急 30 室蘭増市町１丁目 6 増市町１丁目１３、１４番 3.49 1.84 47 14
地域活動

支援ｾﾝﾀｰ
室蘭さわやか会

増市 1-14-1

22-5133
H23.1.7
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３５ ⑦ 急 180 室蘭中島本町 3丁目 2 中島本町３丁目７１番地 0.16 0.05 0 0 H22.3.16

３６ ⑦ 急 297 室蘭中島本町 3丁目 3 中島本町３丁目７０番地 0.17 0.05 1 1 H22.3.16

３７ ⑦ 急 182 室蘭中島本町 3丁目 5 中島本町３丁目１５～１７番 1.44 0.66 20 9 H22.3.16

３８ ⑥ 急 184 室蘭中島本町 3丁目 6 中島本町３丁目７９番地 0.78 0.32 14 6 H22.3.16

３９ ② 急 35 室蘭緑町２ 緑町１５番 0.66 0.25 6 4 H22.3.16

４０ ② 急 36 室蘭緑町４ 緑町１３番、１４番 0.14 0.05 5 3
第 1994 号

S62.12.10
H22.3.16

４１ ① 急 34 室蘭緑町５ 緑町３番、４番 1.40 0.51 7 4
第 1344 号

S56.6.18
H22.3.16

４２ ③ 急 61 室蘭舟見町 2-1
舟見町２丁目１～３、6～7 番

栄町２丁目２～３番
3.92 0.85 95 36

第 1935 号

S53.6.17
H22.3.16

４３ ③ 急 66 室蘭山手町 2丁目 山手町２丁目１番、２番 0.82 0.30 6 5
第 479 号

S57.3.23
H22.3.16

４４ ③ 急 65 室蘭山手町 2丁目 1 山手町 2丁目５番 0,45 0,18 8 3 H22.3.16

４５ ③ 急 67 室蘭山手町 2丁目 2 山手町２丁目１１番 0.62 0.16 4 1 H22.3.16

４６ ③ 急 68 室蘭山手町 2丁目 3 山手町２丁目３，４番 1.74 0.70 23 12 H22.3.16

４７ ⑨ 急 186 室蘭中島本町 1丁目 中島本町１丁目 14番～18番 2.10 0.95 27 6 H22.3.16

４８ ⑨ 急 187 室蘭中島本町 1-1 中島本町１丁目１６番
0.24

0.41

0.08

0.02

2

5

0

0

第 1344 号

S56.6.18

H22.3.16

H27.8.28

４９ ⑥ 急 166 室蘭知利別町 1丁目 知利別町１丁目１１番 0.22 0.07 0 0 H22.3.16

５０ ⑦ 急 168 室蘭知利別町 3丁目 1 知利別町３丁目１８番 0.22 0.07 5 4 H22.3.16

５１ ⑦ 急 169 室蘭知利別町 3丁目 3 知利別町３丁目１９番 0.51 0.21 7 4 H22.3.16

５２ ⑦ 急 293 室蘭知利別町３丁目 4 知利別町３丁目２０番 1.08 0.59 12 3 H22.3.16

５３ ⑨ 急 190 室蘭高平町 3 高平町６番地 1.7 0.6 17 16 H22.3.16

５４ ⑨ 急 191 室蘭高平町 4 高平町１番地 2.8 1.1 12 10 H22.3.16

５５ ⑥ 急 185 室蘭中島本町 3丁目 7 中島本町３丁目５３番地 0.54 0.27 4 1 H22.3.16

５６ ④ 急 120 室蘭御前水２丁目 6 御前水町２丁目１６番 0.09 0.03 0 0 H22.3.16

５７ ⑩ 急 211 室蘭本輪西 4丁目 1 本輪西町５丁目 16番 1.16 0.63 1 1 H22.3.26

５８ ④ 急 118 室蘭御前水２丁目 4 御前水町２丁目１１番 1.22 0.53 15 8 H22.3.16

５９ ⑩ 急 202 室蘭本輪西５丁目 5 本輪西町５丁目１３，１４番 0.90 0.36 16 11 H22.3.26

６０ ⑩ 急 203 室蘭本輪西５丁目 6 本輪西町５丁目１３番 0.83 0.32 8 5 H22.3.26

６１ ⑩ 急 204 室蘭本輪西５丁目 7 本輪西町 5 丁目 11番１２番 0.72 0.31 9 5 H22.3.26

６２ ③ 急 115 室蘭御前水２丁目 2 御前水町２丁目１２番 0.65 0.22 15 11 H22.3.16

６３ ④ 急 117 室蘭御前水２丁目 3 御前水町２丁目１１番１９番 0.70 0.23 4 3 H22.3.16

６４ ⑩ 急 205 室蘭本輪西５丁目 8 本輪西町５丁目９，１２番 0.89 0.60 0 0 H22.3.26

６５ ⑩ 急 206 室蘭本輪西５丁目 9 本輪西町５丁目１０番 1.16 0.55 11 8 H22.3.26

６６ ⑩ 急 209 室蘭本輪西５丁目 12 本輪西町５丁目９，１０番 1.73 0.84 17 1 H22.3.26

６７ ⑩ 急 317 室蘭本輪西町５丁目 3 本輪西町５丁目１４９番地 0.04 0.01 1 1 H22.3.26

６８ ⑥ 急 164 室蘭宮の森町２丁目 宮の森町２丁目７番 0.26 － 10 0 H23.1.7

６９ ① 急 3 室蘭祝津町２丁目 1 祝津町２丁目２９番 2.17 0.83 48 24 H23.1.7

７０ ③ 急 72 室蘭入江町 1 入江町 9番地 1.46 0.61 9 6 H23.1.7

７１ ② 急 28 室蘭増市町１丁目 4 増市町１丁目２１番 0.58 0.21 7 3 H23.1.7

７２ ② 急 29 室蘭増市町１丁目 5 増市町１丁目１４番 0.07 0.03 3 2 H23.1.7
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頁 現 行 修 正 備 考

連番 図
面

番
号

危険区域の現況 区域内の要支護者施設

指定年月

日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒

区域

面積

（ha
）

特別警

戒区域

面積

（ha）

警戒区

域人家

数

特別

警戒

区人

家数

急傾斜

地指定

年月日

種別 名称 所在地

７４ ② 急 32 室蘭増市町１丁目 7 増市町１丁目１９番 0.55 0.22 9 5 H23.1.7

７５ ② 急 48 室蘭清水町２丁目 1 清水町２丁目９番～１１番 1.15 0.36 25 14 H23.1.7

７６ ② 急 49 室蘭清水町２丁目 2 清水町２丁目８番 0.34 0.06 5 4 H23.1.7

７７ ② 急 50 室蘭清水町２丁目 3 清水町２丁目７番 1.61 0.66 33 17 H23.1.7

７８ ④ 急 135 室蘭大沢町１丁目 4 大沢町１丁目 20､21 番 2.00 1.19 7 7 H23.1.7

７９ ④ 急 136 室蘭大沢町１丁目 5 大沢町１丁目 20､21 番 1.82 0.75 27 9 H23.1.7

８０ ⑥ 急 165 室蘭知利別町２丁目 知利別町２丁目２２番 2.72 0.56 26 0 H23.1.7

８１ ⑦ 急 170 室蘭高砂町 3 丁目 高砂町 3丁目１８番地 0.09 0.02 1 1 H23.1.7

８２ ⑦ 急 176 室蘭水元町 1 水元町１番 0.21 0.07 3 0 H23.1.7

８３ ⑦ 急 179 室蘭水元町 4 水元町２０番 0.49 0.13 7 3 H23.1.7

８４ ④ 急 141 室蘭大沢町 2 大沢町２丁目 23,25 番 3.66 1.49 47 35
第 1935 号

S53.6.17

老人福祉

関係施設

グループホーム

やちよ

デイホーム

やちよ

大沢町 2-26-4

41-1717

43-9220
H23.4.19

８５ ④
急 144

室蘭大沢町 3丁目 2 大沢町３丁目１番～３番 1.36 0.55 20 10 H23.4.19

８６ ①
急 6

室蘭港南町１丁目
港南町１丁目２番、12番～14

番
2.25 0.70 41 12

第 1212 号

S55.5.6
H23.4.19

８７ ① 急 8 室蘭港南町２丁目 1 港南町２丁目１番 0.41 0.22 21 0 H23.4.19

８８ ① 急 9 室蘭港南町２丁目 2 港南町２丁目３番 0.63 0.36 6 4
児童福祉

施設
祝津保育所

港南町２-４−１３

24-7878
H23.4.19

８９ ① 急 10 室蘭港南町２丁目 3 港南町２丁目３番 0.13 0.05 1 0 H23.4.19

９０ ①
急 15

室蘭港南町２丁目 7 港南町２丁目１７番 1.25 0.54 14 13 H23.4.19

９１ ⑦
急 172

室蘭天神町 2 天神町２１２番地２４５番地 0.05 0.01 1 1 H23.4.19

９２ ⑦
急 174

室蘭天神町 5 天神町２１２番地 0.55 0.23 10 4 H23.4.19

９３ ⑦
急 175

室蘭天神町 6 天神町２８４番地 0.06 0.02 1 1 H23.4.19

９４ ⑦
急 296

室蘭天神町 7 天神町１９番 0.15 0.07 1 0 H23.4.19

９５ ③
急 104

室蘭母恋南町 3 丁目 1 母恋南町３丁目 12番 0.88 0.26 6 1 H23.7.5

９６ ③
急 105

室蘭母恋南町 3 丁目 2 母恋南町３丁目４６番地 0.04 0.01 3 3 H23.7.5

９７ ③
急 106

室蘭母恋南町 3 丁目 3 母恋南町３丁目１７番 0.42 0.14 7 3 H23.7.5

９８ ③
急 107

室蘭母恋南町 3 丁目 4 母恋南町３丁目 15,21 番 0.62 0.25 17 6 H23.7.5

９９ ③
急 108

室蘭母恋南町 3 丁目 7 母恋南町３丁目４８番地 0.49 0.14 7 5 H23.7.5

100 ③
急 109

室蘭母恋南町 3 丁目 8 母恋南町 3 丁目 22 番、２７番 0.73 0.26 23 14 H23.7.5

101 ③
急 110

室蘭母恋南町 3 丁目 9
母恋南町３丁目 25 番３０番２

丁目 53番６２番
1.84 0.69 29 11 H23.7.5

102 ③
急 111

室蘭母恋南町 2 丁目 1 母恋南町２丁目５６番 0.86 0.34 15 5 H23.7.5

103 ③
急 112

室蘭母恋南町 2 丁目 2 母恋南町２丁目５６番 0.74 0.32 10 6 H23.7.5

104 ③
急 273

室蘭母恋南町４丁目 6 母恋南町４丁目４６番 0.29 0.10 1 1 H23.7.5

105 ③ 急 95 室蘭母恋南町 5丁目 4 母恋南町５丁目５番 0.51 0.17 7 7
児童福祉

施設
わかすぎ学園

母恋南 5-5-39

23-7984
Ｈ24.6.15

106 ③ 急 94 室蘭母恋南町 5丁目 3 母恋南町５丁目１５番 0.09 0.02 4 1 Ｈ21.3.27

107 ③ 急 93 室蘭母恋南町 5丁目 2
母恋南町５丁目７番、13～16

番
0.71 0.24 16 10 Ｈ21.3.27

108 ③ 急 92 室蘭母恋南町 5丁目 1
母恋南町５丁目１０番～１２

番
1.88 0.69 31 11 Ｈ21.3.27

109 ③ 急 102 室蘭母恋南町 4丁目 9 母恋南町４丁目１～３番 0.96 0.38 17 6 Ｈ21.3.27

110 ③ 急 274 室蘭母恋南町４丁目 8 母恋南町４丁目３番 0.50 0.21 2 1 Ｈ21.3.27

111 ③ 急 100 室蘭母恋南町 4丁目 5 母恋南町４丁目４番５番 0.89 0.41 12 8 Ｈ21.3.27

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

７３ ② 急 30 室蘭増市町１丁目 6 増市町１丁目１３、１４番 3.49 1.84 47 14 H23.1.7

７４ ② 急 32 室蘭増市町１丁目 7 増市町１丁目１９番 0.55 0.22 9 5 H23.1.7

７５ ② 急 48 室蘭清水町２丁目 1 清水町２丁目９番～１１番 1.15 0.36 25 14 H23.1.7

７６ ② 急 49 室蘭清水町２丁目 2 清水町２丁目８番 0.34 0.06 5 4 H23.1.7

７７ ② 急 50 室蘭清水町２丁目 3 清水町２丁目７番 1.61 0.66 33 17 H23.1.7

７８ ④ 急 135 室蘭大沢町１丁目 4 大沢町１丁目 20､21 番 2.00 1.19 7 7 H23.1.7

７９ ④ 急 136 室蘭大沢町１丁目 5 大沢町１丁目 20､21 番 1.82 0.75 27 9 H23.1.7

８０ ⑥ 急 165 室蘭知利別町２丁目 知利別町２丁目２２番 2.72 0.56 26 0 H23.1.7

８１ ⑦ 急 170 室蘭高砂町 3丁目 高砂町 3丁目１８番地 0.09 0.02 1 1 H23.1.7

８２ ⑦ 急 176 室蘭水元町 1 水元町１番 0.21 0.07 3 0 H23.1.7

８３ ⑦ 急 179 室蘭水元町 4 水元町２０番 0.49 0.13 7 3 H23.1.7

８４ ④ 急 141 室蘭大沢町 2 大沢町２丁目 23,25 番 3.66 1.49 47 35
第 1935 号

S53.6.17
H23.4.19

８５ ④ 急 144 室蘭大沢町 3丁目 2 大沢町３丁目１番～３番 1.36 0.55 20 10 H23.4.19

８６ ① 急 6 室蘭港南町１丁目 港南町１丁目２番、12番～14 番 2.25 0.70 41 12
第 1212 号

S55.5.6
H23.4.19

８７ ① 急 8 室蘭港南町２丁目 1 港南町２丁目１番 0.41 0.22 21 0 H23.4.19

８８ ① 急 9 室蘭港南町２丁目 2 港南町２丁目３番 0.63 0.36 6 4 H23.4.19

８９ ① 急 10 室蘭港南町２丁目 3 港南町２丁目３番 0.13 0.05 1 0 H23.4.19

９０ ① 急 15 室蘭港南町２丁目 7 港南町２丁目１７番 1.25 0.54 14 13 H23.4.19

９１ ⑦ 急 172 室蘭天神町 2 天神町２１２番地２４５番地 0.05 0.01 1 1 H23.4.19

９２ ⑦ 急 174 室蘭天神町 5 天神町２１２番地 0.55 0.23 10 4 H23.4.19

９３ ⑦ 急 175 室蘭天神町 6 天神町２８４番地 0.06 0.02 1 1 H23.4.19

９４ ⑦ 急 296 室蘭天神町 7 天神町１９番 0.15 0.07 1 0 H23.4.19

９５ ③ 急 104 室蘭母恋南町 3丁目 1 母恋南町３丁目 12番 0.88 0.26 6 1 H23.7.5

９６ ③ 急 105 室蘭母恋南町 3丁目 2 母恋南町３丁目４６番地 0.04 0.01 3 3 H23.7.5

９７ ③ 急 106 室蘭母恋南町 3丁目 3 母恋南町３丁目１７番 0.42 0.14 7 3 H23.7.5

９８ ③ 急 107 室蘭母恋南町 3丁目 4 母恋南町３丁目 15,21 番 0.62 0.25 17 6 H23.7.5

９９ ③ 急 108 室蘭母恋南町 3丁目 7 母恋南町３丁目４８番地 0.49 0.14 7 5 H23.7.5

100 ③ 急 109 室蘭母恋南町 3丁目 8 母恋南町 3 丁目 22番、２７番 0.73 0.26 23 14 H23.7.5

101 ③ 急 110 室蘭母恋南町 3丁目 9
母恋南町３丁目 25番,30 番

２丁目 53 番,62 番
1.84 0.69 29 11 H23.7.5

102 ③ 急 111 室蘭母恋南町 2丁目 1 母恋南町２丁目５６番 0.86 0.34 15 5 H23.7.5

103 ③ 急 112 室蘭母恋南町 2丁目 2 母恋南町２丁目５６番 0.74 0.32 10 6 H23.7.5

104 ③ 急 273 室蘭母恋南町４丁目 6 母恋南町４丁目４６番 0.29 0.10 1 1 H23.7.5

105 ③ 急 95 室蘭母恋南町 5丁目 4 母恋南町５丁目５番 0.51 0.17 7 7 Ｈ24.6.15

106 ③ 急 94 室蘭母恋南町 5丁目 3 母恋南町５丁目１５番 0.09 0.02 4 1 Ｈ21.3.27

107 ③ 急 93 室蘭母恋南町 5丁目 2 母恋南町５丁目７番、13～16 番 0.71 0.24 16 10 Ｈ21.3.27

108 ③ 急 92 室蘭母恋南町 5丁目 1 母恋南町５丁目１０番～１２番 1.88 0.69 31 11 Ｈ21.3.27

109 ③ 急 102 室蘭母恋南町 4丁目 9 母恋南町４丁目１～３番 0.96 0.38 17 6 Ｈ21.3.27

110 ③ 急 274 室蘭母恋南町４丁目 8 母恋南町４丁目３番 0.50 0.21 2 1 Ｈ21.3.27
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頁 現 行 修 正 備 考

連番 図
面

番
号

危険区域の現況 区域内の要支護者施設

指定年月

日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒

区域

面積

（ha
）

特別警

戒区域

面積

（ha）

警戒区

域人家

数

特別

警戒

区人

家数

急傾斜

地指定

年月日

種別 名称 所在地

112 ③ 急 99 室蘭母恋南町 4丁目 4 母恋南町４丁目５番 0.51 0.18 10 4 Ｈ21.3.27

113 ③ 急 96 室蘭母恋南町 4丁目 1
母恋南町５丁目５番

4丁目 10番
0.84 0.36 12 5 Ｈ21.3.27

114 ① 急 254 室蘭祝津町 3丁目 3 祝津町３丁目１５番 0.2 0.06 0 0 H24.11.2

115 ① 急 243 室蘭祝津町３丁目 2 祝津町３丁目 16番 0.61 0.06 0 0 H24.11.2

116 ⑬ 急 237 室蘭白鳥台４丁目 白鳥台４丁目 7,8､番地 0.39 0 0 0
老人福祉

関係施設

老人ホーム

白鳥ハイツ

白鳥台 4-8-1

59-3033
H24.11.2

117 ① 急 7 室蘭港南町
港南町１丁目 20 番～29 番

小橋内１丁目 1～8、20～25
5.24 0.31 119 8

第 3391 号

S51.10.6
H24.11.2

118 ⑩ 急 299 室蘭港北町２丁目 2 港北町２丁目３３４番地 0.12 0.03 2 2 H24.11.2

119 ⑦ 急 177 室蘭水元町 2 水元町 9,10,14,1516,18 番 1.21 0.48 2 1 H24.11.2

120 ⑤ 急 160 室蘭東町５-1 東町５丁目 7,13,14 番 2.02 0.54 42 3
第 3595 号

S52.12.10
H24.11.2

121 ④ 急 126 室蘭御崎町２丁目 3 御崎町２丁目１６番 0.26 0.09 7 3 H24.11.2

122 ④ 急 125 室蘭御崎町２丁目 2 御崎町２丁目１７番 0.74 0.3 11 4 H24.11.2

123 ① 急 19 室蘭小橋内１丁目 3 小橋内町１丁目２３番 0.95 0.49 4 2 H24.11.2

124 ④ 急 142 室蘭大沢町 2丁目 7 大沢町２丁目２１番 0.11 0.04 0 0 H24.11.2

125 ④ 急 284 室蘭大沢町 2丁目 3 大沢町２丁目２７番 0.41 0.16 1 0
老人福祉

関係施設

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちよ

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽしらか
ば

大沢町 2-26-4

41-1717

43-9220
H24.11.2

126 ② 急 31 室蘭増市町２丁目 2 増市町２丁目１番 0.15 0 5 0 H24.11.2

127 ⑨ 急 192 室蘭高平町 6 高平町２７番地 0.2 0.1 5 0 H24.11.2

128 ② 急 40 室蘭西小路・沢

西小路町 11,12番
沢町１～3、5～７番
海岸町 3丁目 12番

2.4
0.1

1
0.0

47
3

21
1

第 980 号

S57.5.13

Ｈ19.3.20

H24.11.2

129 ③ 急 64 室蘭舟身町 2丁目 1 舟見町２丁目８番 0.3 0.1 4 1 H24.11.2

130 ③ 急 62 室蘭舟身町 2-2 舟見町２丁目５番 0.1 0.00 4 1
第 1462 号

S63.9.5
H24.11.2

131 ① 急 251 室蘭絵鞆町３丁目 絵鞆町３丁目５番 0.03 0.01 1 0 H25.1.11

132 ① 急 14 室蘭港南町２丁目 6 港南町２丁目１3番 0.59 0.22 12 8 H25.1.11

133 ① 急 12 室蘭港南町２丁目 5 港南町２丁目２２番～２４番 1.46 0.68 36 9 H25.1.11

134 ① 急 11 室蘭港南町２丁目 4 港南町２丁目２４番 0.2 0.08 6 4 H25.1.11

135 ① 急 13 室蘭港南町２丁目 港南町２丁目２１番 0.81 0.14 20 3
第 1994 号

S62.12.10
H25.1.11

136 ⑦ 急 173 室蘭天神町 4 天神町２７番 1.13 0.08 5 0
第 1517 号

H15.8.26

老人福祉

関係施設

市総合福祉

センター

天神町 27-12

45-1333
H25.1.11

137 ⑦ 急 171 室蘭天神町 1 天神町３３番３６番 1.36 0.53 65 9 H25.1.11

138 ① 急 244 室蘭増市町１丁目 1 増市町１丁目２５８番地 2.55 0.73 12 0 H25.1.11

139 ① 急 26 室蘭増市町１丁目 2 増市町１丁目１，６番 1.86 1.32 4 0 H26.2.21

140 ⑨

⑩
急 223 室蘭本輪西 2丁目 2 本輪西町２丁目５番～９番 4.09 1.6 34 12 H26.2.21

141 ② 急 45 室蘭沢町 2 沢町 14番～17 番、22番 1.25 0.42 22 11 H26.2.21

142 ③ 急 103 室蘭母恋南町 3-3
母恋南町３丁目 1,2,5,6,7, ２

丁目 6,9,18,19
4.36 0.38 90 9

第 1178 号

S63.7.18
H26.2.21

143 ③ 急 69 室蘭山手町 2丁目 4 山手町２丁目２番 3.67 0.80 7 5 H26.6.20

144 ⑥ 急 247 室蘭東町３丁目４ 東町３丁目１８番 1.39 - 17 - H27.3.27

145 ⑤ 急 157 室蘭東町３丁目 3 東町３丁目１３番 0.41 0.12 10 8 H27.3.27

146 ⑤ 急 246 室蘭東町３丁目２ 東町３丁目１３番 0.45 0.12 2 0 H27.3.27

147 ⑤ 急 291 室蘭東町３丁目１ 東町３丁目１１番 0.35 0.11 5 4 H27.3.27

148 ⑤ 急 156 室蘭東町３ 東町３丁目４番 1.11 0.34 11 7
第 561 号

S56.3.24
H27.3.27

149 ② 急 55 室蘭常盤町 3 常盤町 11番 12 番 0.21 0.06 3 3 H27.3.27

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

111 ③ 急 100 室蘭母恋南町 4丁目 5 母恋南町４丁目４番５番 0.89 0.41 12 8 Ｈ21.3.27

112 ③ 急 99 室蘭母恋南町 4丁目 4 母恋南町４丁目５番 0.51 0.18 10 4 Ｈ21.3.27

113 ③ 急 96 室蘭母恋南町 4丁目 1
母恋南町５丁目５番

4丁目 10番
0.84 0.36 12 5 Ｈ21.3.27

114 ① 急 254 室蘭祝津町 3丁目 3 祝津町３丁目１５番 0.2 0.06 0 0 H24.11.2

115 ① 急 243 室蘭祝津町３丁目 2 祝津町３丁目 16 番 0.61 0.06 0 0 H24.11.2

116 ⑬ 急 237 室蘭白鳥台４丁目 白鳥台４丁目 7,8､番地 0.39 0 0 0 H24.11.2

117 ① 急 7 室蘭港南町
港南町１丁目 20 番～29番

小橋内１丁目 1～8、20～25
5.24 0.31 119 8

第 3391 号

S51.10.6
H24.11.2

118 ⑩ 急 299 室蘭港北町２丁目 2 港北町２丁目３３４番地 0.12 0.03 2 2 H24.11.2

119 ⑦ 急 177 室蘭水元町 2 水元町 9,10,14,1516,18 番 1.21 0.48 2 1 H24.11.2

120 ⑤ 急 160 室蘭東町５-1 東町５丁目 7,13,14 番 2.02 0.54 42 3
第 3595 号

S52.12.10
H24.11.2

121 ④ 急 126 室蘭御崎町２丁目 3 御崎町２丁目１６番 0.26 0.09 7 3 H24.11.2

122 ④ 急 125 室蘭御崎町２丁目 2 御崎町２丁目１７番 0.74 0.3 11 4 H24.11.2

123 ① 急 19 室蘭小橋内１丁目 3 小橋内町１丁目２３番 0.95 0.49 4 2 H24.11.2

124 ④ 急 142 室蘭大沢町 2丁目 7 大沢町２丁目２１番 0.11 0.04 0 0 H24.11.2

125 ④ 急 284 室蘭大沢町 2丁目 3 大沢町２丁目２７番 0.41 0.16 1 0 H24.11.2

126 ② 急 31 室蘭増市町２丁目 2 増市町２丁目１番 0.15 0 5 0 H24.11.2

127 ⑨ 急 192 室蘭高平町 6 高平町２７番地 0.2 0.1 5 0 H24.11.2

128 ② 急 40 室蘭西小路・沢町

西小路町 11,12 番

沢町１～3、5～７番

海岸町 3丁目 12 番

2.4

0.1

1

0.0

47

3

21

1

第 980 号

S57.5.13
Ｈ19.3.20

129 ② 急 40 室蘭西小路・沢町２ 西小路町 0.1 0.0 3 1 H24.11.2

130 ③ 急 64 室蘭舟身町 2丁目 1 舟見町２丁目８番 0.3 0.1 4 1 H24.11.2

131 ③ 急 62 室蘭舟身町 2-2 舟見町２丁目５番 0.1 0.00 4 1
第 1462 号

S63.9.5
H24.11.2

132 ① 急 251 室蘭絵鞆町３丁目 絵鞆町３丁目５番 0.03 0.01 1 0 H25.1.11

133 ① 急 14 室蘭港南町２丁目 6 港南町２丁目１3番 0.59 0.22 12 8 H25.1.11

134 ① 急 12 室蘭港南町２丁目 5 港南町２丁目２２番～２４番 1.46 0.68 36 9 H25.1.11

135 ① 急 11 室蘭港南町２丁目 4 港南町２丁目２４番 0.2 0.08 6 4 H25.1.11

136 ① 急 13 室蘭港南町２丁目 港南町２丁目２１番 0.81 0.14 20 3
第 1994 号

S62.12.10
H25.1.11

137 ⑦ 急 173 室蘭天神町 4 天神町２７番 1.13 0.08 5 0
第 1517 号

H15.8.26
H25.1.11

138 ⑦ 急 171 室蘭天神町 1 天神町３３番３６番 1.36 0.53 65 9 H25.1.11

139 ① 急 244 室蘭増市町１丁目 1 増市町１丁目２５８番地 2.55 0.73 12 0 H25.1.11

140 ① 急 26 室蘭増市町１丁目 2 増市町１丁目１，６番 1.86 1.32 4 0 H26.2.21

141 ⑨⑩ 急 223 室蘭本輪西 2丁目 2 本輪西町２丁目５番～９番 4.09 1.6 34 12 H26.2.21

142 ② 急 45 室蘭沢町 2 沢町 14番～17番、22番 1.25 0.42 22 11 H26.2.21

143 ③ 急 103 室蘭母恋南町 3-3
母恋南町３丁目 1,2,5,6,7

２丁目 6,9,18,19
4.36 0.38 90 9

第 1178 号

S63.7.18
H26.2.21

144 ③ 急 69 室蘭山手町 2丁目 4 山手町２丁目２番 3.67 0.80 7 5 H26.6.20

145 ⑥ 急 247 室蘭東町３丁目４ 東町３丁目１８番 1.39 - 17 - H27.3.27

146 ⑤ 急 157 室蘭東町３丁目 3 東町３丁目１３番 0.41 0.12 10 8 H27.3.27

147 ⑤ 急 246 室蘭東町３丁目２ 東町３丁目１３番 0.45 0.12 2 0 H27.3.27

148 ⑤ 急 291 室蘭東町３丁目１ 東町３丁目１１番 0.35 0.11 5 4 H27.3.27
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頁 現 行 修 正 備 考

連番 図
面

番
号

危険区域の現況 区域内の要支護者施設

指定年月

日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒

区域

面積

（ha
）

特別警

戒区域

面積

（ha）

警戒区

域人家

数

特別

警戒

区人

家数

急傾斜

地指定

年月日

種別 名称 所在地

150 ② 急 53 室蘭常盤町２

常盤町１番

中央町１丁目 3,４番

幕西町３番～6番

2.67 0.68 46 23
第 11 号

S61.1.6
H27.3.27

151 ② 急 54 室蘭常盤町 1 常盤町 11 番 0.24 0.07 3 2 H27.3.27

152 ② 急 56 室蘭常盤町 常盤町 8,9,13,14 番 2.07 0.66 53 27
第 3959 号

S52.12.10
H27.3.27

153 ⑪ 急 235 室蘭陣屋町３丁目 2 陣屋町３丁目１８番 0.25 0 0 0 H28.3.29

154 ⑪ 急 234 室蘭陣屋町３丁目 1 陣屋町３丁目１４番 0.53 0.21 3 1 H28.3.29

155 ⑤ 急 290 室蘭輪西町３丁目 2 輪西町３丁目７番 0.76 0.27 2 0 H29.3.24

156 ⑤ 急 155 室蘭輪西町３丁目 1 輪西町３丁目 7番 1.44 0.53 64 33 H29.3.24

157 ⑤ 急 161 室蘭東町５丁目 2 東町５丁目１番 0.29 0.10 35 3 H29.3.24

158 ⑤ 急 159 室蘭東町５丁目 1
東町５丁目 1番

輪西町３丁目７番
1.29 0.53 2 0 H29.3.24

159 ⑤ 急 158 室蘭東町 5-2 東町５丁目 16 番２９番 0.41 0.07 17 5
第 1344 号

S56.6.18
H29.3.24

160 ④ 急 278 室蘭御前水町 2 丁目 8 御前水町２丁目１７番 0.23 0.09 0 0 H29.3.24

161 ④ 急 277 室蘭御前水町 2 丁目 7 御前水町２丁目３番 0.25 0.08 0 0 H29.3.24

162 ④ 急 119 室蘭御前水２丁目 5 御前水町２丁目１０番 0.25 0.10 32 30 H29.3.24

163 ③ 急 114 室蘭御前水２丁目 1 御前水町２丁目１８番地 0.51 0.02 0 0
旧御前水

中学校
H29.3.24

164 ④ 急 116 室蘭御前水２ 御前水町２丁目２０番 0.35 0.03 14 2
第 980 号

S57.5.13
H29.3.24

165 ④ 急 279 室蘭御前水町 1 丁目 3 御前水町１丁目４番 0.19 0.05 4 3 H29.3.24

166 ④ 急 245 室蘭御前水町 1丁目２ 御前水町１丁目１６番１７番 0.33 0.08 10 6 H29.3.24

167 ④ 急 121 室蘭御前水 1丁目 1 御前水町１丁目２２番 0.35 － 5 － H29.3.24

168 ④ 急 123 室蘭御前水 1-2 御前水町１丁目１６番 0.14 0.04 4 0
第 1307 号

S58.7.4
H29.3.24

169 ④ 急 122 室蘭御前水 1 御前水町１丁目１８番 0.08 － 5 －
第 1344 号

S56.6.18
H29.3.24

170 ④ 急 148 室蘭大沢町 3丁目 9 大沢町３丁目１４番 0.41 0.15 12 9 H29.3.24

171 ④ 急 289 室蘭大沢町 3丁目 8 大沢町３丁目 12番 0.17 0.06 2 2 H29.3.24

172 ④ 急 147 室蘭大沢町 3丁目 5 大沢町３丁目 8,11 番 0.28 0.12 5 3 H29.3.24

173 ④ 急 146 室蘭大沢町 3丁目 4 大沢町３丁目６番 0.14 0.03 2 2 H29.3.24

174 ④ 急 145 室蘭大沢町 3丁目 3 大沢町３丁目３、４番 0.43 0.15 6 3 H29.3.24

175 ④ 急 149 室蘭大沢町 3 丁目 10 大沢町３丁目１４番 0.23 0.07 6 5 H29.3.24

176 ④ 急 143 室蘭大沢町 3丁目 1
大沢町２丁目２２番３丁目

１番
0.19 0.05 3 3 H29.3.24

177 ④ 急 152 室蘭みゆき町１丁目 3 みゆき町１丁目１１番 0.30 0.08 5 3 H29.3.24

178 ④ 急 150 室蘭みゆき町１丁目 1 みゆき町１丁目７番 0.77 0.24 5 2 H29.3.24

179 ④ 急 127 室蘭御崎町２丁目 4 御崎町２丁目９番 0.32 0.12 4 2 H29.5.19

180 ④ 急 124 室蘭御崎町２丁目 1 御崎町２丁目１７番 0.25 0.03 0 0
御崎変電

所
H29.5.19

181 ④ 急 129 室蘭御崎町２ 御崎町２丁目２番 1.68 0.18 7 0
第 1945 号

H1.12.28
H29.5.19

182 ④ 急 288 室蘭大沢町 3丁目 7 大沢町３丁目１３番 0.16 0.03 4 0 H29.5.19

183 ④ 急 287 室蘭大沢町 3丁目 6 大沢町３丁目１０番 0.12 0.04 2 1 H29.5.19

184 ④ 急 286 室蘭大沢町 2丁目 8 大沢町２丁目２４番 0.03 0.01 1 1 H29.5.19

185 ④ 急 285 室蘭大沢町 2丁目 6 大沢町２丁目３０番 0.14 0.03 1 1 H29.5.19

186 ④ 急 140 室蘭大沢町 2丁目 5 大沢町２丁目２８番 0.15 0.04 2 2 H29.5.19

187 ④ 急 139 室蘭大沢町 2丁目 4 大沢町２丁目２７番 1.19 0.47 8 8 H29.5.19

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

149 ⑤ 急 156 室蘭東町３ 東町３丁目４番 1.11 0.34 11 7
第 561 号

S56.3.24
H27.3.27

150 ② 急 55 室蘭常盤町 3 常盤町 11 番 12 番 0.21 0.06 3 3 H27.3.27

151 ② 急 53 室蘭常盤町２

常盤町１番

中央町１丁目 3,４番

幕西町３番～6番

2.67 0.68 46 23
第 11 号

S61.1.6
H27.3.27

152 ② 急 54 室蘭常盤町 1 常盤町 11 番 0.24 0.07 3 2 H27.3.27

153 ② 急 56 室蘭常盤町 常盤町 8,9,13,14 番 2.07 0.66 53 27
第 3959 号

S52.12.10
H27.3.27

154 ⑪ 急 235 室蘭陣屋町３丁目 2 陣屋町３丁目１８番 0.25 0 0 0 H28.3.29

155 ⑪ 急 234 室蘭陣屋町３丁目 1 陣屋町３丁目１４番 0.53 0.21 3 1 H28.3.29

156 ⑤ 急 290 室蘭輪西町３丁目 2 輪西町３丁目７番 0.76 0.27 2 0 H29.3.24

157 ⑤ 急 155 室蘭輪西町３丁目 1 輪西町３丁目 7番 1.44 0.53 64 33 H29.3.24

158 ⑤ 急 161 室蘭東町５丁目 2 東町５丁目１番 0.29 0.10 35 3 H29.3.24

159 ⑤ 急 159 室蘭東町５丁目 1
東町５丁目 1番

輪西町３丁目７番
1.29 0.53 2 0 H29.3.24

160 ⑤ 急 158 室蘭東町 5-2 東町５丁目 16番２９番 0.41 0.07 17 5
第 1344 号

S56.6.18
H29.3.24

161 ④ 急 278 室蘭御前水町 2丁目 8 御前水町２丁目１７番 0.23 0.09 0 0 H29.3.24

162 ④ 急 277 室蘭御前水町 2丁目 7 御前水町２丁目３番 0.25 0.08 0 0 H29.3.24

163 ④ 急 119 室蘭御前水２丁目 5 御前水町２丁目１０番 0.25 0.10 32 30 H29.3.24

164 ③ 急 114 室蘭御前水２丁目 1 御前水町２丁目１８番地 0.51 0.02 0 0 H29.3.24

165 ④ 急 116 室蘭御前水２ 御前水町２丁目２０番 0.35 0.03 14 2
第 980 号

S57.5.13
H29.3.24

166 ④ 急 279 室蘭御前水町 1丁目 3 御前水町１丁目４番 0.19 0.05 4 3 H29.3.24

167 ④ 急 245 室蘭御前水町 1丁目２ 御前水町１丁目１６番１７番 0.33 0.08 10 6 H29.3.24

168 ④ 急 121 室蘭御前水 1丁目 1 御前水町１丁目２２番 0.35 － 5 － H29.3.24

169 ④ 急 123 室蘭御前水 1-2 御前水町１丁目１６番 0.14 0.04 4 0
第 1307 号

S58.7.4
H29.3.24

170 ④ 急 122 室蘭御前水 1 御前水町１丁目１８番 0.08 － 5 －
第 1344 号

S56.6.18
H29.3.24

171 ④ 急 148 室蘭大沢町 3丁目 9 大沢町３丁目１４番 0.41 0.15 12 9 H29.3.24

172 ④ 急 289 室蘭大沢町 3丁目 8 大沢町３丁目 12 番 0.17 0.06 2 2 H29.3.24

173 ④ 急 147 室蘭大沢町 3丁目 5 大沢町３丁目 8,11 番 0.28 0.12 5 3 H29.3.24

174 ④ 急 146 室蘭大沢町 3丁目 4 大沢町３丁目６番 0.14 0.03 2 2 H29.3.24

175 ④ 急 145 室蘭大沢町 3丁目 3 大沢町３丁目３、４番 0.43 0.15 6 3 H29.3.24

176 ④ 急 149 室蘭大沢町 3丁目 10 大沢町３丁目１４番 0.23 0.07 6 5 H29.3.24

177 ④ 急 143 室蘭大沢町 3丁目 1 大沢町２丁目２２番,３丁目１番 0.19 0.05 3 3 H29.3.24

178 ④ 急 152 室蘭みゆき町１丁目 3 みゆき町１丁目１１番 0.30 0.08 5 3 H29.3.24

179 ④ 急 150 室蘭みゆき町１丁目 1 みゆき町１丁目７番 0.77 0.24 5 2 H29.3.24

180 ④ 急 127 室蘭御崎町２丁目 4 御崎町２丁目９番 0.32 0.12 4 2 H29.5.19

181 ④ 急 124 室蘭御崎町２丁目 1 御崎町２丁目１７番 0.25 0.03 0 0 H29.5.19

182 ④ 急 129 室蘭御崎町２ 御崎町２丁目２番 1.68 0.18 7 0
第 1945 号

H1.12.28
H29.5.19

183 ④ 急 288 室蘭大沢町 3丁目 7 大沢町３丁目１３番 0.16 0.03 4 0 H29.5.19

184 ④ 急 287 室蘭大沢町 3丁目 6 大沢町３丁目１０番 0.12 0.04 2 1 H29.5.19

185 ④ 急 286 室蘭大沢町 2丁目 8 大沢町２丁目２４番 0.03 0.01 1 1 H29.5.19

186 ④ 急 285 室蘭大沢町 2丁目 6 大沢町２丁目３０番 0.14 0.03 1 1 H29.5.19
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連番 図
面

番
号

危険区域の現況 区域内の要支護者施設
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日箇所
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箇所名 所在地
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（ha
）
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警戒区
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急傾斜

地指定

年月日

種別 名称 所在地

188 ④ 急 283 室蘭大沢町 2丁目 1 大沢町２丁目１４番 0.13 0.04 3 2 H29.5.19

189 ④ 急 282 室蘭大沢町１丁目 9 大沢町１丁目２４番 0.09 0.04 1 0 H29.5.19

190 ④ 急 315 室蘭大沢町１丁目 8 大沢町１丁目２５番 0.06 0.02 1 1 H29.5.19

191 ④ 急 137 室蘭大沢町１丁目 7 大沢町１丁目 25､26 番 0.27 0.08 7 6 H29.5.19

192 ④ 急 281 室蘭大沢町１丁目 6 大沢町１丁目２６番 0.03 0.01 1 1 H29.5.19

193 ④ 急 134 室蘭大沢町１丁目 3 大沢町１丁目１５番 0.17 0.06 4 2 H29.5.19

194 ④ 急 133 室蘭大沢町１丁目 2 大沢町１丁目１４番～１６番 0.62 0.19 17 10 H29.5.19

195 ④ 急 130 室蘭大沢町１丁目 1 大沢町１丁目 1,2,5,6,7 3.20 0.73 9 1 H29.5.19

196 ④ 急 132 室蘭大沢町１-1 大沢町１丁目８～１１ 1.99 0.21 25 5
第 1935 号

S53.6.17
H29.5.19

197 ④ 急 131 室蘭大沢町１ 大沢町１丁目 2,3,4 0.82 － 11 －
第 112 号

H15.1.28
H29.5.19

198 ⑩ 急 301 室蘭港北町 5丁目 4 港北町５丁目９４番地 0.11 0.05 1 1 H30.3.30

199 ⑩ 急 200 室蘭港北町 5丁目 3 港北町５丁目１２０番地 0.34 0.14 5 － H30.3.30

200 ⑩ 急 199 室蘭港北町 5丁目 2 港北町５丁目１０７番 0.22 0.06 － － H30.3.30

201 ⑩ 急 198 室蘭港北町５丁目 1
港北町５丁目７０番地、１０４

番
1.15 0.49 5 3 H30.3.30

202 ⑩ 急 197 室蘭港北町 4丁目 3 港北町４丁目３１番 1.32 0.53 2 1 H30.3.30

203 ⑩ 急 196 室蘭港北町 4丁目 2 港北町４丁目４～７番３４番 1.75 0.76 16 6 H30.3.30

204 ⑩ 急 300 室蘭港北町 4丁目 1 港北町４丁目１１番 0.35 0.13 3 1 H30.3.30

205 ⑨ 急 194 室蘭港北町３丁目
港北町３丁目

5,6,9,10,11,15,16 番
1.48 0.54 21 2 H30.3.30

206 ⑨ 急 193 室蘭港北町３ 港北町３丁目３番 4.24 1.96 18 6
第 1307 号

S58.7.4
H30.3.30

207 ⑩ 急 250 室蘭港北町２丁目 1 港北町２丁目 324 番地 0.15 0.07 1 1 H30.3.30

208 ⑩ 急 322 室蘭港北町 1 丁目 港北町２丁目１５番 0.41 0.13 5 0 H30.3.30

209 ⑦ 急 178 室蘭水元町 3 水元町１９番 0.14 0.04 3 2 H30.3.30

210 ⑦ 急 295 室蘭天神町 3 天神町２１２番地 0.15 0.04 3 3 H30.3.30

211 ⑨ 急 298 室蘭高平町 5 高平町２７番地 0.44 0.19 1 1 H30.5.22

212 ⑦ 急 294 室蘭知利別町 4 丁目 2 知利別町４丁目２９番 0.08 0.02 2 2 H30.5.22

213 ⑦ 急 320 室蘭知利別町４丁目 1 知利別町４丁目１０，１１番 0.50 0.19 0 0 H30.5.22

214 ⑦ 急 292 室蘭知利別町３丁目 2 知利別町３丁目１８番 0.21 0.08 2 1 H30.5.22

215 ⑥ 急 167 室蘭知利別町 2-2 知利別町２丁目３３番 0.11 － 2 －
第 1307 号

S58.7.4
H30.5.22

216 ③ 急 89 室蘭母恋南町 1 母恋南町１丁目１１番 2.18 0.97 11 8
第 1344 号

S56.6.18
学校 星蘭中学校 H30.5.22

217 ③ 急 90 室蘭母恋南町 母恋南町１丁目９番１０番 0.98 0.19 16 3
第 711 号

S45.3.31
H30.5.22

218 ③ 急 271 室蘭母恋北町３丁目 3 母恋北町３丁目２８番地 003 0.01 1 1 H30.5.22

219 ④ 急 280 室蘭御崎町２丁目 5 御崎町２丁目１６番 0.14 0.05 2 2 H30.5.22

220 ⑥ 急 248 室蘭寿町３丁目 寿町３丁目２５番 0.25 － 0 －
室蘭市土

木事務所
H30.5.22

221 ⑦ 急 321 室蘭中島本町３丁目 1 中島本町３丁目 0.92 0.38 0 0 H30.5.22

222 － － 登別鷲別町 1 丁目２
登別市鷲別町 1丁目、

室蘭市日の出町 3丁目
0.53 0.17 11 3 H31.3.29

223 ① 急 318 室蘭絵鞆町２丁目 2 絵鞆町２丁目１１番 1.06 0.36 1 0 R1.8.30

224 ① 急 1 室蘭絵鞆町 2丁目 1 絵鞆町２丁目１０番 0.15 0.04 4 0 R1.8.30

225 ① 急 2 室蘭祝津町 3丁目 1 祝津町３丁目３番 5.68 2.24 10 2 水族館 R1.8.30

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

187 ④ 急 140 室蘭大沢町 2丁目 5 大沢町２丁目２８番 0.15 0.04 2 2 H29.5.19

188 ④ 急 139 室蘭大沢町 2丁目 4 大沢町２丁目２７番 1.19 0.47 8 8 H29.5.19

189 ④ 急 283 室蘭大沢町 2丁目 1 大沢町２丁目１４番 0.13 0.04 3 2 H29.5.19

190 ④ 急 282 室蘭大沢町１丁目 9 大沢町１丁目２４番 0.09 0.04 1 0 H29.5.19

191 ④ 急 315 室蘭大沢町１丁目 8 大沢町１丁目２５番 0.06 0.02 1 1 H29.5.19

192 ④ 急 137 室蘭大沢町１丁目 7 大沢町１丁目 25､26 番 0.27 0.08 7 6 H29.5.19

193 ④ 急 281 室蘭大沢町１丁目 6 大沢町１丁目２６番 0.03 0.01 1 1 H29.5.19

194 ④ 急 134 室蘭大沢町１丁目 3 大沢町１丁目１５番 0.17 0.06 4 2 H29.5.19

195 ④ 急 133 室蘭大沢町１丁目 2 大沢町１丁目１４番～１６番 0.62 0.19 17 10 H29.5.19

196 ④ 急 130 室蘭大沢町１丁目 1 大沢町１丁目 1,2,5,6,7 3.20 0.73 9 1 H29.5.19

197 ④ 急 132 室蘭大沢町１-1 大沢町１丁目８～１１ 1.99 0.21 25 5
第 1935 号

S53.6.17
H29.5.19

198 ④ 急 131 室蘭大沢町１ 大沢町１丁目 2,3,4 0.82 － 11 －
第 112 号

H15.1.28
H29.5.19

199 ⑩ 急 301 室蘭港北町 5丁目 4 港北町５丁目９４番地 0.11 0.05 1 1 H30.3.30

200 ⑩ 急 200 室蘭港北町 5丁目 3 港北町５丁目１２０番地 0.34 0.14 5 － H30.3.30

201 ⑩ 急 199 室蘭港北町 5丁目 2 港北町５丁目１０７番 0.22 0.06 － － H30.3.30

202 ⑩ 急 198 室蘭港北町５丁目 1 港北町５丁目７０番地、１０４番 1.15 0.49 5 3 H30.3.30

203 ⑩ 急 197 室蘭港北町 4丁目 3 港北町４丁目３１番 1.32 0.53 2 1 H30.3.30

204 ⑩ 急 196 室蘭港北町 4丁目 2 港北町４丁目４～７番３４番 1.75 0.76 16 6 H30.3.30

205 ⑩ 急 300 室蘭港北町 4丁目 1 港北町４丁目１１番 0.35 0.13 3 1 H30.3.30

206 ⑨ 急 194 室蘭港北町３丁目 港北町３丁目5,6,9,10,11,15,16番 1.48 0.54 21 2 H30.3.30

207 ⑨ 急 193 室蘭港北町３ 港北町３丁目３番 4.24 1.96 18 6
第 1307 号

S58.7.4
H30.3.30

208 ⑩ 急 250 室蘭港北町２丁目 1 港北町２丁目 324 番地 0.15 0.07 1 1 H30.3.30

209 ⑩ 急 322 室蘭港北町 1丁目 港北町２丁目１５番 0.41 0.13 5 0 H30.3.30

210 ⑦ 急 178 室蘭水元町 3 水元町１９番 0.14 0.04 3 2 H30.3.30

211 ⑦ 急 295 室蘭天神町 3 天神町２１２番地 0.15 0.04 3 3 H30.3.30

212 ⑨ 急 298 室蘭高平町 5 高平町２７番地 0.44 0.19 1 1 H30.5.22

213 ⑦ 急 294 室蘭知利別町 4丁目 2 知利別町４丁目２９番 0.08 0.02 2 2 H30.5.22

214 ⑦ 急 320 室蘭知利別町４丁目 1 知利別町４丁目１０，１１番 0.50 0.19 0 0 H30.5.22

215 ⑦ 急 292 室蘭知利別町３丁目 2 知利別町３丁目１８番 0.21 0.08 2 1 H30.5.22

216 ⑥ 急 167 室蘭知利別町 2-2 知利別町２丁目３３番 0.11 － 2 －
第 1307 号

S58.7.4
H30.5.22

217 ③ 急 89 室蘭母恋南町 1 母恋南町１丁目１１番 2.18 0.97 11 8
第 1344 号

S56.6.18
H30.5.22

218 ③ 急 90 室蘭母恋南町 母恋南町１丁目９番１０番 0.98 0.19 16 3
第 711 号

S45.3.31
H30.5.22

219 ③ 急 271 室蘭母恋北町３丁目 3 母恋北町３丁目２８番地 003 0.01 1 1 H30.5.22

220 ④ 急 280 室蘭御崎町２丁目 5 御崎町２丁目１６番 0.14 0.05 2 2 H30.5.22

221 ⑥ 急 248 室蘭寿町３丁目 寿町３丁目２５番 0.25 － 0 － H30.5.22

222 ⑦ 急 321 室蘭中島本町３丁目 1 中島本町３丁目 0.92 0.38 0 0 H30.5.22
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226 ① 急 5 室蘭祝津町２丁目 5 祝津町２丁目５番 1.95 1.34 22 7 R1.8.30

227 ① 急 253 室蘭祝津町２丁目 4 祝津町２丁目６番 0.36 0.17 20 9 R1.8.30

228 ① 急 4 室蘭祝津町２丁目 3 祝津町２丁目６番 0.56 0.23 5 5 祝津変電所 R1.8.30

229 ① 急 252 室蘭祝津町２丁目 2 祝津町２丁目２５番 0.26 0.09 0 0 R1.8.30

230 ① 急 242 室蘭祝津町１丁目 祝津町１丁目１番 0.82 0.37 1 0
室蘭港湾事務所

白鳥大橋展望台
R1.8.30

231 ⑫ 急 314 室蘭石川町５ 石川町２番地 0.43 0.19 2 2 R1.8.30

232 ⑬ 急 330 室蘭石川町 3 石川町 1.58 0.72 0 0 R1.8.30

233 ⑬ 急 312 室蘭石川町１ 石川町１９２番地 1.25 0.56 1 1 R1.8.30

234 ⑪ 急 326 室蘭白鳥台 2 丁目 白鳥台２丁目１番 0.68 0.28 0 0 R1.8.30

235 ⑪ 急 238 室蘭白鳥台 1丁目 1 白鳥台１丁目４番地 0.40 0.15 6 0 R1.8.30

236 ① 急 17 室蘭港南町２丁目 9 港南町２丁目８番 0.71 0.19 15 3 R1.8.30

237 ① 急 16 室蘭港南町２丁目 8 港南町２丁目２０番 0.18 0.07 3 3 R1.8.30

238 ② 急 51 室蘭清水町２丁目 4 清水町２丁目４番、５番 1.00 0.42 26 10 R1.8.30

239 ② 急 47 室蘭清水町 1 丁目 清水町 0.33 0.17 0 0 野鳥園 R1.8.30

240 ③ 急 98 室蘭母恋南町 4 丁目 3 母恋南町４丁目１１番 0.39 0.17 3 1 R1.8.30

241 ③ 急 97 室蘭母恋南町 4 丁目 2 母恋南町４丁目１２番 1.16 0.73 0 0 R1.8.30

242 ③ 急 319 室蘭母恋南町３丁目 6 母恋南町３丁目 1.33 1.12 0 0 R1.8.30

243 ③ 急 276 室蘭母恋南町 3 丁目 5 母恋南町３丁目６２番地 0.73 0.48 0 0 R1.8.30

244 ③ 急 113 室蘭母恋南町 2 丁目 4 母恋南町２丁目２７番 0.66 0.27 15 8 R1.8.30

245 ③ 急 275 室蘭母恋南町 2 丁目 3 母恋南町２丁目１９番 0.13 － 2 － R1.8.30

246 ③ 急 272 室蘭母恋北町１丁目 3 母恋北町１丁目１２番 0.09 － 3 － R1.8.30

247 ③ 急 79 室蘭母恋北町１丁目 1 母恋北町１丁目６番 0.35 0.11 14 5 R1.8.30

248 ② 急 259 室蘭栄町１丁目 栄町１丁目１２７番 0.33 0.13 1 0 R1.8.30

249 ② 急 58 室蘭栄町 栄町１丁目 9番～１３番 1.02 0.10 19 0
第 3595 号

S52.12.10
R1.8.30

250 ⑥ 急 163 室蘭日の出町 3 丁目 3 日の出町３丁目１７番 0.50 0.19 8 4 R1.8.30

251 ⑥ 急 162 室蘭日の出町 3 丁目 2 日の出町３丁目 16,17 番 0.53 0.19 9 4 R1.8.30

252 ⑥ 急 249 室蘭日の出町３丁目 1 日の出町３丁目５番 1.61 0.63 11 11

日の出町

３丁目会

会館

R1.8.30

253 ② 急 57 室蘭幸町
幸町 12､13,14 番

本町 7,8 番
1.26 0.02 7 0

第 43 号

H7.1.13

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃ

ﾙｵｰｼｬﾝ
R1.8.30

254 ② 急 258 室蘭常盤町 4
清水町 2 丁目４番

常盤町１８番
0.41 0.27 0 0 R1.8.30

255 ⑪ 急 329 室蘭崎守町 7 崎守町 1.25 0.61 0 0 R1.8.30

256 ⑪ 急 328 室蘭崎守町 6 崎守町 1.51 0.86 0 0 R1.8.30

257 ⑪ 急 327 室蘭崎守町 5 崎守町 1.64 0.95 0 0 R1.8.30

258 ⑫ 急 311 室蘭崎守町４ 崎守町３８１番地 0.26 0.11 1 0 R1.8.30

259 ⑫ 急 241 室蘭崎守町 3 崎守町３８１番地 1.51 0.61 6 4 R1.8.30

260 ⑪ 急 240 室蘭崎守町 2 崎守町９９番地 0.34 0.14 4 1 R1.8.30

261 ⑪ 急 239 室蘭崎守町 1 崎守町７４番地 0.71 0.31 4 2 R1.8.30

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

223 ① 急 318 室蘭絵鞆町２丁目 2 絵鞆町２丁目１１番 1.06 0.36 1 0 R1.8.30

224 ① 急 1 室蘭絵鞆町 2丁目 1 絵鞆町２丁目１０番 0.15 0.04 4 0 R1.8.30

225 ① 急 2 室蘭祝津町 3丁目 1 祝津町３丁目３番 5.68 2.24 10 2 R1.8.30

226 ① 急 5 室蘭祝津町２丁目 5 祝津町２丁目５番 1.95 1.34 22 7 R1.8.30

227 ① 急 253 室蘭祝津町２丁目 4 祝津町２丁目６番 0.36 0.17 20 9 R1.8.30

228 ① 急 4 室蘭祝津町２丁目 3 祝津町２丁目６番 0.56 0.23 5 5 R1.8.30

229 ① 急 252 室蘭祝津町２丁目 2 祝津町２丁目２５番 0.26 0.09 0 0 R1.8.30

230 ① 急 242 室蘭祝津町１丁目 祝津町１丁目１番 0.82 0.37 1 0 R1.8.30

231 ⑫ 急 314 室蘭石川町５ 石川町２番地 0.43 0.19 2 2 R1.8.30

232 ⑬ 急 330 室蘭石川町 3 石川町 1.58 0.72 0 0 R1.8.30

233 ⑬ 急 312 室蘭石川町１ 石川町１９２番地 1.25 0.56 1 1 R1.8.30

234 ⑪ 急 326 室蘭白鳥台 2丁目 白鳥台２丁目１番 0.68 0.28 0 0 R1.8.30

235 ⑪ 急 238 室蘭白鳥台 1丁目 1 白鳥台１丁目４番地 0.40 0.15 6 0 R1.8.30

236 ① 急 17 室蘭港南町２丁目 9 港南町２丁目８番 0.71 0.19 15 3 R1.8.30

237 ① 急 16 室蘭港南町２丁目 8 港南町２丁目２０番 0.18 0.07 3 3 R1.8.30

238 ② 急 51 室蘭清水町２丁目 4 清水町２丁目４番、５番 1.00 0.42 26 10 R1.8.30

239 ② 急 47 室蘭清水町 1丁目 清水町 0.33 0.17 0 0 R1.8.30

240 ③ 急 98 室蘭母恋南町 4丁目 3 母恋南町４丁目１１番 0.39 0.17 3 1 R1.8.30

241 ③ 急 97 室蘭母恋南町 4丁目 2 母恋南町４丁目１２番 1.16 0.73 0 0 R1.8.30

242 ③ 急 319 室蘭母恋南町３丁目 6 母恋南町３丁目 1.33 1.12 0 0 R1.8.30

243 ③ 急 276 室蘭母恋南町 3丁目 5 母恋南町３丁目６２番地 0.73 0.48 0 0 R1.8.30

244 ③ 急 113 室蘭母恋南町 2丁目 4 母恋南町２丁目２７番 0.66 0.27 15 8 R1.8.30

245 ③ 急 275 室蘭母恋南町 2丁目 3 母恋南町２丁目１９番 0.13 － 2 － R1.8.30

246 ③ 急 272 室蘭母恋北町１丁目 3 母恋北町１丁目１２番 0.09 － 3 － R1.8.30

247 ③ 急 79 室蘭母恋北町１丁目 1 母恋北町１丁目６番 0.35 0.11 14 5 R1.8.30

248 ② 急 259 室蘭栄町１丁目 栄町１丁目１２７番 0.33 0.13 1 0 R1.8.30

249 ② 急 58 室蘭栄町 栄町１丁目 9番～１３番 1.02 0.10 19 0
第 3595 号

S52.12.10
R1.8.30

250 ⑥ 急 163 室蘭日の出町 3丁目 3 日の出町３丁目１７番 0.50 0.19 8 4 R1.8.30

251 ⑥ 急 162 室蘭日の出町 3丁目 2 日の出町３丁目 16,17 番 0.53 0.19 9 4 R1.8.30

252 ⑥ 急 249 室蘭日の出町３丁目 1 日の出町３丁目５番 1.61 0.63 11 11 R1.8.30

253 ② 急 57 室蘭幸町
幸町 12､13,14 番

本町 7,8 番
1.26 0.02 7 0

第 43 号

H7.1.13
R1.8.30

254 ② 急 258 室蘭常盤町 4
清水町 2丁目４番

常盤町１８番
0.41 0.27 0 0 R1.8.30

255 ⑪ 急 329 室蘭崎守町 7 崎守町 1.25 0.61 0 0 R1.8.30

256 ⑪ 急 328 室蘭崎守町 6 崎守町 1.51 0.86 0 0 R1.8.30
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頁 現 行 修 正 備 考

＊急１２８ 室蘭御崎については警戒区域のみの指定

（新規指定）

262 ② 急 25 室蘭小橋内２丁目 4 小橋内町２丁目１７番 0.07 0.02 2 0 R1.8.30

263 ① 急 24 室蘭小橋内２丁目 3 小橋内町２丁目８番 0.68 0.28 9 3 R1.8.30

264 ① 急 256 室蘭小橋内町 2 丁目 2 小橋内町２丁目１５番 0.26 0.12 4 0 R1.8.30

265 ① 急 20 室蘭小橋内２丁目 1 小橋内町２丁目１番 1.62 0.76 28 9 R1.8.30

266 ① 急 21 室蘭小橋内２ 西小路町２丁目１４番 0.07 － 4 －
第 1344 号

S56.6.18
R1.8.30

267 ① 急 22 室蘭小橋内１丁目 4 小橋内町１丁目３１番 0.43 0.09 6 3 R1.8.30

268 ① 急 255 室蘭小橋内町１丁目 2 小橋内町１丁目１７番 0.03 0.01 2 1 R1.8.30

269 ① 急 18 室蘭小橋内１丁目 1
小橋内町１丁目 9、１０、１７

番
1.42 0.41 65 29 R1.8.30

270 ② 急 27 室蘭増市町２丁目 1 増市町２丁目７番 0.54 0.20 8 4 R1.8.30

271 ① 急 257 室蘭増市町１丁目 3 増市町１丁目４番 1.23 0.46 25 11 R1.8.30

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

257 ⑪ 急 327 室蘭崎守町 5 崎守町 1.64 0.95 0 0 R1.8.30

258 ⑫ 急 311 室蘭崎守町４ 崎守町３８１番地 0.26 0.11 1 0 R1.8.30

259 ⑫ 急 241 室蘭崎守町 3 崎守町３８１番地 1.51 0.61 6 4 R1.8.30

260 ⑪ 急 240 室蘭崎守町 2 崎守町９９番地 0.34 0.14 4 1 R1.8.30

261 ⑪ 急 239 室蘭崎守町 1 崎守町７４番地 0.71 0.31 4 2 R1.8.30

262 ② 急 25 室蘭小橋内２丁目 4 小橋内町２丁目１７番 0.07 0.02 2 0 R1.8.30

263 ① 急 24 室蘭小橋内２丁目 3 小橋内町２丁目８番 0.68 0.28 9 3 R1.8.30

264 ① 急 256 室蘭小橋内町 2丁目 2 小橋内町２丁目１５番 0.26 0.12 4 0 R1.8.30

265 ① 急 20 室蘭小橋内２丁目 1 小橋内町２丁目１番 1.62 0.76 28 9 R1.8.30

266 ① 急 21 室蘭小橋内２ 西小路町２丁目１４番 0.07 － 4 －
第 1344 号

S56.6.18
R1.8.30

267 ① 急 22 室蘭小橋内１丁目 4 小橋内町１丁目３１番 0.43 0.09 6 3 R1.8.30

268 ① 急 255 室蘭小橋内町１丁目 2 小橋内町１丁目１７番 0.03 0.01 2 1 R1.8.30

269 ① 急 18 室蘭小橋内１丁目 1 小橋内町１丁目９,１０,１７番 1.42 0.41 65 29 R1.8.30

270 ② 急 27 室蘭増市町２丁目 1 増市町２丁目７番 0.54 0.20 8 4 R1.8.30

271 ① 急 257 室蘭増市町１丁目 3 増市町１丁目４番 1.23 0.46 25 11 R1.8.30

272 ③ 急 261 室蘭舟見町２丁目 3 舟見町２丁目８８番 0.25 0.03 3 0 R2.12.4

273 ③ 急 260 室蘭舟見町２丁目 2 舟見町２丁目８９番 0.06 0.01 1 0 R2.12.4

274 ③ 急 63 室蘭舟見町 舟見町２丁目８番 0.74 0.18 11 0
第 2335 号

S51.6.29
R2.12.4

275 ② 急 46 室蘭沢町 3 沢町１３番、１４番 0.37 0.15 10 4 R2.12.4

276 ② 急 44 室蘭沢町 1 沢町２３番２４番 0.65 0.20 9 3 R2.12.4

277 ③ 急 262 室蘭山手町３丁目 1 山手町 1丁目１番、４番 1.08 0.33 17 1 R2.12.4

278 ③ 急 70 室蘭山手町３丁目 山手町３丁目１０番 0.43 0.01 12 0
第 479 号

S57.3.23
R2.12.4

279 ③ 急 263 室蘭山手町１丁目 2 山手町１丁目３番 0.36 0.09 0 0 R2.12.4

280 ③ 急 71 室蘭山手町１丁目 1 山手町１丁目２番 0.98 0.36 14 13 R2.12.4

281 ⑪ 急 236 室蘭陣屋町４丁目 陣屋町４丁目 4,5,7､番地 0.74 0.28 3 1 R3.3.16

282 ③ 急 270 室蘭茶津町 4 茶津町 1.16 0.50 0 0 R3.3.16

283 ④ 急 269 室蘭茶津町 3 茶津町 0.53 0.19 2 2 R3.3.16

284 ③ 急 268 室蘭茶津町 2 茶津町 0.13 0.05 0 0 R3.3.16

285 ③④ 急 78 室蘭茶津町１ 茶津町 1.6 0.53 2 0 R3.3.16

286 ② 急 43 室蘭海岸町３ 海岸町２丁目 3番、５番 1.05 0.04 24 0 R3.3.16

287 ⑩ 急 201 室蘭本輪西５丁目 4 本輪西町５丁目１５番 0.73 0.26 6 5 R3.3.16

288 ⑩ 急 302 室蘭本輪西町５丁目 2 本輪西町５丁目４０番 0.12 0.04 1 1 R3.3.16
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頁 現 行 修 正 備 考

（新規指定）

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

289 ⑩ 急 210 室蘭本輪西５丁目 14 本輪西町５丁目４番 0.28 0.08 2 2 R3.3.16

290 ⑩ 急 303 室蘭本輪西町５丁目 13 本輪西町５丁目３番 0.19 0.06 1 1 R3.3.16

291 ⑩ 急 208 室蘭本輪西５丁目 11
本輪西町５丁目８番

幌萌町５９番地、１０４番地、
1.94 0.77 17 8 R3.3.16

292 ⑩ 急 207 室蘭本輪西５丁目 10 本輪西町５丁目１，２番 0.94 0.39 7 4 R3.3.16

293 ⑩ 急 316 室蘭本輪西町 5丁目 1 本輪西町 5 丁目 154 番地 0.18 0.06 1 1 R3.3.16

294 ⑩ 急 304 室蘭本輪西町 4丁目 8 本輪西町４丁目１８番 0.23 0.04 4 3 R3.3.16

295 ⑩ 急 217 室蘭本輪西 4丁目 7 本輪西町４丁目３６４番地 0.26 0.08 2 2 R3.3.16

296 ⑩ 急 216 室蘭本輪西 4丁目 6 本輪西町 4 丁目１９番２０番 0.80 0.30 15 4 R3.3.16

297 ⑩ 急 215 室蘭本輪西 4丁目 5 本輪西町４丁目２０番 0.16 0.06 4 3 R3.3.16

298 ⑩ 急 214 室蘭本輪西 4丁目 4 本輪西町４丁目６番３９３番地 1.72 0.70 32 20 R3.3.16

299 ⑩ 急 213 室蘭本輪西 4丁目 3 本輪西町４丁目１１番１２番 1.07 0.45 14 10 R3.3.16

300 ⑩ 急 212 室蘭本輪西 4丁目 2
本輪西町４丁目１０番

幌萌町５８番地
2.37 1.02 21 10 R3.3.16

301 ⑩ 急 306 室蘭本輪西町 3丁目 7 本輪西町３丁目３２番 0.28 0.12 3 3 R3.3.16

302 ⑩ 急 222 室蘭本輪西 3丁目 6 本輪西町３丁目６番 0.36 0.11 11 9 R3.3.16

303 ⑩ 急 221 室蘭本輪西 3丁目 5 本輪西町３丁目 5,7,8,11,12 番 0.98 0.18 21 8 R3.3.16

304 ⑩ 急 220 室蘭本輪西 3丁目 4 本輪西町３丁目２５番 1.30 0.57 26 13 R3.3.16

305 ⑩ 急 219 室蘭本輪西 3丁目 3 本輪西町３丁目２８番 0.70 0.28 11 4 R3.3.16

306 ⑩ 急 218 室蘭本輪西 3丁目 2 本輪西町３丁目２５０番地 0.93 0.32 19 5 R3.3.16

307 ⑩ 急 305 室蘭本輪西町 3丁目 1 本輪西町３丁目２５０番地 0.15 0.06 2 1 R3.3.16

308 ⑨ 急 308 室蘭本輪西町 2丁目 3 本輪西町２丁目１８番 0.52 0.01 0 0 R3.3.16

309 ⑨ 急 224 室蘭本輪西 2-4 本輪西町２丁目 8,11,12 番 1.56 0.65 7 3 R3.3.16

310 ⑨ 急 226 室蘭本輪西 2-25 本輪西町２丁目１番１８番 1.68 0.37 8 1
第 561 号

S56.3.24
R3.3.16

311 ⑨ 急 225 室蘭本輪西 2-2 本輪西町２丁目２番、１４番 0.54 0.08 8 3
第 561 号

S56.3.24
R3.3.16

312 ③ 急 267 室蘭新富町２丁目 2 新富町２丁目９番 0.07 0.02 1 1 R3.3.16

313 ③ 急 266 室蘭新富町２丁目 1 新富町２丁目９番 0.08 0.03 1 1 R3.3.16

314 ⑪ 急 309 室蘭幌萌町８ 幌萌町２４０番地 1.89 0.17 13 0 R3.3.16

315 ⑪ 急 233 室蘭幌萌町 7 幌萌町４４番地 0.16 0.04 2 2 R3.3.16

316 ⑪ 急 232 室蘭幌萌町 6 幌萌町 42,43 番地 1.23 0.5 15 7 R3.3.16

317 ⑪ 急 231 室蘭幌萌町 5 幌萌町 17,34 番地 0.69 0.27 6 4 R3.3.16

318 ⑪ 急 230 室蘭幌萌町 4 幌萌町１５番地 0.38 0.13 3 3 R3.3.16

319 ⑪ 急 229 室蘭幌萌町 3 幌萌町１５番地 0.22 0.07 2 2 R3.3.16

320 ⑪ 急 228 室蘭幌萌町 2 幌萌町 10,11 番地 0.51 0.02 5 1 R3.3.16

321 ⑩ 急 227 室蘭幌萌町 1 幌萌町 59 番地 0.81 0.27 8 5 R3.3.16

322 ④ 急 265 室蘭入江町 3 入江町１番地 5.54 3.24 3 0 R3.3.16
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頁 現 行 修 正 備 考

２． （その他 災害危険区域現地調査による危険箇所 ６１箇所）

（削除）

（２） その他 災害危険区域現地調査による危険箇所（１箇所）

（新規指定）

構成の変更

公共施設情報の削除

新規指定に伴う削除連

番

図

面

番

号

危険区域の現況 公共施設等の状況

概 要
箇所

番号
箇所名 所在地

警戒

区域

面積

(ha)

特別

警戒

区域

面積

（ha）

警戒

区域

人家

数

特別

警戒

区人

家数

急傾斜

地指定

年月日

公共的建

物（棟）
道 路 その他

1 ① 急 23 室蘭小橋内１丁目 5
小橋内町１丁目１２，１

３番

第 974 号

H14.6.4
道道室蘭港線

2 ② 急 43 室蘭海岸町３ 海岸町２丁目 3番、５番 産業会館 市道室蘭中央通線

3 ② 急 44 室蘭沢町 1 沢町２３番２４番
道道祝津西小路通線

市道沢町４号通線

4 ② 急 46 室蘭沢町 3 沢町１３番、１４番 市道沢町８号通線

5 ③ 急 63 室蘭舟見町 舟見町２丁目８番
第 2335 号

S51.6.29

6 ③ 急 70 室蘭山手町３丁目 山手町３丁目１０番
第 479 号

S57.3.23

7 ③ 急 71 室蘭山手町１丁目 1 山手町１丁目２番
NHK

室蘭放送会館

国道３６号線

市道ＮＨＫ通線

8
③

④
急 78 室蘭茶津町１ 茶津町

9 ③ 急 87 室蘭母恋南町 1丁目 1母恋南町１丁目１３番地 道道中央東線

10 ⑩ 急 201 室蘭本輪西５丁目 4 本輪西町５丁目１５番 市道本輪西中央通線

11 ⑩ 急 207 室蘭本輪西５丁目 10 本輪西町５丁目１，２番

普通河

川本輪

西川

12 ⑩ 急 208 室蘭本輪西５丁目 11
本輪西町５丁目８番

幌萌町５９番地、１０４番地、

市道本輪西町 5丁目

3 号通線

13 ⑩ 急 210 室蘭本輪西５丁目 14 本輪西町５丁目４番

14 ⑩ 急 212 室蘭本輪西 4 丁目 2
本輪西町４丁目１０番

幌萌町５８番地

市道本輪西町 4丁目

1 条通線

15 ⑩ 急 213 室蘭本輪西 4 丁目 3
本輪西町４丁目１１番１

２番

16 ⑩ 急 214 室蘭本輪西 4 丁目 4
本輪西町４丁目６番３９

３番地

市道本輪西町 4 丁目 1 条

通線

市道本輪西町 4 丁目 1 号

通線

17 ⑩ 急 215 室蘭本輪西 4 丁目 5 本輪西町４丁目２０番

18 ⑩ 急 216 室蘭本輪西 4 丁目 6
本輪西町 4丁目１９番２

０番

市道本輪西町 4 丁目 2 号

通線

市道本輪西中央通線

普通河

川本輪

西川

19 ⑩ 急 217 室蘭本輪西 4 丁目 7
本輪西町４丁目３６４番

地

市道本輪西町 4丁目

2 号通線

20 ⑩ 急 218 室蘭本輪西 3 丁目 2
本輪西町３丁目２５０番

地

市道本輪西町 3丁目

4 号通線

21 ⑩ 急 219 室蘭本輪西 3 丁目 3 本輪西町３丁目２８番

22 ⑩ 急 220 室蘭本輪西 3 丁目 4 本輪西町３丁目２５番

23 ⑩ 急 221 室蘭本輪西 3 丁目 5
本輪西町３丁目

5,7,8,11,12 番

市道本輪西 3 丁目 4 号通

線

24 ⑩ 急 222 室蘭本輪西 3 丁目 6 本輪西町３丁目６番

25 ⑨ 急 224 室蘭本輪西 2-4
本輪西町２丁目 8,11,12

番
市道幌萌中央通線

26 ⑨ 急 225 室蘭本輪西 2-2
本輪西町２丁目２番、１

４番

第 561 号

S56.3.24

市道本輪西･港北大通

線

27 ⑨ 急 226 室蘭本輪西 2-25
本輪西町２丁目１番１８

番

第 561 号

S56.3.24

28 ⑩ 急 227 室蘭幌萌町 1 幌萌町 59番地
市道本輪西町 5丁目

3 号通線

29 ⑪ 急 228 室蘭幌萌町 2 幌萌町 10,11 番地

30 ⑪ 急 229 室蘭幌萌町 3 幌萌町１５番地

連番 図
面

番
号

危険区域の現況

指定年月日箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

（ha）

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

323 ③ 急 264 室蘭入江町２ 入江町１２番地 0.73 0.41 1 1 R3.3.16

324 ⑬ 急 331 室蘭石川町 4 石川町 0.14 0.03 0 0 R3.7.6

325 ⑬ 急 313 室蘭石川町２ 石川町 1.67 0.66 0 0 R3.7.6

326 ⑨ 急 323 室蘭本輪西町２丁目 4 本輪西町２丁目 2.12 0 0 0 R3.7.6

327 ⑪ 急 324 室蘭幌萌町 9 幌萌町 2.02 1.10 0 0 R3.7.6

328 ① 急 23 室蘭小橋内１丁目 5 小橋内町１丁目１２，１３番 3.73 1.02 51 13
第 974 号

H14.6.4
R4.3.22

連番
図面

番号

危険区域の現況

概 要
箇所

番号
箇所名 所在地

警戒区

域面積

(ha)

特別警戒

区域面積

（ha）

警戒区域

人家数

特別警

戒区人

家数

急傾斜地

指定年月

日

1 ⑪ 急 310 室蘭陣屋町 2丁目 陣屋町２丁目１２番 0.53 0.19 1 0
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31 ⑪ 急 230 室蘭幌萌町 4 幌萌町１５番地

32 ⑪ 急 231 室蘭幌萌町 5 幌萌町 17,34 番地 市道幌萌町通線

33 ⑪ 急 232 室蘭幌萌町 6 幌萌町 42,43 番地 市道幌萌町 3号通線

34 ⑪ 急 233 室蘭幌萌町 7 幌萌町４４番地 市道幌萌町通線

35 ⑪ 急 236 室蘭陣屋町４丁目 陣屋町４丁目 4,5,7､番地

道道室蘭インター線

市道陣屋町 4 丁目 2 条通線

市道陣屋町 4 丁目 5 号通線

市道陣屋町 4 丁目 4 条通線

市道陣屋町 4 丁目 5 条通線

36 ③ 急 260 室蘭舟見町２丁目 2 舟見町２丁目８９番

37 ③ 急 261 室蘭舟見町２丁目 3 舟見町２丁目８８番

38 ③ 急 262 室蘭山手町３丁目 1 山手町 1 丁目１番、４番

39 ③ 急 263 室蘭山手町１丁目 2 山手町１丁目３番

40 ③ 急 264 室蘭入江町２ 入江町１２番地

41 ④ 急 265 室蘭入江町 3 入江町１番地

42 ③ 急 266 室蘭新富町２丁目 1 新富町２丁目９番

43 ③ 急 267 室蘭新富町２丁目 2 新富町２丁目９番 道道中央東線

44 ③ 急 268 室蘭茶津町 2 茶津町

45 ④ 急 269 室蘭茶津町 3 茶津町

46 ③ 急 270 室蘭茶津町 4 茶津町

47 ⑩ 急 302 室蘭本輪西町５丁目 2 本輪西町５丁目４０番

48 ⑩ 急 303 室蘭本輪西町５丁目 13 本輪西町５丁目３番
市道本輪西町 5丁目

1 号通線

普通河

川本輪

西川

49 ⑩ 急 304 室蘭本輪西町 4 丁目 8 本輪西町４丁目１８番

50 ⑩ 急 305 室蘭本輪西町 3 丁目 1
本輪西町３丁目２５０番

地

51 ⑩ 急 306 室蘭本輪西町 3 丁目 7 本輪西町３丁目３２番

市道柏木中央通線

市道本輪西町 3 丁目 2 号通線

市道本輪西町 3 丁目 1 号通線

52 ⑩ 急 307 室蘭本輪西町 2 丁目 1 本輪西町２丁目 237 番 市道幌萌中央通線

53 ⑨ 急 308 室蘭本輪西町 2 丁目 3 本輪西町２丁目１８番

54 ⑪ 急 309 室蘭幌萌町８ 幌萌町２４０番地

55 ⑪ 急 310 室蘭陣屋町 2丁目 陣屋町２丁目１２番 0.53 0.19 1 0
市道陣屋町 2丁目

2 号通線

56 ⑬ 急 313 室蘭石川町２ 石川町

市道白鳥台3丁目11

号

通線

57 ⑩ 急 316 室蘭本輪西町 5丁目 1本輪西町 5丁目 154 番地

58 ⑨ 急 323 室蘭本輪西町２丁目 4 本輪西町２丁目

59 ⑪ 急 324 室蘭幌萌町 9 幌萌町 国道 37号線

60 ⑪ 急 325 室蘭白鳥台１丁目 2 白鳥台１丁目３９番

61 ⑬ 急 331 室蘭石川町 4 石川町
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７－３ 土石流災害危険区域

１． （土砂災害防止法に基づく特別警戒区域及び警戒区域の指定を受けた箇所 ５７箇所）

（令和元年８月３０日現在）

２．土石流

（１） 土砂災害防止法に基づく特別警戒区域及び警戒区域の指定を受けた箇所（６８箇所）

（令和５年４月１日現在）

構成の変更

要配慮者施設情報の削除

（別途一覧を作成）

災害種別の表示（追加）

新規指定に伴う追加、削除

番 号 危 険 区 域 の 現 況 区域内の要支護者施設
指定年月

日
連番

図面

番号

箇所

番号
区域名

水 系

名
河 川 名 渓 流 名 渓流番号

危険区域

面積(ha)

特別警戒区

域面積（ha）

警戒区域人

家数

特別警戒区

人家数

砂防指定

年月日
種別 名称 所在地

１ ⑨ 土 36 知利別町 中川 中川 中川 Ⅰ33-0460 1.79 0.03 31 1 Ｈ21.3.27

２ ③ 土 51 母恋南町 母恋川 母恋川 トッカリショ岬沢川 Ⅰ33-0670 1.12 0.04 19 0 Ｈ21.3.27

３ ③ 土 52 母恋南町 母恋川 母恋川 ポンチキュウ沢川 Ⅰ33-0680 0.99 0.01 21 0 Ｈ21.3.27

４ ③ 土 53 母恋南町 母恋川 母恋川
母恋南町５丁目の沢

川
Ⅰ33-0700 0.69 0.001 17 0 Ｈ21.3.27

５ ③ 土 54 母恋南町 母恋川 母恋川
母恋南町１丁目２の

沢川
Ⅰ33-0710 0.71 0.00 1 0 Ｈ21.3.24

６ ③ 土 55 母恋南町 母恋川 母恋川
母恋南町１丁目１の

沢川
Ⅰ33-0720 0.28 0.00 0 0 Ｈ21.3.24

７ ③ 土 56 母恋南町 母恋川 母恋川
母恋南町１丁目の沢

川
Ⅰ33-0730 0.87 0.00 0 0 学校 星蘭中学校Ｇ

母恋南 1-32-22

0143-23-4800
Ｈ21.3.24

８ ② 土 59 緑町 測量川 測量川 測量川 Ⅰ33-0780 0.83 0.00 9 0 Ｈ21.6.9

９ ② 土 60 緑町
下港南沢

川

下港南沢川左

沢川
下港南沢川左沢川 Ⅰ33-0790 0.94 0.00 0 0 学校 常盤小学校 H22.3.16

１０ ② 土 61 緑町
下港南沢

川

下港南沢川左

沢川

下港南沢川右１の沢

川
Ⅰ33-0800 1.39 0.00 2 0 学校 常盤小学校 H22.3.16

１１ ② 土 62 緑町
下港南沢

川
下港南沢川 下港南沢川右沢川 Ⅰ33-0810 0.32 0.01 4 0 H22.3.16

１２ ⑨ 土 37 中島町 知利別川 中島川 中島本町２の沢川 Ⅰ33-0480 0.92 0.00 27 0 学校 日新小学校 H22.3.16

１３ ⑨ 土 38 中島町 知利別川 中島川 中島本町の左沢川 Ⅰ33-0490 0.94 0.00 19 0 H22.3.16

１４ ⑨ 土 39 中島町 知利別川 中島川 中島本町の沢川 Ⅰ33-0500 1.90 0.00 24 0 H22.3.16

１５ ⑩ 土 20 港北町 本輪西川 本輪西川 本輪西川３号沢川 Ⅰ33-0250 2.56 0.29 25 0 学校 本輪西小学校 H22.3.26

１６ ⑩ 土 16 本輪西町 本輪西川
奥輪西１の沢

川
奥輪西１の沢川 Ⅱ33-0210 0.23 0.00 ０ 0 H22.3.26

１７ ⑩ 土 15 本輪西町 本輪西川 本輪西川 奥輪西第４沢川 Ⅰ33-0200 0.52 0.00 1 0 H22.3.26

１８ ⑨ 土 35 高平町 南高平川 南高平川 輪川 Ⅰ33-0450 0.84 0.00 ０ 0 H22.3.16

１９ ⑨ 土 34 高平町 南高平川 南高平川 高取町沢川 Ⅱ33-0440 0.60 0.01 6 0 H22.3.16

２０ ⑦ 土 42 知利別町 知利別川 知利別川 知利別３丁目沢川 Ⅰ33-0540 0.34 0 3 0 H23.1.7

２１ ⑦ 土 43 知利別町 知利別川 知利別川 無名の沢川 Ⅰ33-0550 0.63 0.00 13 0 H23.1.7

２２ ⑦ 土 70 水元町 鷲別川 鷲別川 ミズモト左川 Ⅰ33-0950 0.58 0.02 2 0 H23.1.7

２３ ④ 土 48 大沢町 東町川 東町川 大沢の沢川 Ⅰ33-0610 0.47 0 6 0 H23.4.19

２４ ① 土 65 港南町 小橋内川 小橋内川 学校の沢川 Ⅰ33-0870 0.65 0.00 0 0 学校 港南中学校 H23.4.19

２５ ⑦ 土 46 知利別町 知利別川 知利別川 天神町１の沢の沢川 Ⅰ33-0590 1.25 0.02 20 0 H23.4.19

２６ ⑦ 土 47 知利別川 知利別川 天神町２の沢 Ⅰ33-0600 0.70 0.01 10 0 H23.4.19

２７ ③ 土 50 母恋南町 母恋川 母恋川 無名川 Ⅰ33-0660 1.73 0 34 0 H23.7.5

２８ ⑪ 土 5 陣屋町
ポロペケレオ

タ川

ポロペケレオ

タ川

陣屋町沢２丁目の沢

川
Ⅰ33-0070 0.69 0.01 6 0 H24.11.2

２９ ⑥ 土 41 中島町 知利別川 中島川 社宅１の沢川 Ⅰ33-0520 0.62 0 58 0 H24.11.2

３０ ⑩ 土 22 港北町 本輪西川 恋い隠し川
コイカクシ川下２の

沢川
Ⅰ33-0270 0.37 0 5 0 H24.11.2

３１ ② 土 64 増市町 小橋内川 小橋内川 小橋内川３号沢川
Ⅰ33-0850

Ⅰ33-0850-1

0.05

0.38

0.01

0.07

0

0

0

0

H24.11.2

H24.11.2

３２ ① 土 66 増市町 小橋内川 小橋内川 小橋内川右３号沢川 Ⅰ33-0880 0.78 0.09 0 0 H25.1.11

３３ ⑦ 土 45 知利別町 知利別川 知利別川 天神町沢川 Ⅰ33-0580 2.12 0 17 0 H25.1.11

３４ ② 土 63 増市町 小橋内川 小橋内川 小橋内川１号沢川 Ⅰ33-0830 0.74 0 0 0 H26.2.21

３５ ⑪ 土 9 陣屋町
ポロペケレオ

タ川

ポロペケレオ

タ川
ポロペケレオタ川 Ⅰ33-0110 1.16 － 5 － H28.3.29

３６ ⑪ 土 10 陣屋町
ポロペケレオ

タ川

ポロペケレオ

タ川
陣屋町沢川１号川 Ⅰ33-0130 3.75 0.01 30 0 H28.3.29

３７ ④ 土 49 大沢町 東町川 東町川 大沢町神社沢川 Ⅰ33-0620 5.35 － 56 － H29.3.24

３８ ⑩ 土 27 港北町 本輪西川 恋い隠し川 ヤムクシナイ川 Ⅰ33-0340 0.42 － 0 － H30.3.30

３９ ⑦ 土 71 水元町 鷲別川 鷲別川 ミズモト沢川 Ⅰ33-0960 3.63 － 296 － H30.3.30

４０ ⑩ 土 26 港北町 本輪西川 コイカクシ川
コイカクシ川左４の

沢
Ⅱ33-0330 1.02 － 3 － H30.3.30

４１ ⑩ 土 33 港北町 本輪西川 恋い隠し川
コイカクシ川右４の

沢川
Ⅰ33-0400 3.65 － 80 －

集合集合

施設
港北町会館 H30.3.30

４２ ⑩ 土 31 港北町 本輪西川 恋い隠し川
コイカクシ川右３の

沢川
Ⅰ33-0380 2.92 － 64 － H30.3.30

番 号 危 険 区 域 の 現 況

指定年月日
連番

図面

番号

箇所

番号
区域名 水 系 名 河 川 名 渓 流 名 渓流番号

危険区域

面積(ha)

特別警戒区域面

積（ha）
警戒区域人家数

特別警戒区人

家数

砂防指定

年月日

１ ⑨ 土 36 知利別町 中川 中川 中川 Ⅰ33-0460 1.79 0.03 31 1 Ｈ21.3.27

２ ③ 土 51 母恋南町 母恋川 母恋川 トッカリショ岬沢川 Ⅰ33-0670 1.12 0.04 19 0 Ｈ21.3.27

３ ③ 土 52 母恋南町 母恋川 母恋川 ポンチキュウ沢川 Ⅰ33-0680 0.99 0.01 21 0 Ｈ21.3.27

４ ③ 土 53 母恋南町 母恋川 母恋川 母恋南町５丁目の沢川 Ⅰ33-0700 0.69 0.001 17 0 Ｈ21.3.27

５ ③ 土 54 母恋南町 母恋川 母恋川 母恋南町１丁目２の沢川 Ⅰ33-0710 0.71 0.00 1 0 Ｈ21.3.24

６ ③ 土 55 母恋南町 母恋川 母恋川 母恋南町１丁目１の沢川 Ⅰ33-0720 0.28 0.00 0 0 Ｈ21.3.24

７ ③ 土 56 母恋南町 母恋川 母恋川 母恋南町１丁目の沢川 Ⅰ33-0730 0.87 0.00 0 0 Ｈ21.3.24

８ ② 土 59 緑町 測量川 測量川 測量川 Ⅰ33-0780 0.83 0.00 9 0 Ｈ21.6.9

９ ② 土 60 緑町 下港南沢川
下港南沢川

左沢川
下港南沢川左沢川 Ⅰ33-0790 0.94 0.00 0 0 H22.3.16

１０ ② 土 61 緑町 下港南沢川
下港南沢川

左沢川
下港南沢川右１の沢川 Ⅰ33-0800 1.39 0.00 2 0 H22.3.16

１１ ② 土 62 緑町 下港南沢川 下港南沢川 下港南沢川右沢川 Ⅰ33-0810 0.32 0.01 4 0 H22.3.16

１２ ⑨ 土 37 中島町 知利別川 中島川 中島本町２の沢川 Ⅰ33-0480 0.92 0.00 27 0 H22.3.16

１３ ⑨ 土 38 中島町 知利別川 中島川 中島本町の左沢川 Ⅰ33-0490 0.94 0.00 19 0 H22.3.16

１４ ⑨ 土 39 中島町 知利別川 中島川 中島本町の沢川 Ⅰ33-0500 1.90 0.00 24 0 H22.3.16

１５ ⑩ 土 20 港北町 本輪西川 本輪西川 本輪西川３号沢川 Ⅰ33-0250 2.56 0.29 25 0 H22.3.26

１６ ⑩ 土 16 本輪西町 本輪西川 奥輪西１の沢川 奥輪西１の沢川 Ⅱ33-0210 0.23 0.00 ０ 0 H22.3.26

１７ ⑩ 土 15 本輪西町 本輪西川 本輪西川 奥輪西第４沢川 Ⅰ33-0200 0.52 0.00 1 0 H22.3.26

１８ ⑨ 土 35 高平町 南高平川 南高平川 輪川 Ⅰ33-0450 0.84 0.00 ０ 0 H22.3.16

１９ ⑨ 土 34 高平町 南高平川 南高平川 高取町沢川 Ⅱ33-0440 0.60 0.01 6 0 H22.3.16

２０ ⑦ 土 42 知利別町 知利別川 知利別川 知利別３丁目沢川 Ⅰ33-0540 0.34 0 3 0 H23.1.7

２１ ⑦ 土 43 知利別町 知利別川 知利別川 無名の沢川 Ⅰ33-0550 0.63 0.00 13 0 H23.1.7

２２ ⑦ 土 70 水元町 鷲別川 鷲別川 ミズモト左川 Ⅰ33-0950 0.58 0.02 2 0 H23.1.7

２３ ④ 土 48 大沢町 東町川 東町川 大沢の沢川 Ⅰ33-0610 0.47 0 6 0 H23.4.19

２４ ① 土 65 港南町 小橋内川 小橋内川 学校の沢川 Ⅰ33-0870 0.65 0.00 0 0 H23.4.19

２５ ⑦ 土 46 天神町 知利別川 知利別川 天神町１の沢の沢川 Ⅰ33-0590 1.25 0.02 20 0 H23.4.19

２６ ⑦ 土 47 天神町 知利別川 知利別川 天神町２の沢 Ⅰ33-0600 0.70 0.01 10 0 H23.4.19

２７ ③ 土 50 母恋南町 母恋川 母恋川 無名川 Ⅰ33-0660 1.73 0 34 0 H23.7.5

２８ ⑪ 土 5 陣屋町
ポロペケレオ

タ川

ポロペケレオタ

川
陣屋町２丁目の沢川 Ⅰ33-0070 0.69 0.01 6 0 H24.11.2

２９ ⑥ 土 41 中島町 知利別川 中島川 社宅１の沢川 Ⅰ33-0520 0.62 0 58 0 H24.11.2

３０ ⑩ 土 22 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ川下２の沢川 Ⅰ33-0270 0.37 0 5 0 H24.11.2

３１ ② 土 64 増市町 小橋内川 小橋内川 小橋内川３号沢川 Ⅰ33-0850 0.05 0.01 0 0 H24.11.2

３２ ② 土 64 増市町,清水町 小橋内川 小橋内川 小橋内川３号沢川支川 Ⅰ33-0850-1 0.38 0.07 0 0 H24.11.2

３３ ① 土 66 増市町 小橋内川 小橋内川 小橋内川右３号沢川 Ⅰ33-0880 0.78 0.09 0 0 H25.1.11

３４ ⑦ 土 45 知利別町 知利別川 知利別川 天神町沢川 Ⅰ33-0580 2.12 0 17 0 H25.1.11

３５ ② 土 63 増市町 小橋内川 小橋内川 小橋内川１号沢川 Ⅰ33-0830 0.74 0 0 0 H26.2.21

３６ ⑪ 土 9 陣屋町
ポロペケレオタ

川

ポロペケレオタ

川
ポロペケレオタ川 Ⅰ33-0110 1.16 － 5 － H28.3.29
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頁 現 行 修 正 備 考

（新規指定）

番 号 危 険 区 域 の 現 況 区域内の要支護者施設
指定年月

日
連番

図面

番号

箇所

番号
区域名

水 系

名
河 川 名 渓 流 名 渓流番号

危険区域

面積(ha)

特別警戒区

域面積（ha）

警戒区域人

家数

特別警戒区

人家数

砂防指定

年月日
種別 名称 所在地

４３ ⑩ 土 30 港北町 本輪西川 恋い隠し川
コイカクシ川右２の

沢川
Ⅰ33-0370 1.91 － 15 － H30.3.30

４４ ⑩ 土 28 港北町 本輪西川 コイカクシ川
コイカクシ川右１の

沢
Ⅱ33-0350 1.87 － 18 － H30.3.30

４５ ⑩ 土 21 港北町 本輪西川 恋い隠し川
コイカクシ川下１の

沢川
Ⅰ33-0260 3.62 － 64 － H30.3.30

４６ ⑩ 土 24 港北町 本輪西川 恋い隠し川
コイカクシ川３の沢

川
Ⅰ33-0310 2.51 － 28 － H30.3.30

４７ ⑩ 土 29 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ２の沢川 Ⅰ33-0360 3.13 － 56
第 1386 号

H3.7.18
H30.3.30

４８ ⑩ 土 23 港北町 本輪西川 恋い隠し川
コイカクシ川１の沢

川
Ⅰ33-0280 4.28 － 78 － 集会施設 港北町会館 H30.3.30

４９ ⑩ 土 25 港北町 本輪西川 コイカクシ川 コイカクシ３の沢川 Ⅱ33-0320 2.07 － 13 － H30.3.30

５０ ⑩ 土 32 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ１の沢川 Ⅰ33-0390 4.24 － 92 － H30.3.30

５１ ⑧ 土 73 水元町 鷲別川 鷲別川 奥鷲別川 Ⅰ33-0980 3.61 － 261 －
第 1340 号

H1.7.25
聾学校 北海道室蘭聾学校 H30.3.30

５２ ⑦ 土 72 水元町 鷲別川 ミズモト沢川 大学の沢川 Ⅰ33-0970 4.81 － 279 － 事業所 室蘭工業大学 H30.3.30

５３ ⑦ 土 44 知利別町 知利別川 知利別川 知利別４丁目の沢川 Ⅰ33-0570 3.07 － 24 － 公民館

新日鐵住金㈱

室蘭製鐵所

知利別会館

H30.5.22

５４ ③ 土 57 母恋南町 母恋川 母恋川 母恋川 Ⅰ33-0740 0.35 0.00 2 0 H30.5.22

５５ ⑨ 土 40 中島町 知利別川 中島川 中島沢川 Ⅰ33-0510 4.74 － 187 － H30.5.22

５６ ① 土 68 祝津町 トモエ川 トモエ川 トモエ川 Ⅰ33-0910 0.77 0.01 1 0
給食セン

ター
R1.8.30

５７ ① 土 67 祝津町
祝津町１丁目

の沢川

祝津町１丁目

の沢川
祝津町１丁目の沢川 Ⅰ33-0900 0.44 0.01 4 0 道道室蘭港線 R1.8.30

番 号 危 険 区 域 の 現 況

指定年月日
連番

図面

番号

箇所

番号
区域名 水 系 名 河 川 名 渓 流 名 渓流番号

危険区域

面積(ha)

特別警戒区域面

積（ha）
警戒区域人家数

特別警戒区人

家数

砂防指定

年月日

３７ ⑪ 土 10 陣屋町
ポロペケレオ

タ川

ポロペケレオタ

川
陣屋町沢川１号川 Ⅰ33-0130 3.75 0.01 30 0 H28.3.29

３８ ④ 土 49 大沢町 東町川 東町川 大沢町神社沢川 Ⅰ33-0620 5.35 － 56 － H29.3.24

３９ ⑩ 土 27 港北町 本輪西川 恋い隠し川 ヤムクシナイ川 Ⅰ33-0340 0.42 － 0 － H30.3.30

４０ ⑦ 土 71 水元町 鷲別川 鷲別川 ミズモト沢川 Ⅰ33-0960 3.63 － 296 － H30.3.30

４１ ⑩ 土 26 港北町 本輪西川 コイカクシ川 コイカクシ川左４の沢 Ⅱ33-0330 1.02 － 3 － H30.3.30

４２ ⑩ 土 33 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ川右４の沢川 Ⅰ33-0400 3.65 － 80 － H30.3.30

４３ ⑩ 土 31 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ川右３の沢川 Ⅰ33-0380 2.92 － 64 － H30.3.30

４４ ⑩ 土 30 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ川右２の沢川 Ⅰ33-0370 1.91 － 15 － H30.3.30

４５ ⑩ 土 28 港北町 本輪西川 コイカクシ川 コイカクシ川右１の沢 Ⅱ33-0350 1.87 － 18 － H30.3.30

４６ ⑩ 土 21 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ川下１の沢川 Ⅰ33-0260 3.62 － 64 － H30.3.30

４７ ⑩ 土 24 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ川３の沢川 Ⅰ33-0310 2.51 － 28 － H30.3.30

４８ ⑩ 土 29 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ２の沢川 Ⅰ33-0360 3.13 － 56
第 1386 号

H3.7.18
H30.3.30

４９ ⑩ 土 23 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ川１の沢川 Ⅰ33-0280 4.28 － 78 － H30.3.30

５０ ⑩ 土 25 港北町 本輪西川 コイカクシ川 コイカクシ３の沢川 Ⅱ33-0320 2.07 － 13 － H30.3.30

５１ ⑩ 土 32 港北町 本輪西川 恋い隠し川 コイカクシ１の沢川 Ⅰ33-0390 4.24 － 92 － H30.3.30

５２ ⑧ 土 73 水元町 鷲別川 鷲別川 奥鷲別川 Ⅰ33-0980 3.61 － 261 －
第 1340 号

H1.7.25
H30.3.30

５３ ⑦ 土 72 水元町 鷲別川 ミズモト沢川 大学の沢川 Ⅰ33-0970 4.81 － 279 － H30.3.30

５４ ⑦ 土 44 知利別町 知利別川 知利別川 知利別４丁目の沢川 Ⅰ33-0570 3.07 － 24 － H30.5.22

５５ ③ 土 57 母恋南町 母恋川 母恋川 母恋川 Ⅰ33-0740 0.35 0.00 2 0 H30.5.22

５６ ⑨ 土 40 中島町 知利別川 中島川 中島沢川 Ⅰ33-0510 4.74 － 187 － H30.5.22

５７ ① 土 68 祝津町 トモエ川 トモエ川 トモエ川 Ⅰ33-0910 0.77 0.01 1 0 R1.8.30

５８ ① 土 67 祝津町
祝津町１丁目

の沢川

祝津町１丁目

の沢川
祝津町１丁目の沢川 Ⅰ33-0900 0.44 0.01 4 0 R1.8.30

５９ ③ 土 69 舟見町 追直沢川 追直沢川 追直沢川 Ⅰ33-0930 0.97 0.01 14 0 R2.12.4

６０ ⑭ 土 3 香川町 チマイベツ川 ペトトル川 上香川 Ⅰ33-0040 3.39 － 2 － R3.1.29

６１ ⑭ 土 1 香川町 チマイベツ川 チマイベツ川 チマイベツ２の沢川 Ⅱ33-0020 9.49 － 1 － R3.1.29

６２ ⑭ 土 2 石川町 チマイベツ川
ぺトトル２の沢

川
ぺトトル左川 Ⅱ33-0030 4.29 － 1 － R3.1.29

６３ ④ 土 58 茶津町 工場川 工場川 茶津の沢川 Ⅰ33-0760 0.43 0.00 0 0 R3.3.16

６４ ⑩ 土 13 本輪西町 本輪西川 本輪西川 本輪西川中の沢川 Ⅰ33-0180 0.28 － 7 － R3.3.16

６５ ⑩ 土 17 本輪西町 本輪西川 ヤムクシナイ川 本輪西川５丁目沢 Ⅱ33-0220 1.30 0.00 13 0 R3.3.16

６６ ⑩ 土 18 本輪西町 本輪西川 本輪西川 本輪西川４号沢川 Ⅰ33-0230 0.57 0.00 4 0 R3.3.16

６７ ⑩ 土 19 本輪西町 本輪西川 本輪西川 本輪西川 Ⅰ33-0240 3.95 0.00 33 R3.3.16

６８ ⑪ 土 11 幌萌町 日石沢川 日石沢川 日石沢川 Ⅰ33-0140 1.50 － 10 － R3.3.16
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２． （その他 災害危険区域現地調査による危険箇所 １６箇所） （２）その他 災害危険区域現地調査による危険箇所（３箇所） 構成の変更

公共施設情報の削除

新規指定に伴う削除番 号 危 険 区 域 の 現 況 公共施設等の状況

摘要
連番

図面

番号

箇所

番号
区域名

水 系

名
河 川 名 渓 流 名 渓流番号

危険区域

面積(ha)

特別警戒区

域面積（ha）

警戒区域人

家数

特別警戒区

人家数

砂防指定

年月日

公共的建物

（棟）
道 路 その他

1 ⑭ 土 1 香川町
チマイベツ

川
チマイベツ川 チマイベツ２の沢川 Ⅱ33-0020

2 ⑭ 土 2 石川町
チマイベツ

川

ぺトトル２の

沢川
ぺトトル左川 Ⅱ33-0030

3 ⑭ 土 3 香川町
チマイベツ

川
ペトトル川 上香川 Ⅰ33-0040 市道香川町１号通線

4 ⑪ 土 4 陣屋町
ポンペケレ

オタ川

ポンペケレオ

タ川
ポンペケレオタ川 Ⅱ33-0050 市道崎守通線

5 ⑪ 土 6 陣屋町
ポロペケレ

オタ川

ポロペケレオ

タ川
陣屋町沢川３号沢川 Ⅰ33-0080 1.04 － 6 －

市道陣屋町２丁目２号通

線

市道陣屋町２丁目５条通

線

市道陣屋中央通線

6 ⑪ 土 7 陣屋町
ポロペケレ

オタ川

ポロペケレオ

タ川

陣屋町２丁目右の沢

川
Ⅱ33-0090 1.58 0.01 11 0

市道陣屋町５丁目１条通

線

市道陣屋中央通線

7 ⑪ 土 8 陣屋町
ポロペケレ

オタ川

ポロペケレオ

タ川
陣屋町５丁目沢川 Ⅱ33-0100 1.83 － 13 －

市道陣屋町５丁目５

条通線

8 ⑪ 土 11 幌萌町 日石沢川 日石沢川 日石沢川 Ⅰ33-0140 市道幌萌町通線
JR 室蘭本

線

9 ⑨ 土 12 本輪西町 中幌萌川 中幌萌川 中幌萌川 Ⅰ33-0150 市道幌萌中央通線

10 ⑩ 土 13 本輪西町 本輪西川 本輪西川 本輪西川中の沢川 Ⅰ33-0180

市道本輪西町通線

市道本輪西町４丁目

１号通線

11 ⑩ 土 14 本輪西町 本輪西川 本輪西川 本輪西２号沢川 Ⅰ33-0190

市道本輪西町通線

市道本輪西町４丁目

１条通線

12 ⑩ 土 17 本輪西町 本輪西川
ヤムクシナイ

川
本輪西川５丁目沢 Ⅱ33-0220

市道本輪西町５丁目

１号通線

13 ⑩ 土 18 本輪西町 本輪西川 本輪西川 本輪西川４号沢川 Ⅰ33-0230
市道本輪西町５丁目

１号通線

14 ⑩ 土 19 本輪西町 本輪西川 本輪西川 本輪西川 Ⅰ33-0240
市道本輪西町５丁目

１号通線

15 ④ 土 58 茶津町 工場川 工場川 茶津の沢川 Ⅰ33-0760

16 ③ 土 69 舟見町 追直沢川 追直沢川 追直沢川 Ⅰ33-0930

番 号 危 険 区 域 の 現 況

摘要
連番

図面

番号

箇所

番号
区域名 水 系 名 河 川 名 渓 流 名 渓流番号

危険区域

面積(ha)

特別警戒区域面

積（ha）
警戒区域人家数

特別警戒区人

家数

砂防指定

年月日

１ ⑪ 土 6 陣屋町
ポロペケレオタ

川

ポロペケレオタ

川
陣屋町沢川３号沢川 Ⅰ33-0080 1.04 － 6 －

２ ⑪ 土 7 陣屋町
ポロペケレオタ

川

ポロペケレオタ

川
陣屋町２丁目右の沢川 Ⅱ33-0090 1.58 0.01 11 0

３ ⑪ 土 8 陣屋町
ポロペケレオタ

川

ポロペケレオタ

川
陣屋町５丁目沢川 Ⅱ33-0100 1.83 － 13 －
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